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建設現場で働くみなさんは、最近30年ほどの問に電動工具が普及し、ボードやサイデ、イン

グなどの新建材が登場し、現場が大きく変わってきた乙とはよくご存知のことと思います。そ

うした技術の発達は、仕事が早くできるようになる等良い商もありますが、強力な機械による

加工は粉じんを大量に発生させて、新たな問題を引き起こしています。この小冊子でお話し

することは、建設現場での粉じんによるじん肺からどのようにみなさんの健康を守るか?と

いうことです。これから建設現場で長い間働こうとしている若いノJはもちろん、すでに医師か

らfあなたはじん肺ですJと言われてしまった方にとっても、今からでさることは必ずあります。
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融府、企業の退廃を突き破る
自立した市民システム確立を!!

高木仁三郎
核化学者、原子力資料情報室理事

(7月4日第9間関尻賞表彰式でのスピーチ)

最初にお断りしておきますと、 40分という時間を

いただいておりますが、私の今の体調では40分は

たぶん苦しいと思いますので、 20分か25分くらい

私がお話をさせていただいて、残り15分ないし20

分を、今日ちょうど青森から浅石紘爾弁護士がい

らしてますので、どうも聞くところによりますと、浅石

先生が私をこの賞に推薦してくださったらしいとい

うこともありますし、田尻さんがそうでしたし、また田

尻賞を故寺下力三郎さん(元六ケ所村村長、第2

回田尻賞受賞)が受けられたということもあって、

この会と六ケ所村は何かとご縁があり、また皆さん

もご関心があるかと思いますので、ちょっと浅石さ

んに六ケ所村の話をしてもらおうと思っています。

私はそのデ、ィテールには入れませんので、そうい

う乙とでよろしくお願いいたします。

あらためて、栄誉ある賞をいただきまして光栄に

思っております。ありがとうございました。と申しまし

たが、最初に事務局長の宮田さんからお電話が

ありましたときに、私は少し受賞することにためら

いを示すお返事をいたしました。そのことにはいく

つかの理由がありました。ひとつは、現在の私自

身の体調がちょっと、なかなかこの間、ガンとの闘

病が続いておりまして、先が見えない状況がはっ

きりいつであるもんですから、私自身の考えでは、

この種の賞というものは今後がんばれという意味

での激励ための賞だとしユうふうに思っていますか

ら、今後がんばれるかどうかわからない人聞がも

らうのはあまり相応しくないのではないかというた
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めらいがひとつありました。田尻さんのお名前もよ

く知っておりましたし、実は個人的にも知り合いで

したから、田尻さんを記念した賞がいただけるとい

うことは、私にとっては大変光栄なことでありまして、

そのことへのためらいは全然ないのですけれども、

そういった意味でのためらいがまずありました。

それからもうひとつは、そのことともやや重なっ

てくるんですけれども、私自身は今まで多少いろん

な賞をいただいたりもして、過分なことであると思っ

ておりましたので、今度はもっと若い人をむしろこ

ちら側から育てなくてはいけないと思っております。

そういう試みもいま始めておりますので、そういう

中にあって自分は表彰する側にまわりこそすれ、

表彰されたり励まされたりする立場ではないんじゃ

ないかという気もありまして、ちょっとグズグズ言っ

たりもしました。

しかし、最終的には、少し迷いがありましたけれ

ど、受賞させていただくことにいたしました。そのこ

とのひとつの大きな理由は、もちろん田尻賞なん

だから私が受賞することに何の文句も言うはずが

ないだろうと言われればそれまでなんですけれども、

私なりの思いがあります。

私と田尻さんがお付き合いがあったのは、そう

長い時間ではありません。田尻さんが六ケ所村の

問題に興味をお持ちになるようになってからだ、と思

いますので、亡くなる数年前くちいではないかと思

います。今でも鮮明に憶えているのは、自治研か

何かの雑誌で座談会のようなものをやるというの



高木仁三郎さん

で、六ケ所村の問題をやろうというのでテーマは確

か「過疎と開発jというようなことだったと思います。

田尻さんが司会をされて、科学技術サイドの話

は私がということで、現地の開発の問題について

は確か、もうこれも亡くなられた方で、青森県では

寺下力三郎さんと並び、称される方としりてもいい

んですけれど、米内山義一部(よないやまぎいち

ろう)先生という国会議員だ、った先生がいらっしゃ

いますけど、米内山先生と私と田尻さんの3人で座

談会をやり、六ヶ所の問題をかなり深く話し合って、

田尻さんもずいぶん深く六ヶ所の問題をそのとき

に理解していただいたとしゅ気がします。

それ以来、お付き合いがはじまったわけですが、

もちろんそれ以前にも田尻さんが書かれたものを

私は読んでおりまして、たいへん尊敬の念をもって

おりました。はっきりいうと、私なんかとは相当デキ

がちがうという感じをもっておりました。現場から叩

き上げられた人という感じでしたから、私なんぞは

ひ弱な東京の学者ですから、いろいろな部分で全

然弱いんですけれども、やっぱり田尻さんという方

はものすごく強い方だという印象を受けまして、田

尻さんの講演も何度か聴きましたし、ふたりで話を

していても何かアジられているという感じがいつも

するような迫力があったんですね。全身全霊で生

きているという中から出る叫び声みたいなものが

あって、僕なんかも、サイエンスというものはやっ

ぱりこういうふうにやらなきゃならないなと、つくづ

く思わされました。

ともするとサイエンスというものは、客観的にも

のごとをやろうとするがために、そういう部分を捨て

ようとするところがあるんですけれど、そうであって

はいけない。やっぱり本当の人間の叫び、っていうも

のを失ってはいけないということを、田尻さんにいつ

も教えられてきたという気がします。そういう意味で、

現場から叩き上げられてきた田尻イズムみたいな

ものが、私はたいへん好きだ、ったんですね。

そういう思いがあって、この賞を受けるというこ

とを、非常にうれしく思っています。

それともうひとつは、言おうか苦うまいかと思って

いましたが、やっぱり言ってしまいます。田尻さんが

1990年の2月に大腸ガンが発見されて、7月に較移

性j肝臓ガンで亡くなられました。私もちょうど同じ経過

をたどっていますが、幸いにして今日まで生き長ら

えておりますけれども、私は今からちょうど2年前、

1998年の7月14日、15日くらいに、大腸ガン(結腸

ガン)が発見されて、手術をしてUまらくして退院して

きて、しかし田尻さんと同じく肝臓に転移していて、田

尻さんはその転移のガンが切除できないで亡くなら

れたという経過のようですけれど、私は幸いにして

その較移ガンを切除することができまして、いったん

生き長らえることになって、ちょうど2年が経ちました。

田尻さんが亡くなられたのは62歳なんですが、

私も今ちょうど62歳になるわけで、いろんな意味

で非常に近いところにあるような気がしていて、私

はいったんは転移ガンの切除に成功したんですけ

れども、やはり転移が止まらなくて、今は結局は転

移を抱えていて、だ、んだ、ん切除しにくい状況になっ

てきているということがあるんですね。それと、やは

り長年の無理がきて神経系統がガタガタに悪くなっ

てしまって、あちこちにものすごい神経痛が出るの

で、それをいま薬で抑えているもんですから、その

影響の副作用があったりして立ってられなかったり、

長いことお話しできないということがあるものです

から、こんな状態になっているんです。ちょっと消

え入りそうな感じで申し訳ありませんが、生命その

ものはもう少し続くと思っております。
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私が言いたかったことは、田尻さんと同じように

してガンを患って、同じような転移ガンという経緯を

経ている、そういう同じ立場で、また田尻さんが亡

くなったのと同じような年齢の私が、これから少しで

も何かをやることによって、田尻さんがやろうと思っ

てできなかったことの、ある部分を引き継いでいけ

ればと、いま私がこういう病気を抱えることによって、

かえってでさることもあるかもしれない。つまり、こう

いう状態でありながらも、社会に対して多少の寄与

をすることができるならば、同じような境遇にある多

くの人に対してしユくらかの励みとか生きる希望を与

えることができるかもしれないと、そう大それたことを

考えているわけではありませんが、そういうために

も、この賞を活かしていけたらなと思いまして、受

賞させていただ、こうと思うようになった次第です。

受賞に際してのためらいの中に、先ほどちょっ

とお話ししましたけど、私のような人間ではなくて若

い人にというふうに言ったことの意味は、必ずしも

私は年齢的なことだ、けを背いたかったわけではな

いんです。田尻さんもそうでしょうけれど、私らの世

代、私は田尻さんよりもちょうど10年若いのですけ

れど、私らの世代っていうのは、そういう世の中で

したから、個人でがんばらなくてはならない時代で

した。ガンバリズムでやってきた時代です。今でも

世の中、たいへん不条理なことばっかりだ、と思われ

る方も多いと思いますが、でもそういう時代からみ

れば、やはり最近ではいろんな自然保護関係の運

動であるとか、公害問題であるとか、環境運動であ

るとか、もう少し広い意味でのエネルギー問題であ

るとか、いろんな社会問題、人権問題というような

ことが、NGOとかNPOとかいわれるグループ的な

活動を通してできるようになってきたいそういう存

在が社会的に認められるようになってきました。

ある個人が必死になって歯をくいしばってがんばっ

て、自己犠牲的にやるというととだけではなくて、あ

るシステムとして、まあ例えば原子力資料情報窓の

ようなものが成立していくというような時代が来つつ

あるということがあると思うんですね。それはやはり

今われわれが目撃している大事な変化としてきちっ

と捉えておかなくてはならないことだ、と、私は思ってい

ます。そう思って私自身はやってきたんですね。
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原子力資料情報室というと、ず、っと高木がやっ

ているところと言われたように、個人と運動が直接

結びつけられる時代が長く続いたわけですけれど

も、最近はそうでもなくなりました。必ずしも私が病

気をしたからということばかりではなくて、やはり、私

なしにも原子力資料情報室というものがひとつの

社会的な存在として認められて、原子力のととだ、っ

たらそこに聞けば何らかのことが分かるというよう

なかたちの存在として存在し得るようになったとい

うことで、これはそういうふうなものとして、社会が

NPOなりNGOなりを言忍めるようになってきたという

ことは、非常に大きなことだ、と思うんですよね。

企業があって、政府があって、それらだけが専

門性を持っていて、あとは無知な市民がいるとい

うような構造を一方的に押しつけられてきたことに

対して、そうではないと市民の側は叫ぶわけだけれ

ども、なかなかそれを実際に形にする道具を今ま

では持つことができなかったわけです。少しずつ、

そういう手段を手に入れることができるようになっ

た。まだ、すべての分野ですべてにそういうことが

というわけではありませんけれども、そういう芽が

いろいろ出てきて、今年の田尻賞を受賞されたほ

かの2団体もそうだと思いますけれども、やはりあ

る種の社会的な活動の場が出てきたし、支持の基

盤も出てきた。

もちろんその陰には、何人かのすぐれて献身的

な努力をするような人聞がいなくてはならないわけ

ですし、個人のがんばりみたいなことと無縁ではこ

ういう活動が成立し得ないわけですけれど、なお

かつ、少し大勢の仲間でそういうことが共間作業と

してやれるようになったというζとは、例えば僕が25

年前に原子力資料情報量をはじめた頃のことを思

うと、やはり今昔の感がありますよね。今は原子力

資料情報室には10人くらいのスタッフがいて、そ

れぞれの一定の専門分担を抱え、毎日こなしきれ

ないくらいの仕事を抱えてやっているとしゅ状況が

あるわけですけれども、そういうような状況自体が

とても考えられなかったζとであります。

そういう意味で、ためらいがあったというのは、

私個人が表彰される時代ではなくて、そういうNPO

とかNGOというようなグループがちゃんと役割を発



揮する、それを社会が盛り立てていくと、そのことが

社会の健全な発展につながってしミくであろうと思い

ます。誰がみても今、官僚とか行政とかというよう

なものが本来の公共的な役割を失ってしまってい

る、そのときに、日本語で公共というと少し響きが

よくないんですが、英語でいうパブリックな役割を

誰が担うかといったら、やはりきちっとしたNGOの

ようなものが担うしかないわけです。

もちろん協力してくれる良心的な科学者たちもい

ますが、私たちの時代のように科学者個人のガン

バリズムに依存するんではなくて、NGOがリーダー

シッフ。をとって、そういう科学者にもいろんな問題

をつきつけて、むしろ科学者を引っ張って動かして

いくと、 NGOというのは市民の代表ですから、市

民がむしろ科学者を動かしてし3くというような構造

をつくっていくことによって、企業や行政の横暴か

ら市民を守ってしミくという行動をとっていくことが必

要だと思います。

繰り返しになりますが、個人のガンバりズムでは

なくて、あるシステムとして作り上げていくことが必

要で、そのために私はささやかながらも努力してき

たつもりですし、そういうものとして今日の受賞も受

けとめて、たまたま私の名前で受け取りますけれど

も、私個人よりも、そういう多くの人の名において、

この栄誉を受け取ると思いたいと思います。

また、そういうものとして考えるときに、あとに続

く人たちをどんどん養い、作り出していかないと絶

対続かないわけですから、結局また何人かの人た

ちのがんばりで終わってしまうわけですから、それ

ではいけないというので、そういうところから高木

学校というものをはじめたわけです。まだヨチヨチ歩

きですけれども、幸い、非常に皆さんに関心を持っ

ていただいて、内部でもまだ暗中模索というところ

がありますが、私がみる限り、非常におもしろい、

ユニークな方々が高木学校に集まってくれている

ので、このまま続けていくと、僕はわりと非常にお

もしろくなってくるんではないかと思っています。新

しい人たちによる日本におけるNGOの新しいあ

り方というものができてくるんではないかというふう

に思っているんです。

先ほどの話につなげて、自慢ごとでもないんで

すけれども言わせていただければ、高木学校って

いうのは、私が病気になる前に「やろうlJって叫

んだんですけれども、実際には病気になってから

はじまったわけで、その中で私が果たした役割は大

したことはないんですけれども、しかし、ガンになっ

てもある程度のことはできるというような証にはし

たいなと思っているんです。ですから、高木学校を

立ち上げた以上は、それなりのものにして、ガンな

んて怖くないぞというと乙ろを、そういうようなかたち

で示していければというふうに思っています。

最後に一言、二昔、原子力の話をして、浅石さ

んの六ヶ所の話につなげたいと思います。

原子力っていうのは、私は原子力問題っていう

のは、理論的といいますか、科学的といいますか、

技術的といいますか、文明論的といってもいいか

もしれませんが、そういうような意味では、もう決着

はついた問題だと思っております。そして、もうこの

科学技術の中には未来はないと思っています。

しかし、なかなか死なない。それはあたかも、例

えばこの間の選挙で自民党が大敗して森首相とい

う人が決して信任されたとは思わないけれども、し

かし自民党政権は続いているというのと似たような

ところがあって、いったん、日本の中でできあがっ

たシステムを壊すことの難しさ、そういうものの中に

原子力問題もあるような気がします。

理論的に考えても、エネルギー論的に考えても、

経済的に考えてすら、原子力は今、得策ではない

ということは、理論的にも多くの人が明らかにして

きたことですし、実証的にもいろんなデータが示し

てきたことですし、各国のエネルギー政策でも、最

近、ドイツで脱原発が正式に国の方針になりました

けれども、これが世界的な流れです。いつも私は

言っているんですが、だいたい10年~15年、日本

はドイツに遅れていろんなことが進んでいますか

ら、もう10年、 15年、日本は待たないと、ああいう

状況にはならないかもしれないんですけれど、逆

に言うと、そのくらい待てばああいう状況にはなる

だろうと、私は患っています。

原子力の時代は終わると思うんですけれど、で

はこれを以て、めでたしめでたしとするかというと、

そうはいかないのが難しいところであります。一種

安全センター情報2000年10月号 5 
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の末期症候群です。例えば原子力では、ひとつに

は斜陽化症候群というのがあって、これははっき

りと今は原子力は斜陽化してきでいて、JCOの事

故などは典型的にそういうものです。原子力産業

そのものが斜陽化してきでいて、社内ではリストラ

が進んでくる。教育もろくろく行わなければ、作業

員の数も少ない。それを監視する体制もない、とい

うよう中で、バケツでウランの操作をやるという信

じられないような亡とをし、しかも原子力の専門家

になるなら臨界管理という原子力の問題を勉強す

るときのイロハのイで一番最初に習うはずのことす

ら守られずにやってしまっているということが起こ

るというのは、もう、ほかのことでは説明できない。

モラルハザードとか何とかいろいろ苦いますが、

そこまで要するに産業が斜陽化していて、志気が失

われてしまっていて、やっている人聞の聞に何かを

考えてやろうというような意志が働れていない、やる

人聞が単にマニュアルに従って作業をしているだ、け。

そういうふうになってしまったんですね。私自身も原

子力産業の出身ですし、それからもう少し前までの

現場では、よく推進側の人間でも、原子力は特殊な

技術であるという認識がありましたから、その特殊だ

という認識は悪い意味では秘密主義につながった

りした部分はありましたが、そうではなくて今は、例え

ば竹ぼうきで掃除をするのと同じように、放射能の

汚染箇所をボロ雑巾で拭うとかしミうようなことをやっ

てそれで済ますというようなととになっ叩、誰も不思

議に思わないような世界ができあがってますから、

原子力というものがもっている本来的な危険性と今

の斜陽化した現場の抱えている退廃的な状況との

ギ、ヤツフ。というものは、ものすごく大きいわけです。

そういうところに、あまりにも信じがたいJCOの

ような事故が生まれてくるという要素があるんです

ね。これは、典型的なひとつの症候なのであって、

たまたまあの会社がひどかったってし叩話ではない

わけです。

それから、もうひとつは老朽化症候群というのが

あります。施設が古くなってきているんですよ、み

んな。日本で原子力発電所が最初に動いたのは

1966年、これは鴎業用原子力発電所としての話で

すが、東海第一原発です。これはもう、廃炉になっ

6 安全センター情報2000年10月号

て止まっていますが、そのあと1970年代に入って、

原子力発電所、いわゆる軽水炉といわれる原発

がどんどん建つようになったわけです。だいたい

1970年から1995年くちいまで、25年の聞に、 1年

に2基ずつ、25年かけて50基建ててきたというの

が、だいたい大雑把に日本の原子力の発展史を

とらえたとき、そういう歴史だ、と思ってもらえればい

いんですけれど、そこから規模は減る一方で斜陽

化しているわけです。

初期のころの原発というのは、 1970年代初頭に

建てたものですから、だいたい30年経つわけです。

だいたい老朽化のいろんな兆候というものは、25

年くらい経ってでできます。自動車でいえば車検を

もう一度書き換えなければならないところにきてい

るのですけれども、それをやらないで動かしていま

すから、毎年の定期検査というちょっとした点検だ、

けで済ましていますから、あるとき気付いたときに

はゾッとするような事故や、原発の深部にひび割

れが見つかるというようなζとが最近起こったり、

どうしてこんなことが起こったのかわからないとい

うような燃料棒のひび、割れが起こったりしています。

今まで予想、もしなかったようなことがいろいろ出

てきています。私自身も闘病中なので人聞にたと

えたくはないですけれど、やはり、老朽化してくると

いろんなところにガタがくるというようなもので、少

し休んだ方がいいのになかなか休まない。私自身

もなかなか休まないで動いているので、あんまり人

のことは言えないんですけれどね(笑)。そういうよ

うな状況で動かしているというのが、もうひとつの

恐い要因です。

しかも新しい原発が建たなくなっていますから、

よけいに古い原発の稼働率を上げようとしているわ

けですよ、今。そこへもってきて恐いのは、廃棄物

の蓄積、ごみj留まり症候群といっていますが、要す

るにこれは六ヶ所の話にもあるでしょうけれども、席

棄物の蓄積としゅのがいろんなところでどんどんど

んどん起とってきているわけですよね。使用済み燃

料がたまってフ。ールがなくなるとか、いろんな各種の

ごみがたまってきて六ケ所村に持って行かざるを得

なくなったわけだ、けれども、六ケ所村にだ、ってそれけ

の施設の用意がないとしちようなととが起こってきて、



庫棄物そのものが溢れるような状況になってきて、

この溢れる隣棄物を溢れるままにはできないから、

いろいろ法改正をして、すごくズサンなかち勺も廃棄

物を捨てられるようにするというかたちで、何とかこ

の状況を切り抜けようとしているわけです。これはも

う、全体として、末期症状が起とってきている。

こういう状況を放っておくと、僕は必ず、 JCOど

ζろでは済まない、非常に大きな事故とか非常に

大きな汚染につながっていくと思います。または、

大きな地下水脈が汚染されてしまうとか、あるいは

巨大な事故が起こって放射能の大汚染が起こる

ということで、どういうかたちになるかは、私は予言

者めいたことは言いませんが、全体状況は非常に

悪いですね。

すいません、僕はだいぶ長く話しすぎましたね

(笑)。そうなんですよ、いったん、話し出すとキリが

なくなるんですよ(笑)。ごめんなさい。

一言だけ言ってやめます。これで、あとで疲れた

疲れたっていって、あとで懲りるんですけど。それ

で家で、よせばいいのにっていって怒られるんで

す。ごめんなさい。原子力の話になると、止まらな

くなるんですよ。

でもホント恐いんですよ、僕は、今の状況は。

しかもですね、僕は最近、憤っていることがあっ

てですね、今景気が悪くって、膨大な借金を抱える

中で、この廃棄物問題をやると金になるんですね。

というのは、廃棄物問題がトイレのないマンション

といわれるから、これ、トイレ問題を解決するため

に、いや、解決したというかたちを取るために金を

パラまいて学者を集めている。

日本でも地層処分ができると、放射性鹿棄物が

地下に捨てられるというようなレポートをつくって、

これへの批判は高木学校でも原子力資料情報室

でも一所懸命やっていて、これに僕は打ち込みす

ぎて体調を崩してしまったんですが。これをやって

いるのは動燃もやっていますが、動燃といっしょに

やっている学術会議の連中なんです。東大の連中

なんですけどね。放射性廃棄物と地質科学などの

東大の連中です。本があるんですね、『放射性廃

棄物と地質科学』という、東京大学出版会から出

ている。数年前に出た本なんですけれど。その中

にこういう件があるんですよ。これを読んで、今の

原子力まわりの学問の状況というのが、どんな…、

要するに、原子力そのものの斜陽化症候群と見合っ

たかたちでどんなことが進んでいるのか、どのくら

い学者が退躍しているのか、よほどわれわれが頑

張らなければならないぞということをお話しして、あ

えて、若い人たちにぜひ関心を持ってもらいたい

と思っています。

部分的な引用なので、全部の文脈がわかりにく

いことがあるかもしれませんが、お許しください。東

京大学出版会『放射性廃棄物と地質科学』所収の、

北大の中嶋悟という地質学の助教授が、わりあい

この問題では有名な人ですけれども、次のように

書いています。

「以上、廃棄物諸問題との関連において、地質

表層での物質の移動、凝集現象の機構の解明と

定量化をめざすために、地質化学が果たしうる役

割のいくつかを紹介した。われわれは上記のよう

に、広いテーマ全般にわたって、中立的な立場で

信頼性の高い予言力のあるデータを蓄積していく

必要がある」

このへんはもっともだ、なとは思います。ところが

ですね、

「そこでわれわれの最も大きな悩みは、仲間不

足であるJ

原子力は今、ほとんど人が行かないから、そう

なるんですけれども。

「このような研究に携わる人口があまりに少ない。

資源、環境、原子力関連の研究テーマはお金が

付きやすいので、動機は不純でもよいから、多くの

地質科学者に研究をしてもらいたい。そうすること

が社会における、そして地球科学における、地球

化学の意義付けをしていくとともに、地球科学自身

の新たな発展をもたらすことになると信じているJ

と、こう言っているんですね。「動機は不純で、も

よいからjとあからさまに本に書かれるとですね、

メラメラと闘争心が湧いてこざるをえないですよね

(笑、会場から拍手喝采)。簡単には死ねないな

と。

すい知ん、長くなりました。終わ肘。 回
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米聾圏ミッドウェーの醸修から
被災者救済基金の設立まで
横須賀の「じん肺・アスベスト被災者救済活動」

(7月4日第9周回尻賞表彰式でのスピーチ)

.rじん肺・アスベスト被災者救済基金」事務局長

林充孝さん

ご紹介いただきました、じん肺・アスベスト被災者

救済基金の事務局長をしています林と申します。

本日、田尻賞というかたちで、横須賀のじん肺や

アスベスト被災者の方たちの救済運動を表彰して

いただけるということで、関係者一問、非常に感激

をしているところであります。しかし、この運動を横

須賀のなかで火を付けて、推進をしたというのは、

実は田尻さん自身なんですね。

1986年に、アメリカの構軍基地の中で、ミッド

ウェーの大改修工事がありました。そのとき、大量

のアスベストが廃棄物として出されたわけですが、

ある断熱保温の業者に渡った分が、道路に野積

みにされて放置されていたのが発見されて、新聞

報道されました。その当時国尻さんが神奈川労災

職業病センターの所長に就任された直後で、直接

指揮をされて追跡調査が行なわれました。廃棄物

を積んだトラックを追いかけて、捨てに行くところま

で監視をするという活動でした。そうした活動がアス

ベストの危険性について社会的に大きな問題とな

り、マスコミで取り上げられました。やがて、住友

機械工業)のじん肺被災者の人たちが、横須賀石

綿じん肺裁判というかたちで住友を相手にした裁判

を起こしました。そういう運動の原動力として、しか

も裁判を進められる過程でも様々なかたちで援助

をしていただきました。そういう意味で言いますと、

田尻さんの横須賀におけるアスベスト被害に対す
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る運動への功績というのは非常に大きなものがあっ

たと考えています。

それから約10年が経ちました。今、横須賀のSR

Fというアメリカ海軍の艦船修理廠で働いてきた人

たちが原告になって、国を相手にした裁判を起こし

ています。お前たち、もう一度がんばれ!という

乙とで、後ろから後押ししてくれているんだろうと思

います。そういうとても大きな力を受けながら、運

動をこれからも続けていきたいと考えております。

今日は私が報告するよりは、住友を相手に原告

で闘ってきた人たちゃ、いま現実に日本の国を相手

に闘っている裁判の原告等も来ていますので、それ

らの人たちから報告をしていただきたし冶思います。

それでは最初に、宇野林蔵さん。現在、全国じ

ん肺患者同盟横須賀支部の支部長をしています

けれども、住友重機で長い間働いてきて、 1988年

に起こした横須賀石綿じん肺裁判の原告として約

9年間関ってきて、現在も活動をいろいろと支えて

もらっています。当時の経過等も合めてお話をし

ていただきたいと思います。

圃横須賀石綿じん肺裁判元原告

宇野林蔵さん

全国じん肺患者同盟の横須賀支部長をやって

ます、宇野といいます。

私たちは、 1982年に、読売新聞で、横須賀とい

う造船の街で、アスベストによる肺がんで亡くなっ

た方が、5年間で39人いたという新聞記事を見て



林充孝さん

驚かされました。これは、横須賀共済病院の三浦

先生の研究班の調査結果を報じたものでした。

この記事を見ながら、神奈川県勤労者医療生

協あるいは神奈川労災職業病センター、全造船浦

賀分会が中心となって、浦賀分会の退職者を対象

に健康アンケート調査をやった結果、多くの方々

が被害に苦しんでいることがわかりました。そこで、

私たち浦賀の退職者も含めて、4年間にわたって

自主集団健診を実施いたしました。もちろん、米軍

基地の退職者の方も、この健康診断には参加し

たわけですが、そこで初めて多くの患者が発見され、

労災と認められる方も出てきました。

1988年に、私どもは住友重機を相手に8名が、

造船界で初めて集団訴訟ということで裁判を起こ

したわけです。その前に、やはり被災者の会を作ろ

うではないカミということで、横須賀地区じん肺被災者

の会と、全国じん肺患者同盟に加入する資格のあ

る要療養者を対象にしたじん肺患者同盟横須賀支

部の発足が1985年ということになっております。

先ほど、基金の林さんからもお話がありましたよ

うに、 1986年というとちょうど田尻さんが神奈川に

来た持分で、空母ミッドウェーの改修工事で石綿が

横須賀市内の路上に放置されていたということが

大きな社会問題になったわけです。それをふまえ

て私たちは、医療生協や労災職業病センター、浦

賀分会の指導のもとに、8名が1988年に裁判を起

こしたわけです。

8名だけではなくまだ5人くらい患者がいたんで

すが、ゃれ、まだ自分の息子が住友重機に働い

ているから裁判できないとか、そういった方がござ、

いまして、とりあえず8人だけで裁判を起乙しました。

裁判の過程では、横須賀地区労が中心になって

地域の労働組合などに呼びかけて、横須賀にお

いて横須賀石綿じん肺訴訟を支援する会も結成

されました。

もち予ん、医療関係にたず、さわっている医師団、

あるいは弁護団等のお力を得て、この裁判に踏

みきったわけですが、やはり田尻さんの御指導も

いろいろ受けました。話は少し違いますが、その頃、

潜水艦のfなだ、しおjの事件があって、私も知って

いる人が亡くなったんですね。したがって、ある程

度関心があったんですが、田尻さんは海難事故と

いうことでたいへん積極的にその問題に取り組ま

れたことはみなさんご存知のとおりです。

私たちの裁判は、日本の造船界で初めての石

綿じん肺裁判でした。1988年に裁判に踏みきって、

約9年間という期間を経て、和解解決をいたしまし

たが、その問、 1995年に、やはり住友で働いてい

た大内さんという方が、アスベストによる肺ガンとい

うことで亡くなりました。その大内さんの奥さんが会

社を相手に裁判を起こしたわけですが、私ども8人

の裁判においては大変、何といいますか助っ人が

できたなあという感じを受けたわけでございます。

私たちの裁判は、 1997年に和解解決をしました。

その他に、これまでの退職者に対してじん肺になっ

た場合には上積み補償をするという制度を、会社

と組合が作ったわけですね。これも、造船界では

初めての制度でして、現在は、三菱造船所でも同

じような制度ができたと聞いております。乙の退職

者補償制度の該当者が他に5人おりまして、その

方の上積み補償もすでに実施されました。大内裁

判の方も2年間の裁判で勝利的解決が成立をい

たしました。私たち8人の問題も絡めて、会社は一

応、謝罪をしたというかたちで、解決をしております。

解決してからちょうど4年になりますが、現在は、

軍ムたちはどのようなことをしているかと言えiま、もち
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ろん先ほども話がありましたように、米軍基地の退

職者が、やはりこれも16名が裁判をおとなってお

ります。ちょうど1年になりますが、その他に、先ほ

どもいいましたように、住友重機を相手にした8人

はもうすでに亡くなった方も3名おりまして、実際に

動ける人が私を含めて3名ということで、 ζの3名

でいま東京で毎年おとなっております東京じん肺

総行動などにも横須賀から参加もしております。じ

ん肺裁判は現在全国各地で8つの裁判がござい

ます。北海道、近くは秩父、それから九州に行きま

して、日鉄全国訴訟、あとは筑豊じん肺、三井三油、

それから同じく全造船の三菱造船所というような裁

判があります。また、2年半前から、これは1200名

を超えるトンネルじん肺訴訟というのがあり、横須

賀からも支援を返していこうということで活動を行っ

ています。

これからも、時間の許すかぎり、いくばくもない

命を、じん肺根絶のために尽くしていきたい、斯様

に私は思っております。以上で、私の話を終わりた

いと思います。ありがとうございます。

回林充孝さん

住友裁判が終わるところまでの経過や、決意表

明まで含めて、お話ししていただきましたけれども、

住友裁判が終わった後、それまであった支援する

会というのは解散するということになって、その後、

どうしようかという話があったわけですねo

運動としてまだまだ隠れている被害を掘り起こし

ていかなければならない。そうした課題が横須賀の

中でもたくさんあるはずであろうし、横須賀だけで

はなくて、全国にもそういう課題があるはずだ、とい

うことで、この裁判が終わった年の7月に第1回目

の電話相談というかたちで、「じん肺・アスベスト健

康被害ホットラインjというものをやったわけです。

その中で、アメリカの海軍基地(ベース)で長い間

働いて退職した方たちから、裁判をとおして住友に

作らせた退職者のための補償制度というものを知っ

て、私たちにもそういう補償というものはないんだ、ろ

うかという相談が寄せられました。それをきっかけに

して、調査をした結果、ベースの退職者の中で過去

3人労働災害で補償を受けた人がいるという事実
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が明らかになりました。そζで、神奈川労災職業病

センターが代理人になるというかたちで、20名の人

の損害賠償を請求するということになりました。

ここでちょっとピデオをご覧いただきます。

(ピヂオのナレーション)

アナウンサー(以下、アナ) アメリカ海軍横須賀

基地で、艦船の修理など、発ガン性物質のアス

ベストを吸い込みゃすい職場にいて、肺の機能

が著しく低下するじん肺や、肺ガンに躍った日本

人の元従業員17人と死亡した3人の遺族です。

元従業員たちは、今日の午後、支援者たちとと

もに、横浜防衛施設局を訪れ、上村業務課長

に、損害賠償を求める請求書を提出しました。元

従業員たちはじん肺や肺がんという被害を受け

ていますが、労災保険しか受けられず、会社が

補償を上積みする民間の造船会社に比べて、

十分な補償が得られないと主張しています。そ

して、アメリカ軍が、公務中に起こした事故など

の補償について定めた、日米地位協定の民事

特別措置法を利用して、雇用主の閏に対して、

あわせておよそ2億5千万円の補償を求めてい

るものです。概要をお伝えしたわけですけれど

も、取材に当たっている横浜放送局のT記者に

聞きます。Tさん。

記者はい。

アナ圏内のですね、アメリカ箪の基地で起きたア

スベストによる被害をめぐって、元の従業員の

人たちが、補償を求めるのは初めてということで

すね。

記者はい、今回は、雇用主の国を相手に請求し

ていますが、アスベスト対策を怠りましたアメリカ

軍の責任も初めて問うています。基地で働いて

いて、元従業員の思いを取材しました。

記者横須賀市内にある診療所です。アスベストに

よって身体を患った200人以上が治療を受けてい

ます。このうちの半分以上が、かつて、アメリカ海

軍横須賀基地で働いていた人たちです。市内に

住む小関茂さんもそのひとりです。18年前に基地

を退職する直前に、じん肺と診断されました。

小関さん階段上がるとか、今日なんかもそうです。

ちょっと動けば息切れがしたり、結局、肺の力が

ないから、酸素を吸収するとこがないから、よけ



い苦しくなって、そういう感じがひどいんですね。

記者小関さんは、終戦間もない昭和25年から30

年聞にわたって、基地でアスベストを扱う仕事に

携わりました。アスベストの危険性については、

ドイツで戦前から指摘されていましたが、横須賀

基地では昭和何年になるまで、防じんマスクな

どの対策はとられていなかったといいます。

小関さん個人個人で頬かぶりとか、なんだ、ボロ

を被るとか、なんでいう、そんな状態で、作業を

遂行したっていうことですよね。

記者今日、損害賠償を請求した小関さん。これま

でに亡くなった仲間や、起きあがれないほど症状

が悪化している仲間たちの思いをぶつけました。

小関さん不ムたち20名だ、けじゃなく、もっともっとた

くさんの方が、苦しんでいる方がいらっしゃるん

で、その方たちも一緒に喜んでいかれるような政

策を国に通していただきたい。国にお顕いしたい

なと思います。

アナ乙のほかにも、まだ多くのじん肺患者の方が

いらっしゃるわけですよね。

記者ええ、そうなんです。

アナええ。

記者じん肺の場合、退職して10年以上経ってか

ら症状が現れて、それがかつての仕事が原因

だと気づかないケースもあるということです。ま

た、多くの潜在的な患者がたくさんいるとみられ

ています。横須賀基地の元従業員のうち、アス

ベストを扱う仕事をしていた人は、1万6千人あ

まりにのぼります。佐世保や岩固などの悶内の

アメリカ軍の基地でも、アスベストを扱っていま

した。基地の元従業員たちの申請が受け入れら

れ、救済の道が示されるかどうか、全国から注

目されています。横浜でした。

(別の報道ピヂオ)

アナアメリカ軍基地をめぐるじん肺訴訟は、全国

で初めてです。訴えを起こしたのは、神奈川県の

アメリカ海軍横須賀基地で艦船の修理などをし

ていた元従業員12人と、死亡した元従業員の遺

族4人の、あわせて16人です。訴えによります

と、元従業員たちは、じん蹄や肺ガンなどになっ

たのは、船の断熱材などに使われていたアスベ・

ストの処理などで、アスベストの粉じんを吸い込

みやすい職場だ、ったのに、昭和50年代の半ば

まで防塵マスクを支給しないなど、アメリカ鍍側

の対策に落ち度があったためだ、と主張していま

す。そして、日米地位協定の民事特別法に基づ

いて、雇い主である聞に、あわせて3億2千万

円余りの損害賠償を求めています。元従業員た

ちは昨年、国に補償を請求していますが、国は

法律で定められた請求期限を過ぎていて時効に

なっているとして応じていませんでした。アメリカ

軍基地をめぐるじん肺訴訟は金問で初めてで、

裁判では、基地でのアスベスト対策に問題があっ

たかどうかや、補償請求の時効をどう解釈する

かが、争点となります。今日の提訴について、横

浜防衛施設局では、訴えの具体的な内容がわ。

からないのでコメントは蓋し控えたい、今後は訴

状の内容をよく検討し、関係機関と十分調整しな

がら、対応したいと話してます。

圃林克孝さん

いまビデオで見ていただきましたように、日米地位

協定に基づいて損害賠償を求めたところが、時効

の3年も過ぎちゃっていると、そこには、時効の起算

点の取り方にも大きな問題があって、かなり不当な

中味なんですが、門前払いというかたちで請求を拒

否され、裁判に至るという経過になるわけです。

そういう裁判の経過、あるいは思いも含めて、本

日、原告の落合博文さんが見えていますので、落合

さんの方から報告をしていただきたいと思います。

田米箪墓地退職者損害賠償請求裁判原告

落合博文さん

私、横須賀じん肺被災者の会員で、米軍基地退

職者損害賠償請求裁判を闘っている原告代表の

落合博文と申します。

そもそもこの裁判のもとと言えば、横浜防衛施設

局に20名の方が損害賠償を請求したわけです。

ところが一方的に、話し合いの場ももたずして、20

名全員時効だという結論が出ました。

われわれ被災者に時効などというものはないん

だと主張しましたが防衛施設局は耳を貸しません。

そこで私たちはどうするか、裁判をするしかないと

迫られたわけです。私はどうするのかと開かれて、

その時はっきりと、これは銭金の問題じゃない。時
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効などといって最初から相手にもしないことに怒り

を込めて、裁判を決心したわけです。

一昨年の9月に時効だとされ、昨年7月に裁判

を起こしてからかれこれもう1年近くになります。

第4回目の口頭弁論が5月15日に終わりました

が、私なんか難しい法的なことはよくわかりません

が、被告・国側はいろいろと不当なことを要求して

きています。代理人弁護士は、国側の裁判引き延

ばしを認めずに、できるだ、け早く解決すると言って

がんばってくれています。

遺族を含めて16人の方が裁判を提訴していま

すが、すでに今年2月にひとり亡くなりました。入退

院を繰り返している人も何人かいます。一日も早

く私たちは、何としてもこの裁判に勝ちたいと患っ

ています。まだまだたくさんのじん肺患者が出てくる

と思います。何といいますか、叩けばほこりが出て

くると言うことわざがあるように、まだまだ作業現場

だけでなく、身の回りの建物の中にもアスベストが

使われています。自には見えなくとも、肺の中が汚

染されて大変なことになっています。

それからしでも私たちは裁判に勝って、自分たち

だけのととじゃない、あとあとのためにも何としても

勝たなければならないという意気込みでやってお

ります。

次開第5回目の裁判が7月17日、原告本人の個

人尋問があります。私は最大の山場だと思っていま

す。できればひとりでも多くの方に支援していただけ

たら、私たちはどれだけ心強いか。できれば、皆さん

に支援のほど、お願いしたいと思っております。

私の簡単なあいさつとさせていただきます。どう

もありがとうございました。

-林充孝さん

原告の落合さんの方からお話をしていただきま

したが、7月17日の裁判では、原告本人の主尋開

ということで、 10名前後の人たちが証言をすること

になりました。約1年でここまで来ていますので、裁

判の進行としては非常に早いと思います。しかし、

これからどういうかたちで相手が妨害をしながら裁

判を引き延ばそうとするのか、それを許さず早期に

結論を求めていくという闘いを組んでいきたいと息つ
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ています。

「じん肺・アスベスト被災者救済基金Jというかた

ちで発足したのが1997年の11月でした。これは、

先ほどもちょっとお話ししましたように、それまでの

裁判の支援共闘が解散するということの中で、や

はり地域の中で運動体をきちっと作っていった方が

いいだろうということで発足したわけです。

発足の前に、第1回目のじん肺・アスベスト健康

被害ホットラインをやって、翌年に第2回目、そして

昨年が第3回目と、今までホットラインを3年間つづ

けてきました。今年も7月17日の裁判にあわせて、

7月16日から18日まで、ホットラインをやる計画を立

てています。これまでの棺談件数は、 1997年は100

件を超え、 1998年は56件、 1999年は76件と、3年

間の合計で234件もの相談が寄せられました。

相談に対して、じん肺管理区分の申請、あるい

は健康管理手帳の申請、休業補償の申請、そして

遺族補償の申請というかたちで、いろいろ対応して

きたわけです。労災保険の休業補償についてもい

ままでに10件が支給の決定を受けられました。また

遺族補償についても7件の支給決定を受けました。

横須賀における対応というのはそれだけではな

くて、日常的に横須賀中央診療所等で、従来、健

康診断をやりながら掘り起こしてきた人たちの労災

申請があったりなどして、例えば昨年1年間でいい

ますと、休業補償の申請が28件。そのうち認めら

れたのが20件。その前の年から申請をしていて認

められたのが8件あって、つまり、28件申請して20

件が認められて、残り8件がまだ検討中あるいは

審査中というかたちになっています。

全国でのアスベスト被害の労災認定件数という

のはそんなに多くないわけですが、28件もこの横

須賀で労災の認定がおりているということですから、

横須賀におけるじん肺被災者の発生が非常に厳

しいというか激しいといいますか、そういう状況に

あるということをつくづく痛感させられます。

ですから、横須賀におけるじん肺被害、アスベ

スト被害に関する運動をこれからも強化しながら

進めていきたいと思っています。ぜひ、これからも、

ご支援をよろしくお願いしたいと思います。 開TT河
ありがとうございました。 組.u:.1



1982.5. 8 読売新聞は夕刊のトップ記事で「横須賀

共済病院の三浦医師を中心とした研究

チームが、基地・造船関係で石綿肺がん

が多発し、過去5.間で39人死んでいたと

いう研究結果jを報道した。

1982.11. 全造船機械労組浦賀分会・神奈川労災

職業病センター・神奈川県勤労者医療生

協港町診府畑、住友重機の退職者はっ

て結成されている「神奈川県高齢者・退職

者の会浦賀支部Gifi称・浦賀退職者の会)J 

の協力を得て、死亡者の追跡調査やアン

ケートの聞き取り誠査を実施。

1983. 4. 粉じん職場で働いてきた人の中に、怠切

れ、せき、たん等の自覚症状の訴えが異

常に多く、希望者には滋町診療所におい

て、じん肺・石綿肺に関する健診を行い、

必要に応じてじん肺管理区分の申請や労

災申請を行った。

1983.12. 横須賀市に対して「じん肺・石綿問題に

関する要求書jを、浦賀分会、労災職業病

センター、医療生協や神奈川県評など9団

体が提出。

1984. 7. 滋町診療所において、米海軍横須賀基

地退職者の健診も開始。

1984.11. 港町診療所や労災職業病センター等が

協力し、浦賀退職者の会の総会を鴻用し

て「じん肺・石綿肺自主健診jを、横須賀労

働福祉会館を会場に実施した。

その後、シルバー人材センターの会員

や、退職した米海軍横須賀基地従業員も

加えて健診やアンケートの聞き取慌問査れ

1989年まで毎年11月に行われた。

1985. 1. 横須賀地区労働組合協議会が、 r1985

年度予算並明ご制度改善に演する要求書j

のなかで、じん肺・石綿対策に関する要求

を提出。

1985. 3. 浦賀分会は、 Iじん肺・石綿対策委員会J

を設置、労災職業病センター、港町診療所

も協力しながら学習会、総合的な対策の検

討、行政への働きかけ等の活動が行われ

た。

1985.11. これまでの取明且みによって、住友重機械

浦賀造船所・迫浜造船所の退職者と、米海

箪膨頁賀基地従業員羽田識者のむん肺や

石綿肺の婆療養者Jが急激f:t勧日し「横須
賀地区じん肺被災者の会j及び「全国じん

肺態者同盟横須賀支部jが結成された。

1986.10. 空母ミッドウェーの大改装工事により発

生した石綿が、公道上に不法投棄されて

いる問題が発覚。当時労災職業病センター

の所長であった故・間尻宗agさんの活躍

で、発がん物質である石綿のずさんな管理

を明らかにし、石綿の危険性をあらためて

社会に警鐘を鳴らし、大きな社会問題以主っ

た。

1986.12. 横須賀市は、じん肺被災者の会などの

要求に対して、数回の交渉の結果「全国じ

ん肺患者同盟横須賀支部と、今後密接な

連絡をとりながら、肺がんやじん肺につい

ての講座・講演会の開催、啓蒙冊子刊行

などについて、行政が実施するよう積標的

な施策をはかるJと問答。
1988.7.14 住友重機械工業株式会社(元の浦賀船

務訟を相手に、その退職者8名が損害賠償

を求めるf横須賀石綿じん肺訴訟Jを横浜

地裁横須賀支部に提訴。

1989.9. 横須賀におけるじん肺や石綿疾患に取

り組める診療所として、神奈川県勤労者医

療生協「横須賀中央診療所j開設。

1991.10. 浦賀分会や原告団・被災者の会などの

働きかけで、横須賀地区の労働組合の間

に支援の輸が広がり、「横須賀石綿じん肺

訴訟を支援する会jが結成された。横須賀

地区労傘下の4組合が幹事となり、労職セ

ンターが事務局を担川原告団・弁護団と

歩調を合わせて支援運動を展開した。

1992.11. 毎年秋に行われてきた全国じん肺キャ

ラパンの横須賀行動の中で、支援する会

や弁護聞が協力して、構成劇「立ち上がっ

た造船退職者たちjを上演。多くの人たち

に、じん姉の恐ろしさや、裁判の意義を訴

え、大好評を得た。

1995. 7.28 長年住友重機で石綿粉じんを吸い込ん

で肺がんとなった、大内久さんの遺族(妻

大内スイさん)が、住友重機を相手に損害

賠償を求めて、 f大内石綿肺がん訴訟Jを

横浜地裁横須賀支部に提訴。

1995.12. 横須賀石綿じん肺訴訟は、すべての在

人尋問が終了。被告住友重機側は、再三

再四医学鑑定を求め、裁判の引き延ばし

をはかつてきた。

1996.6.19 横井久笑子さIVを招いて「石綿じん肺訴

訟を支援するコンサートJを開催。400入を

超える人々 が結集した。
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1996. 9.30 裁判所も、鑑定には消極的で、和解によ

る解決か判決を求めるのか、約9か月カ功7
た話し合いの結果、和解交渉に入った。

1997. 3.31 裁判所における和解交渉と並行して、浦

賀分会と住友重機との話し合いも穣み重

ねられ、ようやく和解が成立した。損害賠

償額は総額1億400万円、住友重機退職

者のじん肺補償協定をかちとった。

1997.7.13幽 15 rじん肺・石綿健康被害ホットラインj

を開設、電話による相談を受け付けた。織

問中約100件をこす相談があり、肺がん・

慈性中皮腫の相談も6件ずつ言十12件も寄

せられ、じん肺患者や石綿疾患の患者が

多数埋もれていることが明らかになり、改

めて被害の深刻さが浮かび、上がった。

1997.10. r大内石綿肺がん訴訟jは、慰謝料を支

払い、石綿による被害であるととを事実上

認め謝罪するという、勝利的和解が成立

した。

1997.11. 9 横須賀石綿じん肺訴訟が終了し、 f支援

する会jは解散したが、じん肺や石綿被害

の深刻さがホットラインで改めて明確となっ

た。そこで、今日までの運動を日出継ぎ、被

害者の掘り起こしゃ支援するために、地

域の労働組合や、労職センター、勤労者

医療生協、被災者の会・患者向盟横須賀

支部等の協力をえて、「じん姉・アスベスト

被災者救済基金jが発足した。

1998. 1.19 浦賀分会は、退職者のじん姉補償協定

に基づき、住友重機退職者5名の被災者

に対する上積み補償を、住友重機に要求。

交渉が始まる。

1998.4. 神奈川県は全駐労との交渉の結果、横

須袈労務管理事務所を通じて、アスベスト

に関係するすべての職種・職場で働いた

米海軍横須賀墓地の退職者1万4千人を

対象に、健康管理手帳交付の案内通知を

発送する事業を、今年度から開始した。

1998.4.21 横須賀市の米海軍横須賀墓地で働き、

退職した元従業員20名が、日米地位協定

に基づく民事特別法を根拠に、国に対し

てじん肺・石綿疾患に対する補償を求める

請求書を、横浜防衛施設局に提出。

1998. 7.26回28 2回目のfじん肺・石綿健康被害ホッ

トラインJ056件の相談が寄せられた。

1998.9.16 横浜防衛施設局は、米海軍基地退職者

のじん肺・石綿疾患に対する補償請求を、
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まったく根拠のない時効を理由に、不当に

も却下してきた。

1998.10.12 浦賀分会と住友重機との問で交渉が進

められていた、退職したじん肺被災者の

上積み補償が合意に達し、11月に支払わ

れた。

1999. 1.29及び3.25 米海軍基地退職従業員のじ

ん肺・石綿疾患に対する補償請求カ丈3年

の時効で却下された。そこで、時効にかか

らない7名(1名は1.29、6名が3.25に請

求)抗日米地位協定に基づく補償請求を、

横浜防衛施設局に対して行った。

1999. 3.22 前年9月に補償請求を却下された米海

軍基地の元従業員のう私立名と遺族4名

が損害賠償を求める原告団を結成。

その裁判を支える体制を確立するため、

「基地従業員のじん肺上積み補償を求め

る集いjを開催。

1999. 6.22 基地Jl3職膚のじん柿・石綿疾患の損害賠

僕誇求訴訟を支えるためf米海軍横須賀基

地石綿じん肺裁判対策委員会jを結成。

1999. 6.29 地位協定に基づ、く第2陣の上積み檎償

要求について、早期回答を求める防衛施

設局交渉。

1999.7. 7 国に総額3億2，450万円の損害賠償を

求めてf米海軍横須賀基地石綿じん肺損

害賠償譲求訴訟jを、横浜地裁横須賀支

部に提訴。

1999. 7.8-10第3回「じん肺・石綿健康被害ホットライ

ンJ，76件の相談が寄せられた。

1999.7.11 r米海軍横須賀墓地石綿じん肺損答賠

償請求訴訟j決起集会。

1999.10.25 米海箪横須賀基地石綿じん肺訴訟第1
間口頭弁論

防衛施設庁と横浜紡衛施設局弘地位

協定に基づく第2陣の上積み補償を、早期

に決定することを求めて交渉。

1999.12.20 間前第2回口頭弁論

2000.3. 6 同前第3間口頭弁論

2000. 5.15 間前第4回口頭弁論

2000. 6. 2 地位協定に基づく第2障の上積み補償

要求の早期決殺を求めて、横浜紡衛施設

局安村部長と交渉。

2000. 7.16司 18(予定) 第4回fじん肺・石綿健康被

害ホットラインj

2000.7.17(予定) 米海軍横須賀基地石綿じん肺

訴訟証人尋問(原俊主尋問)



田尻賞のこれまでの受賞者

。第1凹(1992年)・三島・沼津コンビナート反対運動等に取り組む西冊昭夫さん

・熊本県天草のじん肺、火電建設反対に取り組んだ、故高岡興さん

.三重県古和浦地区で海洋汚染防止活動に取り組む岩崎義男さん

O第2回(1993年)・新潟水俣病に取り組む斎藤恒さん(新潟医療生協検診センター長)

-臣大開発に抵抗した元青森県六ヶ所村村長の寺下力三郎さん

・神奈川県横浜市の外国人労働者みなとまち健康互助会

。第3回(1994年)・宮崎県の土呂久鉱山公害被害者の会など土呂久公害関係6団体

・鹿島地区公害対策協議会事務局長の牛木真太郎さん

-広島県三原地区で海洋汚染防止活動に取り組む土居康人さん

O第4回(1995年)・元水俣病対策市民会議会長の日吉フミ子さん

-和歌山市で低周波反公害の調査と公害被害者の医療に取り組む汐見文降

さん

・香港で労災職業病被災者の発掘・救済に取り組む工業傷亡権益曾

O第5田(1996年)・ f四日市公害を記録する会」の津井余志郎さん

・川崎市のカトリック神父エドワード・ブジョストフスキさん

.山形県鶴岡市の元観測船船長・佐藤孫七さん

。第6回(1997年)・スモン訴訟で活躍され、 Z薬害』の根源を追及された弁護士の故泉博さん

-四半世紀にわたり自動車公害問題と取り組んでいる東京都杉並区立富士

見丘小学校PTA公害特別委員会

・なお、日本海での大量の油汚染事故を起こしたナホトカ号事故で、漂着した

船首部分からの流出油除去に懸命に取り組んでいる福井県三国町の雄島

漁業協同組合も候補に選びましたが、「まだ海がきれいになったという自信

はないJとの漁協の闘辞されました。

。第7回(1998年)・三池co中毒患者家族の大牟田市の松尾恵虹さん

-廃棄物対策豊島住民会議

・ジャーナリストとして、また、地域に密着した住民運動に取り組んでおられる

長野市の内山卓郎さん

-沖縄の海でサンゴ礁の写真を撮り続けた故古嶺全二さん

O第8回(1999年)・チッソ水俣病患者連盟委員長だ、った故川本輝夫さん

-名古屋の藤前干潟を守る会

・インド・ボパールの猛毒ガス流出事件被害者の救済に当たっているサムバ

ヴナ・トラスト

@第9回(2000年)・核科学者で原子力資料情報室理事の高木仁三郎さん

・横浜・金沢八景の東京湾を拠点に活動する「海をつくる会j

.神奈川県横須賀のfじん肺・アスベスト被災者救済活動J

田尻宗昭記念基金募金のお願い

o郵便振替口座100110-下752973 田尻宗昭記念基金J
O富士銀行三悶支庖I(普)3122368 田尻宗昭記念基金」
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じん 合併肺がんを合併症に
結品性シリカの発がん性を
NTP(米〉、DFG(独)も認定

全国安全センター事務局

本誌でも再三報告してきた(1999年12月号など)

じん肺合併肺がんの労災補償をめぐる問題につ

いて、この間の状況を報告するとともに、 fじん肺

合併肺がんを合併症に含めること(管理2以上に

発症した蹄がんを労災補償の対象とすること)Jお

よび珪酸粉じん(結品性シリカ)の発がん性をも念

頭において、じん肺防止対策と労災補償対策を強

化推進すべきことをあらためで訴えたい。

切り捨てられてきたfじん肺肺がんJ

じん肺の主要原因物質である結晶性シリカ(珪

酸粉じん、主には石英)の発がん性問題は、粉じ

ん対策、じん肺対策に影響を与えるとともに、じん

肺合併肺がんの労災認定基準をどうするかという

問題でも非常に大きな焦点となっている(結品性シ

リカを原因とするじん肺を桂肺というが、じん肺の

多くはこの磁肺か、これを主体とする他の粉じんと

の混合曝露によるじん肺が多くを占める)。

現行の労災認定基準では、「管理4あるいは管理

4相当の現に療養中のじん肺患者に発生した原発

肺がんjに限って労災補償の対象とする(1じん肺症

患者に発生した肺がんの補償上の取扱いについ

てJ昭53.11.2基発第608号)。じん肺合併肺がんの

医学的因果関係は認められないが、重症のじん肺
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患者に肺がんが発生した場合、発見が遅れるとか

治療に支障をきたす等の「医療実践上の不利益j

を生じるから、というのが労働省の言い分である。

ところが、この認定基準は20年以上前に作成

されたものであり、「医学的因果関係は認められな

しリの部分がかなり以前から間違っていることが科

学的に明らかになってきている。608号通達の根

拠となった労働省専門家会議報告書そのものが、

じん肺患者において肺がんが多発していることを

「報告」していた。そもそも、例えばじん肺・合併症

で労災補償を受けていた患者が肺がんを発症しで

も、肺がんの治療費や死亡したときの遺族補償が

「管理区分が3以下jであることだ、けでもって対象

外だというのは感情的にも到底受け入れられない

だろう。実際、多くの不支給処分取消行政訴訟が

行われてきている。その一部については本誌でも

報告してきた。

これに対して、「じん肺患者に肺がんが多発して

いることは科学的に証明されている、すなわちじん

肺と肺がんの医学的因果関係は認められており、

この科学的知見に基づいて、合併肺がんを合併

症として労災補償の対象にすべきだれこれがわれ

われの主張であり、良識ある医師、研究者の声で

あり、患者、患者団体、家族・遺族の切実な願い

であり、要求である。



発がん性認定と医療実践上の不利益

608号通達におけるキーワードは、 f医学的因

果関係Jと「医療実践上の不利益jである。

後者の観点から補償に道をつけているわけだ

が、その観点からは「管理4Jだけを対象とするこ

とは合理性に欠けているのではないか。実際、裁

判において、管理3であってもf医療実践上の不

利益Jが認定され、原告が勝訴する判決が出され

ている。

例えば、現在広島高裁で控訴審が係争中の裁

判の原審・広島地裁判決では、じん肺肺がんの疫

学的因果関係は未だ不明としながら、個別判断と

して「医療実践上の不利益jの存在をもって、原告

勝訴を言い渡した。問題となった患者は管理3であっ

た。じん蹄の存在が肺がんの早期発見を遅らせ、

発見されても治療(延命治療を含む)の大きな障害

となることは現にあるわけで、司法の判断はこの

部分では妥当といえる。したがって、じん肺患者の

医療実践上の不利益に配慮する以上、一律に管

理4のみを補償の対象とすることは不合理である

ことは明らかなのである。

一方、「医学的因果関係jは結論的には上述の

とおりである。労働省は現在、じん肺と合併肺がん

の因果関係を認めていない。 f頻度が高いという

報告はあるが疫学的に(医学的に)証明されてい

ないjというものだ、が、これは間違っている。桂肺

患者における肺がんの多発はタバコその他の要

因では説明できないという科学的判断が、後で述

べるIARC、NTP、DFGといった学術研究機関が

結晶性シリカの発がん性を認定した根拠にもなっ

ていることが、 ζれを端的に示している。

確肺患者の肺がんの多発(桂肺のない結品性

シリカ曝露労働者の肺がんより明らかに多発して

いる)が、確肺という病変によるものなのか、シリカ

曝露量の大きさによるものなのか、その複合なの

かとしゅ検討の余地はなおあるとの意見もあるよ

うだが、珪肺と肺がんの因果関係は明らかであり、

珪肺患者を含む結晶性シリカ曝露労働者に関す

る疫学研究全体を検討した結果としては(動物実験

研究の検討、その他の情報も合わせて)、結晶性

シリカに発がん性があることを証明していると判断

するというのが各機関の結論でなのである。

したがって、司法が指摘している「医療実践上の

不利益j論における608号通達の自己矛盾、かつ、

じん肺肺がんの医学的因果関係の存在立証の2

点から、 608号通達は撤鹿、抜本改正し、合併肺

がんはじん肺の合併症として位置づけるというの

が当然の結論となる。

ところで、結晶性シリカの発がん性の議論でよく

交絡要因として取り上げられる発がん物質にアス

ベストやラドンなどがあるが、こうした要因はじん肺

患者にとっては職業上の曝露に含まれる場合が

ほとんどであり、その意味で結晶性シリカの発がん

性との関連では懐疑論の根拠とされたとしても、じ

ん肺と肺がんの因果関係においては否定要因に

は決してならないことに注意する必要がある。この

ことは、現行の認定実務上において、じん肺合併

肺がん患者について、管理4ではないからと切り

捨てられている患者に、そうした物質への曝露が見

過ごされてはいないのかという問いかけにつながり、

もしそうしたことが起こっているとすると、608号通達

の大きな欠陥ということになるのである。例えば建設

労働に従事し、混合粉じんに曝露したじん肺患者に

おけるアスベスト曝露臆がζれに該当する。

また、喫煙躍が懐疑論の理由にされる場合があ

る。しかし、 IARC、NTP、DFGとも検討の上、観

察された肺がんの過剰リスクは喫煙では説明でき

ないと判定したものであり、なお喫煙を持ち出すの

は的はずれか、意図的でしかないだろう。

じん肺患者全体の中で管理4と認定されているの

はきわめて少数である。管理区分の違いによるリス

クの相違はあまり観察されないというのが報告もあ

るので、現状では、じん肺合併肺がんの労災認定

件数を大きく上回る数が、労災として取り扱われない

まま不当に切り捨てられているということになる。

「まやかしJさらに明らかに

労働省の言うfじん肺肺がんの医学的因果関係

の不存在(ないし不明、未確定)J論のfまやかしj
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を最終的に証明したのが、 IARCによるf結品性シ

リカの発がん性認定jである。

具体的にはWHO傘下の国際がん研究機関

CIARC)が、「結晶性シリカへの職業的曝露と肺が

んの間に因果関係がある」との結論に達し、結晶

性シリカの発がん性分類をグループ2A(ヒトに対

しておそらく発がん性がある)からグループ1(ヒト

に対して発がん性がある)に格上げしたのが1996

年10月だった(199ブ年8月号参照)。

全国各地の裁判で労働省は、「権威ある機関の

IARCが結晶性シリカの発がん性を未だ認めてい

ない」ことを自らの主張の重要な根拠にしてきたこ

とからも、非常に重大な問題となった。このIARC

が判断を変えた時点で、労働省は、方針転換し、

関連する労災補償と安全衛生対策の見直しに着

手するべきであった。しかし、彼らのしたことは労働

省の言いなりになる御用学者を動員し、事実をね

じ曲げ、IARCの結論に対して根拠なく懐疑論を垂

れ流し、対応を先延ばしにすることだ、った(1999年

1・2月号参照)。残念ながら裁判の場においては、

これが効果をあげてきた。

労働省が主張するように、 IIARCは信用できな

い、信用されていなしリというのはとても真実とは考

えられないが、このことは、 IARCの決定以降に海

外や圏内の同種機関が結晶性シリカの発がん性

についてどのような判断を行っていくのかによって

おのずと明らかなってくる。

2000年5月のNTP決定

第一に注目されていたのが、米国の国家毒性

プログラム(NTP)の発がん性報告での位置づけで

あった。これはIARCとともに常に引き合いに出さ

れ、これまでは結品性シリカを「ヒトに対する発がん

性が明らかな物質J(known to be a human carcinogen) 

ではなく、より格下のfヒトに対する発がん性が合

理的に予見される物質J(reasonably anticipated 

to a b巴humancarcinogen)に分類していた。

2年ごとに改訂される間報告は今年が発行年に

あたっており、最新の第9版が5月中旬に発表さ

れ(9thReport on Carcinogens 2000)、インター
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ネット上で公開された(htゆ://ehis.niehs.nih.gov/roc/

toc9.html)。

この中で結晶性シリカは、 fヒトに対する発がん

性が合理的に予見される物質jから「ヒトに対する

発がん性が明らかな物質Jにアッフsグレードされた

もののひとつとなった。今聞の検討は、 IARC決定

を受けて、アメリカ労働衛生庁(OSHA)がアップログ

レードについてノミネートしたのを受けて行われた。

3つの検討のための小委員会の結果が最終報

告が発表される前から明らかにされていた。NTP

を管轄している米国国立環境衛生科学研究所的I

EHS)の検討委員会(RG1)は9対O、NTP実行委

員会政府機関間作業部会 (RG2)は5対2、外部

のピアレビュー部会であるNTP科学顧問会議小

委員会(RG3)は11対1と、全会一致ないし多数の

支持によっていず、れもアップρグレードを支持してい

たので、本報告でもそうした結論になることが確実

と思われていたものである。こうした手続からもわ

かるように、NTPは、 IARCを契機としながら独自

に検討を行い結論を出したものといえる。

NTPの発表資料(ファクトシート)の冒頭と結晶

性シリカに言及した部分、各物質の説明における

「結品性シリカ」の項の発がん性の部分を以下に

紹介する。

x x x 
[ファクトシート 2000年5月}

(加h首巾t社t叩p://nt柏p岡S岱erれ刊ve町r.n川1i恰eh陥s.剖.r川.r

トNewHomeRo∞c/9RoCFact治s.h託市t甘m川n吋11川1) ) 

発がん性報告ー第9版

本日J保健福祉省は発がん性報告(RoC)、第

9版を公表した。RoCは国家毒性フ。ログラム(NTP)

によって準備され、がんを起こすととが“明らかな"

または“合理的に予見され"、かつ相当な数のアメ

リカ人が曝露される物質一金属、農薬、薬品そして

天然・人造化学物質ーと混合物あるいは曝露環

境を認定する。同報告は2年ごとに発行される。

RoCは、多くのがんが一般家庭、職場、一般環

境中の化学物質や特定の薬品の使用によって引

き起こされていることが明らかであるということを一



般公衆と保健衛生専門家の双方に認識させるた

めに、 1978年にはじめて議会が命じて作成された

科学的な公衆衛生上の文書である。RoCは、可能

性のあるがん発生を認定するという点を理解する

ことが重要である。RoCに掲載されることがそれ自

体で、日常生活においである物質がある個人に

対して発がんリスクを必ずたらすということではな

い。RoCは、特定の状況下においである発がん性

物質に対する曝露が利益をもたらす可能性を比

較考量せよと替ったり、しようとするものではないこ

とに注意することもまた重要である。例えば、多数

のがん治療薬は二次性がんの発生を増大させる

ことが明らかになっている。この場合、特定の疾病

を治療あるいは予防するための薬品への曝露に

よる利益は、その使用と関連して増加するがんリス

クよりも重要であるということがFDAによって決定

されている。人々はRoCに含まれている情報のみ

に基づいて、もらった薬あるいはその他の掲載さ

れた要因の使用に関した決定をするべきではない。

この種の決定は、医師またはリスクと利益双方に

関するその他の適切な専門家に相談した後でのみ

なされるべきである。

要因、物質、混合物または曝露環境は、“ヒトに

対する発がん性が明らかである物質"あるいは“人

に対する発がん性が合理的に予見される物質"の

どちらかとしてRoCに掲載されるととができる。

いわゆる“明らかである"カテゴリーは、それへの

曝露とヒトのがんの間の因果関係を示すヒトにお

ける研究からの発がん性に関する十分な証拠が

ある物質に対して適用される。

いわゆる“合理的に予見される"カテゴリーは、

ヒトにおける発がん性の限定的な証拠、かつ/ま

たは、実験動物における発がん性の十分な証拠

がある物質を包含する。

ヒトまたは実験動物における発がん性に関する

結論は、すべての関連情報を考慮した上でなされ

る専門家の科学的な判断に基づく。

本RoC第9版は、218の物質等を収載する。掲

載されたもののうち14は新規のものである。その

新規収載分のうち8つは“ヒトに対する発がん性が

明らかである物質"に分類され、残りの6つは“人

に対する発がん性が合理的に予見される物質"に

分類された。また本RoCは、6つについて現行の

“合理的に予見される"から“ヒトに対する発がん性

が明らかである物質"に分類し直した。

(中略)

RoC第9版において、“ヒトiこ対する発がん性が

あきらかである物質"として加えられた、または、

そのカテゴリーに格上げされたもの

(中略)

結品性シリ力(吸入可能なサイズ)一結晶性シ

リカ(吸入可能なサイズ)も、これは細かい吸入可

能な粒子の形状で産業上や職場環境において発

生する石英粉じんを主とする、“ヒトに対する発が

ん性が明らかである物質"に格上げされた。吸入

可能な結晶シリカは、鉱業や石炭粉砕から生ずる。

この分類変更は、浜辺の砂が発がん性があるの

ではないかという混乱差一般公衆にもたらすので

はないかという懸念を表明した意見が寄せられた。

しかし、今回の分類変更は、サンドプラスティング

[訳注:砂吹き機による研き作業のこと]や職場環

境における類似の作業において発生する、吸入

可能なサイズの(吸入可能)結晶性シリカ、主とし

て石英とクリストバライト、に曝露した労働者にお

ける増加した肺がん発生率を根拠としていることを

明確にしている。

[f結品性シリ力Jの項の発がん性の部分]

(http://ehis.niehs.nih.gov /roc/ 

ninth/known/ crvstallinesilica.pdf) 

シリ力、結品性(吸入可能なサイズ)*

はじめて第6版年次報告においてヒトに対する

発がん性があることが合理的に予見される物質

として掲載されたが、発がん性報告第9版におい

ては、ヒトに対する発がん性がある物質に改訂

された。

.発がん性

吸入可能なサイズの結晶性シリカ(RCS)

に産業上や職場環境において発生する石英粉じ

んーは、ヒトに対する発がん性が明らかな物質で
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ある。それは、吸入可能なサイズの結晶性シリカ

への曝露と結晶性シリカ粉じんに曝露された労働者

における肺がんの率の上昇との聞の悶果関係を示

したヒトにおける研究からの発がん性に関する十分

な証拠に根拠をおいているCIARC報告1997年、
Brownらの論文1997年、日lizdらの論文1997年)。

結晶性シリカは豊富にかつ一般的にみられる

天然物質である。主として石英粉じんであるヒトに

対する障害をもたらすへのRCSへの曜露は、主

に産業上や職場環境において発生する。0.1mg/
立方メートルを超える吸入可能芯英濃度は金属、

非金属、石炭の鉱山と粉砕施設、花闘岩の採掘

と加工、砕石とその関連産業、鋳物工場、窯業、建

設業、サンドブラト作業において、もっとも一般的

に見曲される。

ヒトの肺がんとRCSに対する曝露との関連は、

採石と花闘岩労働者、および、セラミック、陶器、耐

火レンガ、珪藻土産業に従事する労働者の研究

においてもっとも強い。ヒトのがんリスクは石英と

クリストバライトに対する曝露と関連しているが、

非品質シリカに対する曝露とは関連していない。総

括的な相対危険度はおよそ1.3から1.5である。よ

り大きなリスクがより大きな曝露あるいはより長い

潜伏期聞をもっ集団において見出される。シリカ

粉じんに対する曝露指標である珪肺症は、肺がん

発生率の増大と関連しており、その相対危険度は

2.0から4.0である。増大したりスクは、喫煙または

アスベスト曝露を考慮した研究において観察され

ており、交絡要因でこれらの結果を説明することは

できない。

動物実験の結果は、吸入によってRCSに長期

曝露したラットにおいては肺がんの一貫した上昇

が観察されているが、ハムスターではそうではない。

ラットに対する様々な形態のRCSの1回胸膜また

は腹膜内注入はリンパ腫を発生させた。

x x >< 
この中にも示されているが、NTPはIARC報告

(1997年)の他に参考文献として、Brownらの論文

1997年、Hnizdらの論文1997年を挙げている。い

ずれもIARC以降の文献であり、前者は南アフリ

カの金鉱夫における肺がんとシリカ粉じん、桂肺
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症、ウラニウム生産との関連に関する研究、後者

はスウェーデ、ンとデ、ンマークの碓肺患者のがんリ

スクと死因パターンに関する研究であり、いずれも

IARCの結論を支持している。

1999年7月のDFG決定

DFI仔一通称MAKと称されるドイツ科学振興会

も毎年リストを公表しており、昨年7丹13日に公表

した1999年版で、結晶性シリカをカテゴリー1Cヒト
に対する発がん性が明白な物質)Ccategory 1 
carcinogenic substan田sCsubstances that have been 
shown to produce cancer in humans))に分類す

ることを明らかにした。

以下にインターネット上のフ。レスリリース中の冒

頭の結晶性シリカに言及した部分を紹介する。そ

の中で「結晶性シリカをカテゴリー1としたことが注

目されるべきだJとの記述がみられ、とくに、注意を

喚起しているととに注目したい。

x x x 
DFG発表資料

(http://www.dfg.de/english/press/re防犯s/
Archive/presse_ 1999_34_eng.html) 

DFGがMAK、BAT値の 1999年リストを公表

多くの変更と新たな収載

NO.34 1999年7月13自

作業環境における化学物質健康障害調査のた

めのDFG理事会調査委員会は、MAK、BAT備
の1999年リストを公表し、産業上の安全を改善す

ることを目的として、これを連邦労働社会福祉省に

提出した。本リストは勧告されたMAK値を所収し

ている。MAKとはすなわち、現在の知見によれば

長期にわたって毎日8時間曝露したとしてもその労

働者に何らの健康障害をもたらさない、作業環境

空気中の気体、蒸気、または気中浮遊粒子として

存在する化学物質の最大許容濃度である。加え

て、化学物質は、生殖機能にリスクをもたらしたり、



経皮的に吸収される可能性の程度のみならずそ

の物質の発がん性、遺伝子毒性および感作性に

したがって分類される。先年と比較して64の変更と

新たな収載があった。

16の発がん性物質が検討され、かつ/または分

類された。本年は結晶性二酸化珪素、すなわち石

英、クリストパライトおよびトリデマイトがカテゴリー

1の発がん性物質(ヒトにおいて発がん性がある

ことが明らかとなった物質)に分類されたζとが注

目されるべきである。

動物実験のみならず疫学研究が、石英曝露と

肺がん躍患、率の増加の間に因果関係があること

を証明した。珪肺症は石英への高濃度曝露を示し

ているが、障害を防止するための科学的に意味の

ある限度を決めることは現在のところできない

x x x 
なお、MAKとは最大作業環境濃度(英語では、

maximum workplace concentration)、BATとは

職業的曝露に対する生物学的受忍限度値(英語

では、biologicaltoleranc巴valuefor occupational 

exposures)のことである。

日本産業衛生学会の動向

国内における同種の機関としては産業衛生学

会に設置されている許容濃度委員会が知られて

いる。毎年春の同学会の定期総会における提案

と承認に基づいてその年の勧告を公表しており、

その中の班が「発がん物質」である。

その前文には「日本産業衛生学会はIARCが発

表している発がん性物質分類を基本的に妥当なも

のと判断し、かつ、他の様々な情報を加えて検討し、

産業化学物質および関連物質を対象とした発がん

物質表を定める(表ill-1)J第1群jは人聞に対して

発がん性のある物質である。「第2群」は人間に対

しておそらく発がん性があると考えられる物質であ

る。そのととを訴す証拠の程度により、 f第2群AJ(証

拠がより十分な物質)、 f第2群BJ(証拠が比較的十

分でない物質)に分類する。Jと記されている。

IARC決定後速やかに結晶性シリカ(現行は第

2群A)の分類再検討が開始されてしかるべきであ

るが、本年4月の総会でもなお再分類の提案がな

かった。いささか不思議である。IARCが結晶性シ

リカの次にグループ1に分類した2，3，7.8-TCDD (ダ
イオキシン)について第1群にするとの提案が行

われたことと対照的だ、った。

そこで筆者が、許容濃度委員会の桜井治彦委

員長(中災前労働衛生検査センター所長)に直接

質問したとζろ、同委員会は完全に手弁当というこ

ともあったりして、これまで検討作業の具体的な引

き受け手が見つからなかったが、やっとみつかっ

たので検討作業に着手できる運び、となった、との返

答であった。7月に東京で開かれた許容濃度委員

会の会合を経て、現在、結晶性シリカの分類再検

討が着手されたということである。国際的な動きな

どからみてよほどのことがない限り、 1年ないし2年

後に第l群に分類されることが確実とみられる。

韓国の決断

韓国のじん肺法制は日本に類似しており、合併

症による労災補償もほとんど同様に行われている

(1997年5月号参照)。じん肺肺がんは、これまで

合併症に入れてこなかったものの、かねて日本と

同様に問題となっていた事項であり、IARC決定を

契機として疫学調査が実施された。

これは、韓国労働部が専門家に委託して実施

したもので、 fじん肺勤労者に発生したじん肺症と肺

がんの関連性Jと題する最終報告書が、 1999年2
月に労働部長官に提出された。

報告書は「本研究の主な目的である一般人口

とじん肺症者の肺がん発生率比較結果は、一般

人口より1型(1/0)以上のじん肺症者の肺がん危

険度が最小1.5倍から最大3.4倍高い。したがって、

肺がんをじん肺症の合併症と認定することが妥当

と思われるjと結論づけた。

この報告を受けて、韓国ではすでに原発性肺が

んがじん肺症の合併症となっている(1999年12月
号参照)。

以下に、本報告書中のfI序論」、 rv政策提

言j中のr1.じん肺症の合併症としての肺がんの認

定の是非および、その要件Jの部分、そして改正され
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た韓国じん肺法令の該当部分を紹介する。

× × × 

じん肺勤労者に発生したじん肺症と
肺がんの関連性

1999年2月19日
研究責任者チェ・ビョンスン(東悶医大予防医学教室)

共同研究者チェ・チョンクン(産業安全保健研究院

職業病研究センター)

他8名

日次

I序論

II研究方法

1対象および資料

2 資料分析

III研究結果

1じん肺症者

2 じん肺症者中肺がん者

3一般人日中姉がん者

4一般人口および、じん姉症者中肺がん者の比較

5腕がん者の療養給与額およびじん肺症者の遺族

給与額

IV考察

V政策提言

参考文献

I 序 論

じん肺症者は、騒音性難聴者とともに職業病有

所見者の絶対多数を占めるが、 1987年度の72，7%

を最高に、毎年40-60%を占めてきたが、近年は減

少してきでいる。もちろん、この有所見者全てが、毎

年新たに発生するのではなく、過去に職業病有所

見者と判定された勤労者でも、現職に従事する限り、

継続的に有所見者としてカウントされる。したがって、

毎年の有所見者は、新たに発生するじん肺症有所

見者や累積の有所見者全体とは異なる。

1980年代後半から始まった石炭産業合理化措

置で、石炭鉱業が沈滞するのにともない、韓国の

じん肺症者の大多数を占めてきた炭坑夫じん肺症

有所見者が少なくなった。一方で、鋳物、造船、溶

接など製造業で発生するじん肺症が、新たに注目
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を集めている(チェ・ピョンスン， 1997a)。韓国の産

業化過程を考え合わせると、時期的にもこれらの産

業において、じん肺症者が多く発生する時になった

ということも、ひとつの理由であろう。このようにじん

肺症は、現在のみならず、今後も継続して重要な業

務上疾病として残るのは間違いない。さらにじん肺

症の特性上、治療ができないという点を考慮すると、

じん肺症者に対する事後管理は、他のどんな業務

上疾病に対する事後管理より重要であろう。

このようなじん肺症者の総数について、じん肺

症者の集まりであるfじん肺災害者協議会jで比約

55，000名、労働部や勤労福祉公団は約25，000名

としており、かなりの楚があるが、その正確な数につ

いては誰も自信を持って替えないのが実状である。

[訳注:r労働部」は日本の労働省にあたる。「勤

労福祉公団Jは、労災保険を管掌する機関]

韓国では、職場の粉じんぱく露に起因するすべ

てのじん肺症を業務上疾病として勤労基準法に明

示している。 1963年に制定された「産業災害補償

保険法J(産災保険法)では、じん肺症とその合併

症の判定のための精密診断実施および補償基準、

保険給与の請求、支給手続き、粉じん作業の範囲、

その他療養管理に関する事項が規定されている。

1981年12月31日産業安全保健法が制定され、健

康診断項目および診断方法が補完されて、特殊

健康診断が本格化した。また、 1984年12月31日

には「じん肺の予防とじん肺勤労者の保護などに

関する法律J(じん肺法)が別途の特別法として制

定された。

[訳注:韓国では日本で労働…とついた言葉は

産業…としている。したがって労働基準法は、 f産

業基準法J、労働災害を「産業災害jと呼ぶ。日

本でも戦中前の書物には「産業災害Jいう言葉

が使われていることもあるので、その名残りか?]

それは、石炭、鉄、タングステン、金銀、鉛およ

び亜鉛、珪石採掘、黒鉛、滑石など8種類の鉱業

と、じん肺症として、産災保険法による遺族給与や

障害給与を受けた勤労者がいる鉱業のみを対象

として適用している。

このようにじん肺症については、他のどんな業

務上疾病よりも法的に特別に管理しているにもか



かわらず、今日に至るまで、じん肺症の診断とじん

肺症有所見者の事後管理を取り巻く問題点が提

起され続けている。その中で代表的なのは、 1990

年代初期に慶州北道ムンギョンおよびヨンジュ地

域のじん肺症者が、自分たちん肺症の病型に対

し、集団的に異議を提起したことと、 1995年に全閣

の造船業に従事する溶接工が、殊健康診断を通

じたじん肺症の病型について問題を提起したことな

どである。

その原因はいろいろあるが、まず単純胸部レン

トゲン検査によるじん肺症診断の限界が挙げられ

る(チエ・ピョンスン， 1995)。韓国では、じん肺症に

ついてその原因が何であれ、単純胸部レントゲン

検査をした後、 1980年に5次に改定された国際労

働機関の国際分類法により診断するようになって

いる(ILO，1980)。精密診断の段階では、いろい

ろな特殊検査を状況に応じて実施できるが、これ

は合併症の確認やじん肺症以外の疾患の可能性

を排除するためのものである。

この単純と言える診断においても、いくつかの

考慮すべき点がある。すなわち、粉じん吸入以外

のいろいろな要因で、単純レントゲン検査の結果

が違ってくることもあり得るし、撮影方法によっても

影響を受ける。また単純レントゲン検査によりじん

肺症所見を判読するとき、判読者閉そして同一の

判読者でも、時聞を違えると判読結果に偏差があ

る。そのため、国際分類法にも、撮影時のいろい

ろな条件および判読時の注意点が詳しく規定され

ており、標準写真を提供し判読時に参照するよう

になっているが、この偏差は現在まで完全に解決

できないでいる。しかも韓国ではこのような備差が

容認される水準を越え、とても深刻な実状であるこ

とが明らかになった(チェ・ビョンスンら， 1997)。

したがって、単純胸部レントゲン検査でじん肺症

を診断する際、検査自体の限界による問題の素

地はあるが、それを最大限抑えようという努力は怠

れない。その一環として韓国では、 1990年代初期

に全国地域別にじん肺症判読を依頼できる診断

放射線科の専門匿を指定したが、その専門医が移

動するなど変動要因があるにもかかわらず、その

後の措置が伴わなかった。また、じん肺症の精密

診断は一部医療機関 (1998年末現在、9か所の

じん肺精密健康診断機関)でのみできるようになっ

ているが、これらの機関相互で、じん肺症の判読

所見が異なるということもある(チェ・ピョンスン P

1997b)。そのような実態調査を受けて、具体的な

法案を準備し(イム・チョンギ、ら， 1995、チェ・ピョン

スン， 1996)、1996年からは、法的にレントゲン撮

影に関与する放射線技師、 1997年からは診断に

関与する診断放射線科専門涯を対象に精度管理

を実施することで、一番重要な問題が解決する可

能性がみられる。

じん肺症者の事後管理において、もうひとつ重

要な問題は、療養給与および、遺族給与の対象と

なる合併症の範閣である。現在、韓国ではじん肺

症に伴い発生した肺結核、結核性胸膜炎、気管支

炎、気管支拡張症、肺気腫、気胸、肺性心の7つ

をじん肺症の合併症と認定し、各種給与を実施し

ているが、肺がんは認定していない。

坑夫が曝露する発がん物質は、鉱山および1融業
形態により程度の差はあるが、ラドン(電離放射線)、

石綿、重金属(クロム、ニッケル、カドミウムなど)、

遊離珪酸、ディーゼルエン乙えン燃焼物質(多環式芳

香族炭化水素(PAHs)、nitro-PAHs)など多様であ

る(Weeks，1998)。石綿に曝露した場合、中皮腫の

みならず肺がんが後発する事実はよく知られてい

るが(Rom，1992、Browne，1994、MorganとGee，

1995)、炭坑夫のじん肺症においては研究結果が

一致しない。じん肺症の発生に決定的な影響を及

ぼす二酸化珪素は結品質と非品質があり、IARCで

は非品質の発がん性をGroup3(発がん性未分類)

に分類する反面、鉱業に従事する勤労者が必然的

に曝露する結晶質はGroup1 (人体発がん性確認)

に分類している(IARC，1997)。また、喫煙、ラドン、

炭化水素などの交絡要因が適切に測れず、選択バ

イアス(selectionbias)などの問題はあるが(Spivack，

1990)、全世界的に遊離珪酸に曝露する勤労者に

肺がん発生の危険性が高い事実は、多くの疫学調

査で明らかになっている(Paironら， 1991)。

アメリカ、イギリス、中園、南アフリカ共和国など

のコホート死亡研究によれば、坑夫における肺が

んによる死亡率が2-5倍程度高い(αlenら， 1990、
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HodgsonとJones，1990、AmandusとCostello，
1991、HnizdoとSluisCremer， 1991、Chenら，

1992)。アメリカの金属坑夫のうち、珪肺症者は肺

がんによる年令および、喫煙補正標準化死亡比が

非珪肺痕者より高く(Amandusと白stello，1991)、

イギリスでも地下で錫を採鉱する坑夫は地上職業

者よりも、ずっと危険であることがわかっている

(HodgsonとJones， 1990)。
イタリア、カナダ、日本、インドネシアなどのコホー

}研究で、珪肺症者は一般人口に比べ肺がんの比

較危険度が1.3-6.9倍高く、非喫煙者でも肺がんが

多く(Ziskindら， 1976、Finkelsteinら， 1987、Infante田

Rivardら， 1989、Chiyotaneら， 1990、Merloら，

1990、Ngら， 1990、Cartaら， 1991)、花閥岩、珪藻

土、鋳物、スレート、セラミック作業者を対象にした

コホート研究でも、やはり肺がんの危険度が高かっ

た(CostelloとGraham，1988、Mehnertら， 1990、

Tornlingら， 1990、α1Iaら， 1991、Shersonら， 1991、

Amandusら， 1992)。

患者一対照群研究では結果が一致しないが、イ

タリアのセラミック勤労者で、は肺がんと珪肺症が互

いに関連性があったが(Lagorioら， 1990)、オラン

ダではそうではなく(M吋ersら， 1990)、イタリアでは

曝露盤や珪肺症がある場合、剖検時に対照群に

比べて肺がんが多いが(Mastrangeloら， 1988)、南

アフリカ共和国では差がなかった(Hesselら， 1990)。

スカンジナピア4か国でも遊離珪酸粉じんに曝露し

た85，∞0余名の勤労者の肺がん危険度が職業別、

悶家別で違って現われた(Lyngeら， 1986)。

韓国のじん肺症の大多数を占める炭坑夫じん肺

症においては、一般人口に比べ肺がんによる死亡

率が低いという報告がある反面(Liddell，1973、

Costelloら， 1974、Armstrongら， 1979、RookeらP

1979、AmesとGamble，1983、Atuhaireら， 1985、

MillerとJa∞bson，1985、Meijersら， 1991、Kuempel

ら， 1995)、高いという報告もあり(Enterline，1972、

Rockette， 1977、Vallyathanら， 1985)、肺がんだけ

でなく、胃がんや消化器がんによる死亡率も高いと

報告されている(Stocks，1962、Enterline，1964、

Mataloら， 1972、Rockette，1977、Am巴s，1982、

AmesとGamble，1983、Ongら， 1983、Whongら，
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1983、Mi1lerとJacobsen，1985、Wu，1990)。

このように外国では、じん肺症と肺がんの関連

性についてずいぶん前から研究がされてきた。し

かし、韓国では、 1980年代初期まで鉱業に従事し

た勤労者を対象として、間欠的なじん肺症の有病

事調査はあったが、じん肺症者に対する全般的な

調査や、がん発生懸についての研究がないのが

実状である。

韓国では、 1980年から、 47か所の専攻の修練

病院が参加して、全国規模のfがん登録事業Jが

始まり、 1996年 12月現在、全国の154か所の修

練病院が参加しており、全国で発生するがん患者

中約80%が登録されるだろうと推定される(韓国中

央がん登録本部と保健福祉部， 1998)。

[訳注:r修練病院」韓国では、インターン(医師

国家試験合格後、1年間病院ですべての科を回

りながら臨床実習する医師)とレジデント(インター

ンの次に専門の科を決めて、 3~4年臨床実習

する医師、専攻医とも言う)と言う制度がある。

乙のインターン、レジデントを受け入れて臨床実

習を行っている病院を、修練病院と言い、一定

の条件が必要で、病院協会が審査を行い指定

する。]

がん主主録資料によれば、全体のがんのうち肺が

んが1982-1987年の4位(9.0%)だ、ったものが、 1988勾

1992年には2位 (10.9%)となり、 1994年までずっと

2位 (1993年11.7%、1994年 11.5%)を占めていた

が、 1995年と1996年には3位 (1995年11.2%、1996

年11.5%)と比重が減少した。

男性では1982-1987年に3位 (13.2%)であり、

1988年-1992年に2位(15.5%)と、その後にも続い

たが(1993年 16.4%、 1994年 16.2%)、1995年と

1996年にやはり3位 (1995年15.7%、1996年 16.0

%)と減少した(保健福祉部， 1995a、保健福祉部，

1995b、保健福祉部， 1996、保健福祉部， 1997、韓

国中央がん登録本部と保健福祉部， 1998)。最近

9年間の性別、年齢別がん登録状況は表1-1のと

おり。

現在、全体の死亡原因では、 1993年から1995年

まですべてがんが1位 (21.4%、21.3%、21.0%)を

占めており、男性でも3年間ずっと1位 (23.7%、24.0



%、23.9%)を占めている(統計庁， 1994、統計庁，

1995、統計庁， 1997a)。このうち男女ともに肺がん

は、 1993年15.7%、1994年 16.7%、1995年17.1%

を占め、男性でも各々 18.4%、 19.4%、19.9%と、少
しずつ比麓が増加する傾向を見せている。最近5年

間の性別、年齢別の肺がんによる死亡者および死

亡率は表1-2のとおり。表1-1と表1-2を比較すると、

肺がん発生者が当該年度に死亡しないとしても、男

女ともに、死亡者のうちで肺がん発生(登録)者の占

める割合は、 1993年94.0%、1994年85.5%、1995
年85.1%、 1996年93.6%'であり、男性では各々 98.4

%、89.7%、88.7%、95.9%と女性より高く、約90%

水準を示している。

韓国で1973年から1992年までの20年間に、初

めて炭坑夫じん肺症と診断を受けた男性6，452名

を対象とした研践によれば(チェ・ビョンスン，1996)、

粉じんに曝露し始めた年令が30歳未満である場

合が35.5%、30-39歳が40.9%で、40歳未満が全

体の78.6%を占める。初めてじん肺症診断を受け

た年令は、40歳未満が16.1%、40-49歳が49.7%、
50-59歳が27.1%で、 60歳未満が全体の76.8%

を占めている。そして、粉じん喋露後、平均13.2年

が過ぎた後でじん肺症と診断を受けた。

最近4年間30歳以上の男性人口に肺がんが発

生した場合と、肺がんで死亡した場合を比較すると、

1993年に発生者が死亡者の98.1%、 1994年88.8
%、 1995年88.0%、1996年95.4%である。また、

どの年齢においてもほぼ同水準である。

このように、最も重要な死亡原因であるがんの

中で比重の大きい肺がんと、韓閣の業務上疾病

中最も重要なじん肺症の関連性についての研究

は、国民保健の立場から見ると、非常に急がれる

研究であると言え、むしろ大いに遅れた感がある。

さらに、 IARCで結晶性シリカの発がん性を過去に

はGroup2Aに分類したが、 1997年からGroup1に

分類しており、結品性シリカ以外にも、肺がんを引

き起こす諸物質にばく露するという点などを考慮す

れば、韓国のじん肺症者に発生する肺がんにつ

いての研究は、非常に重要と言える。

本研究は、じん肺症と肺がんの関連性を究明す

ることで、今後、韓国で継続して重要な健康問題と

して台頭する鉱業じん肺症のみならず、新たに製

造業において発生するじん肺症の管理と補償の

ために土台を構築することを最終的な目標とした。

そこでじん肺症者に発生した肺がんを一般人口に

発生した肺がんと比較することで、じん肺症におけ

る肺がん発生危険度率を分析した。また、じん柿症

者に肺がんをじん肺症の合併症として認定する場

合に、必要な認定基準などの政策代案を提示した。

(中略)

V 政策提首

1. じん肺症の合併症としての肺がんの認定の

是非およびその要件

本研究の主な目的である一般人口とじん肺症者

の肺がん発生率比較にあらわれる結果は、一般

人口より1型(1/0)以上のじん肺症者の肺がん危

険度が最小1.5倍から最大3.4倍高い。したがって、

肺がんをじん肺症の合併症と認定することが妥当

と思われる。

この場合、認定要件として考えられる項目は、じ

ん肺症の病型、喫煙、肺がんの種類、最初の粉

じんぱくろから肺がん発生までの期間、職歴(じん

肺症の種類)、肺がん発生年令、性などが考えら

れる。

1 )病型

研究結果および考察で充分に提示したように、

じん肺症では原発性肺がんの発生率がじん肺症

の病型の程度に比例せず、むしろ病型が重くても

発生率が低く出る場合もある。ζれは、じん肺症が

起きた後、進行しながら蹄がんが発生するよりは、

じん肺症を起こす原因物質により肺がんが発生す

ると解釈できる。

したがって、本研究結果に照らし合わせてみる

と、病型により肺がんの認定の是非を関わなけれ

ばならない根拠をみつけることはできない。

2)喫煙および肺がんの細胞の形態(種類)

これも研究結果で提恭したように、一般人日中

肺がん者とじん肺症者中肺がん者の喫煙歴と細

胞形態を比較してみると、喫煙率および喫煙量全

て特に差はなく、細胞形態の分布にも特に差はな

かった。また2つの集団いずれの喫煙率も90%を
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越える状況であるから、喫煙が蹄がんをよく引き起

ζすとして知られているとしても、喫煙の是非を合

併症の認定要件として考慮することは、現段階で

は非現実的である。

したがって、肺がんが発生したじん肺症者の喫

煙暦や肺がんの細胞形態により、認定の是非お

よびその要件を変えることはできない状況である。

3)最初の粉じん曝露から肺がん

発生までの期間

考察で充分に論議したように、がんが発生する

ためには発がん物質にばく露した後、一定の時間

が必要だが、肺カ執よ同じ充実性がん(SolidCanser) 

の場合、大体10年程度が必要と替われている。し

かし、 1型(1/0)以上のじん肺症が発生するために

は、すでに曝露後最低10年は必要なため、じん肺

症から発生した肺がんをじん肺症の合併症として認

定する場合、その要件として最初の粉じん曝露か

ら肺がん発生までの期間を特別規定する必要は

ないと思われる。

ただし、韓国では石綿、タールなどによる原発性

肺がんの場合、最初の曝蕗から10年が過ぎた場

合を認定要件としている。さらに、じん肺症の場合

は、原因物質のばく露が中止された以後にも進行

する点と、勤労者個人の感受性の差から1型じん

肺症が発生するまでの期間が短くなることがある

点を考麗し、象徴的な意味で10年を規定すること

ができると思われる。

4)職歴またはじん肺症の種類

韓国でじん肺症の大多数を占める炭坑夫じん肺

症者の肺がんの原因と考えられる物質は、やはり

粉じん中の結晶性シリカである。炭坑以外の他の

鉱山で従事してじん肺症および肺がんが発生した

勤労者もいるが、この坑夫たちもやはり基本的に

は結晶性シリカに曝露したものである。

もちろん、序論で記述したように、坑夫たちが曝

露する肺がんの発がん物質はいろいろあるが、鉱

山で坑夫たちが曝露した子制労じん量と結品性シリカ

濃度しかわからないため、他の物質による影響を考

癒する根拠がない。したがって、鉱業種類により区

分する必要はなく、鉱業に従事してじん肺症と肺が

んが発生した鉱業経臆者の場合、結晶性シリカに
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よるものと一元化しでかまわないと思われる。

石綿や結晶性シリカに醸露した製造業経歴じん

肺症者(珪肺症、石綿肺症)の場合も問題ない。た・

だし、結晶性シリカに高濃度に曝露した場合、炭坑

夫じん肺症よりはるかに早い時期に、そして速く進

行する珪肺症が発生する。

最近になって、溶接工肺症の場合、曝露が止まっ

た後も必ずしもじん肺症が消滅はしないとしゅ報告

があり、論難の余地があるが、現段階では溶接工

が曝露する石綿、重金属などの影響を排除した純

粋なじん肺症のみで説明できる肺がんに対する研

究がない実状である。本研究でも、溶接工の精密

健康診断結果は、大部分疑症であり、たまに1/0

または1/1程度の病型であった。

したがって、溶接工肺症から発生した肺がんの

場合、じん肺症自体と肺がんに関する研究結果が

蓄積されるまでは、その勤労者が曝露する各物質

により判断し、鉱業経麗じん肺症者や結晶性シリ

カ曝露珪肺症者とは次元を異にするのが妥当だ

と思われる。

5)肺がん発生年令および性

本研究結果であらわれたように、じん肺症者の

年齢別蹄がん発生率が、一般人口に比べ相対的

に低年齢層で差が大きい。肺がんは基本的に高

年齢層で多く発生するがんなので、じん肺症者に

発生する肺がんも、やはり年齢別発生率が一般

人口と差が少ないのであれば、肺がんの合併症

認定要件として考慮しなければいけないが、本研

究結果に照らし合わせてみると妥当な根拠を見つ

けることはできない。

本研究では、女性で鉱業経歴がある68歳じん

肺症者に発生した肺がんが1件で、女性じん肺症

者の場合、具体的な分析をすることはできなかっ

た。しかし、結品性シリカに曝露した女性じん肺症

者の肺がんをじん肺症の合併症として認定しない

理由はないと思われる。

以上を要約すると、鉱業経歴があるか、結品性

シリカに曝露した1型(1/0)以上の病型のじん肺症

者に発生した原発性肺がんは、じん肺症の合併症

として認定することは妥当である。ただし、 1型じん

肺症の場合、最初の曝露から最低10年が経過し



肺がんが発生した場合のみ認定することも考えら

れる。じん肺症以外に考えられる他の要件は、本

研究結果に照らしてみるとその根拠を探すことは

閤難である。

[表は省略]

「じん肺の予防とじん肺勤労者の
保護等に関する法律施行令」より

第2輩じん肺の予防

第2条(合併症の範囲) 法第2条第2項の規定

による合併症は、じん肺の所見がある者がじん

肺の進行と関連してかかる次の疾病をいう。(改

正'99年10月14日)

1.活動性肺結核

2. 胸膜炎

3. 気管支炎

4. 気管支拡張症

5. 気胸

6. 肺気腫

7. 肺性心

8. 原発性肺がん(じん肺症の病型が第1型以

上の者に限る)

[訳注:8.が該当個所]

※同法令には、http://152.99.129.53/からたど

ることができる。ただし、ハングル版。

x x x 
韓国のような調査結果は日本ではすでに明らか

で、最近の圏内のじん肺肺がんに関する疫学研

究はいずれもIARC決定を密定するものではない。

IIARCは信用できないjなどという労働省の見解

やその意を受けた御用学者の意見が誤りであるこ

とは、 IARCやここで紹介したNTP、DFGの決定

をみても明らかだろう。

労働省専門検討会に申し入れ

労働省は、 ζの間全国安全センターとの交渉に

おいてIIARCの件は検討中jであるとだけ回答し

てきていた。これに関連して労災認定基準を見直

すかどうかの専門検討会が昨年度からはじまって

いることが昨秋以降、労災保険審議会内の議論

や新聞報道によって明らかになった。しかし、労働

省はいまだに審議内容、メンバーとも全く明らかに

しようとしていないし、同検討会の設置要綱にも「じ

ん肺症患者に発生した肺がんについては、未だ医

学的な因果関係が実証されているものではなしリ

と記されていて、はじめから「見直しなしJなどの結

論ありきで審議が進められているのではないかと

強く懸念されている。

× × × 

「じん肺症患者に発生した肺がんの
補償に関する専門検討会J設置要綱

1 専門検討会の趣旨

じん肺症患者に発生した肺がんについては、昭

和53年11月2日付け華発第608号「じん肺症思

者に発生した肺がんの補償上の取扱いについてj

をもって、じん肺管理区分f管理4Jと決定された者

であって、現に療養中の者に発症した原発性の肺

がんについて業務上の疾病として取扱い、補償を

行ってきたところである。

じん肺症患者に発生した肺がんについては、未

だ医学的な因果関係が実証されているものではな

いが、国際的動向をも鑑み、労働省労働基準局

に専門検討会を設置し、じん肺症患者に発生した

肺がんに対する労災補慣について検討するもの

である。

2 検討事項

(1)現行認定基準の検討について

(2)国際的動向について

(3)その他

3 委員の構成

(1)委員は、労働省労働垂準局長が委嚇した学

識経験者をもって構成する。

(2)専門検討会には、座長をおく。座長は、専門

検討会を統括する。

4 検討日程等

平成12年度中を目処に一定の結論を得ること

とする。
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5 事務

本検討会の事務は、労働省l労働基準局補償課

職業病認定対策室において行う。

なお、労働衛生課、化学物質調査課の検討等

を踏まえつつ検討を進める乙ととする。

x x x 
労働省が裁判の場で主張してきたことはnARC

は信用できないJということであり、これうした内容

を支持する報告書を、労働省自身が選んだ「専門

家Jがまとめて、結果的に認定基準を見直さないと

いう、信じられないような事態もあり得る。

こうした事態の中で、全国安全センターでは同検

討会座長である千代谷慶三氏に宛てて以下の申

入書を送り、強く要請を行った。これに対して、千

代谷氏はまともに答えようとせず、「労働省に言っ

てくれjといった不誠実な対応を行っている。

× × 

じん肺症患者に発生した肺がんの

補償に関する専門検討会

座長千代谷産量三殿

× 
2000年7月10日

全国労働安全衛生センター連各会議

議長井上治

特定非営利活動法人東京労働安全儒生センター

代表理事平野敏夫

関西労働者安全センター

運営協議会議長偶問義雄

社団法人神奈川労災職業病センター

理事長斎藤竜太

全国じん肺態者同盟東京東部支部

支部長片柳元二

全国じん肺患者同盟北茨城支部

支部長猪狩徳光

全閣じん肺患者同盟常磐炭田高萩支部

支部長高橋清寿

全国じん姉態者同盟弁天町支部

支部長水口守

全国じん肺患者同盟横須賀支部

支部長宇野林蔵

横須賀地区じん肺被災者の会

会長大森智

要望書
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貴職におかれましては益々ご清栄のことと大慶

に存じます。

私たちは、じん肺患者の命と健康を守り支援す

る立場から、これまで労働省に対し結品性シリカの

発がん性を認め、じん肺肺がんの労災認定基準

を改定するよう要望してきました。

すでにご承知のとおり、 1996年10月J間際がん

研究機関(IARC)は、結晶性シリカを職業性曝露

において人体に肺がんを発生させる発がん物質

として最高ランクのグループ1とする決定を行いま

した。

このIARCの決定をうけ、 1999年7月、ドイツ学

術振興会(DFG)は結晶性シリカの発がん性を認

定し、カテゴリー1に分類しました。そして、本年5月、

世界の保健行政に影響力をもっ米国の政府組織、

国家毒性評価計画(N官)は、結晶性シリカを発が

ん性の最高ランクに分類しました。

このように結晶性シリカの発がん性は国際的な

医学界で認定され、各国政府による滴切な対応策

が早急に要請されています。

こうした世界の流れのなかで、労働省は未だに

じん肺と肺がんとの因果関係を否定し、管理4また

は管理4相当で現に療養中のものに発症した原発

肺がんのみを「医療実践上の不利益があるJとの

理由で労災認定するにとどまっています。

現在、労働省は専門検討会を設置し、じん肺と

肺がんとの因果関係を検討する作業を進めてい

ます。しかし、私たちは、最新の科学的成果に背を

向け続ける労働省の姿勢から、専門検討会のあ

り方とその議論の行方に重大な懸念を抱かざるを

得ません。

労働省は、直ちにじん肺と肺がんの因果関係を

認める決定を行い、結晶性シリカによるじん肺肺

がんの予防策を強めるとともに、じん肺肺がんに

労災補償の道を聞くようにすべきものと考えます。

つきましては、科学者の社会的責任の見地から

貴職に対し下記の事項をふまえて検討作業を進め

ていただくよう要望します。

記

1. 専門検討会の会議内容を公開し、メンバーを

公表するとと。密室の審議をやめ、検討会外部



の専門家や患者、関係団体の意見を聴取し、と

もに議論する場を設けること。

2. 検討作業では、国際がん研究機関、ドイツ学

術振興会および米国・国家毒性評価計画等で

の決定が十二分に尊重されるべきこと。

3. 検討結果報告においては、結晶性シリカの発

がん性を認めるとともに、じん肺と肺がんの医学

的因果関係を認める立場からその労災認定基

準を改定し、管理2以上のものに合併した原発

肺がんを労災補償の対象とするように、労働省

に対して認定基準の改定を勧告すること。

x x x 
いずれにせよ労働省は早急に、肺がんを合併

症に含め労災補償の対象として含める取扱いに

改めるべく、 608号通達を撤廃するべきである。

また、今行われている労災認定基準に関する専

門検討会については、早急に公開し、議論の経過、

内容、主体を明らかにし、多くのじん肺被災労働者

と関係者の議論への参加を保障し、納得のいくや

り方に改めることが必要であることは苦うまでもな

かろう。

労働保険審査会裁決の動向

最後に608号通達の撒殿、合併症とする抜本改

正が切実に求められている理由のひとつとして、

本来通達に拘東されずに審査すべき労働保険審

査会が、全くの労働省追随判断しかなしえていない

惨慌たる状況を簡単ではあるが報告しておきたい。

ちなみに各年度の裁決については上、中、下の

3分冊の裁決集に所収され、例えば1997年4月か

ら1998年 11月分(1997年度上'"""1998年度中ま

で)においてじん肺関係の裁決は51件。うち3件が

原処分取消、被災者救済の裁決であった。

この取消3件のうち1件は、じん肺肺がんにか

かわるもので具体的には次のとおり。

患者は、長崎県松島炭鉱に昭和19年から昭和

45年の閉山まで兵役期聞を除き勤務した炭鉱離

職者で、大阪府に在住し、関西医大付属病院香里

病院で死亡。死因は、肺がん、隣がんによる急性

心不全とされ、原処分庁(佐世保労基署)は、醇が

んからの肺転移であるとして、管理4合併肺がん

にもかかわらず業務外とした。審査段階の鑑定医

をはじめ主治医を含め停がんの肺転移としち意見

であったが、審査会としての医証の検討を行い、「被

災者は、当初、原発性肺がんと診断され、他臓器

への転移を警戒して検索した結果醇がんが疑われ

たために、医学的な一般論を基に転移性肺がん

と訂正されたものであるが、膜がんとしての診断が

確定しておらず、仮に膝がんがあったとしても、醇

が原発であるとする確たる証拠はなく、むしろ、重

複がんの可能性の方が考えやすく、いずれにせ

よ、被災者の肺がんは原発とみるのが相当Jとして、

608号通達を適用して業務上、すなわち原処分取

り消しと裁決されたものであった。

目次タイトルからの検索では、じん肺合併肺が

ん関係はこのほかに7件あるが、すべて棄却となっ

ている。そして裁決の核心はいずれもr608号通達

は妥当。当審査会は現在における医学的知見に

基づく審査を行なうべきことをその役割としている。J

との審査会見解である。上記の取消裁決例もこの

点は軌をーにしている。

608号通達とその根拠となった専門家会議報告

書(1978年)が、「現在のJじん肺肺がんに関する

陸学的知見を代表しているというわけである。つま

り審査会はその賞務を放棄していると言わざるを得

ない。こうした現状からも速やかな608号撤廃、抜

本改正が求められているといえるのである。

(筆者の属するセンターが支援している長崎県

対馬の東邦亜鉛鉱山労働者で碇肺合併肺がん(管

理3)で死亡した男性の遺族による労災不服審査

請求が現在、再審査に係っており、先日公開審理

の通知が来た。審査会に対しては、結晶性シリカ

の発がん性への認識が国際的に定着してきでお

り、労働省においては今年度いっぱいをめどに労

災認定基準の検討が行われていることを理由とし

で公開審理延期を申し入れ受理されたとこ開↑情

ろである。) 組↓胤

(文責・英文翻訳:片陪昭彦関西労働者安全セ

ンタ一、ハングル翻訳:神奈川労災職業病センター)
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i!!jの健康当〈り指[m針I三へじ

場の組織闘枠組みの
重要性は一定反映
パブリックコメン卜への回答

古谷杉郎
会関安全センター事務局長

労働省は8月9日付けで、 f事業場における労

働者の心の健康づくりのための指針J(基発第522

号-34頁に全文掲載)を策定した。

既報(7月号参照)のとおり、6月には、労働者の

メンタルヘルス対策に関する検討会報告書f労働

の場における心の健康づくり対策についてjが公

表され、労働省ではじむの健康づく1脂針(仮称)保)J

を示してパブリック・コメント手続を実施していた。

全国安全センターは7月7日付けで、7月号2-32

頁の抜粋を根拠・参考資料として添付して、これに

関するf意見」を提出している。以下に、意見の内

容、労働省ホームページで公表された意見に対す

る回答を紹介しながら、今回の指針の内容を検討

してみる。

t 日本の多くの職場におし3ては、いまだにf心

・の健康問題JやfストレスJを、個人的問題

または弱さの証明になるもの、あるいは人格を

否定するかたちで評価されたり、人事労務管理

上の不利益につながるものとみなすなどの誤解、

備見、差別等の風潮が現実に存在するごとは

事実として指摘せざるを得ない。そのため、職場

においてとの問題をオーブンに議論することを

困難にする場合があるなど、この問題に取り組
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むうえでの大きなネックになっている。このような

事実を指摘したうえで、そのような誤解、偏見、差

別等の風潮をあらためることが本指針の重要な

目的のひとつであることを明示、強調すべきであ

る。

{労働省回答] i本指針において、事業者に対し、

労働者、管理監督者等への、心の健康問題に

対する正しい態度等について教育等を行うこと

を示すこととする。」

回答内容は議っ気ないが、指針の2rメンタルヘ

ルス対策の基本的考え方j一 (2)rメンタルヘルス

ケアの推進に当たっての留意事項Jとして、イ「心

の健康問題の特性jで、「心の問題をかかえる労働

者に対して、健康問題以外の観点から評価が行

なわれる傾向が強いという問題や、心の健康問題

についての誤解等解決すべき問題が存在してい

るjとされたことなどに反映されているようだ。

2 なぜ職場でf心の健康づく切に取り組むの

かということを示すべきであり、その際、以

下の内容を含めるべきである。

①「心の健康問題jが、個人的な問題ではなく、

使用者の安全衛生確保義務の対象であり、職

場で労使が取り組むべき労働安全衛生問題で



あるということ。

②職場が「心の健康問題jの原因となるとともに、

影響を受ける/感じる場所になる可能性があり、

また、労働に関連した原因とその影響は予防す

ることが可能であるということ。

[労働省回答] r本指針において、事業場におけ

るメンタ)~へJ レスケアの重要'1主についての項目
をたてるものとする。その中で、職場には労働者

自身の力だけでは取り除くことができないストレ

ス要因が存在しているため、事業者の行うメンタ

ルヘルスケアの積極的推進が重要であること、

及び、労働の場における組織的かつ計画的な

対策は、心の健康の保持増進を進める上で大

きな役割を果たすこと等を盛り込む。」

指針の2f基本的考え方」の(1)として「事業場に

おけるメンタルヘルスケアの藁要性Jという項目が

たてられた。ここで、「使用者の義務jとの関連では、

f労働安全衛生法上、事業者は労働者の健康の

保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計

画的に講ずるように努めなければならないとされ

ている。メンタルヘルスケアは、健康の保持増進を

図る上で重要な活動であるjと記載された。

労働省回答では続けて、「なお、心の健康問題

が業務に起因して発生することがあり得ることにつ

いては明らかであり、本指針に示すまでもないjと

しているが、これは自明とまでは言えないだろう。

内 「心の健康問題jの(労働に関連した)原因、

田・ その影響、予防方法についての基本的な

考え方、および、「ストレスJについての考え方(定

義)を示すべきであり、その際、以下の点に留意

すべきである。

①労働に関連した原因とそれ以外の原因の両

方がありうることをただ並べて指摘したり、「相互

に影響し合う場合が多しリなどとするのではなく、

本指針ではf労働に関連した原因」および「職場

における対策Jに焦点を当てることを明示、強調

すべきである。

② 「ストレス」という言葉は一般にきわめてあい

まいかつ様々な意味で使用されており、ストレッ

サー→ストレス反応→健康影響、を区別するこ

とが、とくに対策の点からは重要である。また、

fストレスjの健康影響には、「心の健康問題Jだ

けでなく、様々な「からだの健康問題」もあること

を示すべきである。

[労働省由筈] r本指針は職場における対策を示

すものであり、指針の名称も、職場における対

策を示していることが明らかになるものにする。

また、心の健康!こ影響を与える職場環境等!こど、

のようなものがあるかについても明示すること

とする。」

指針の4fメンタルヘルスケアの具体的進め方J

の(2)イ(イ)f職場環境等の改善Jのaf職場環境

等の改善の対象jで以下のように記載されたことは、

前半部分が快適職場形成促進義務に関する現行

法の規定そのままの引用ということは別にしても、

大いに評価できる。これをこの指針の言わば核心

部分として活用したいところである。

「労働者の心の健康には、職場環境(作業環境、

作業方法、労働者の心身の疲労の回復を図るた

めの施設及び設備等、職場生活で必要となる施設

及び設備等)のみならず、労働時間、仕事の量と

質、職場の人間関係、職場の組織及び人事労務

管理体制、職場の文化や風土等が、影響を与え

るため、これらの問題点の改善を図る必要がある。j

労働省回答では続けて、「一方、ストレッサー、

ストレス反応、健康影響が異なる概念であること、

及びストレスによる健康影響に『体の健康問題』が

含まれることは明らかであるJとしているが、職場の

一般認識としていきわたっているとはとうてい言い

難い状況であろう。

4 使用者の資務という観点からは、 f心の健

・康問題」に取り組む場合においても、以下

のような労働安全衛生対策の基本原則が適用

されるととを明示、強調すべきである。「心の健

康づくり計画Jが①の(3)の「労働安全衛生計商J

に該当することを示せば、その位置づけが一層

はっきりするものと思われる。

①労働安全衛生マネジメント・システムの原則

(1)労働安全衛生方針(ポリシー)の表明

(2)労働安全衛生目標の設定
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(3)労働安全衛生計画の作成

(4)実行および、運営

(5)点検および、是正措置

(6)システムのレビュー→継続的改善

②職場におけるリスク・マネジメントの原則

(1)ハザード・アイデンティフィケーション(危険有

害要因の特定)

(2)リスク・アセスメント(評価)

(3)リスク・コントロール(管理)

(4)リスク・コミュニケーション(伝達)

③リスク管理(対策のレベルと優先順位)の原則

(1)リスクをなくす(発生源対策)

(2)リスクを踊離したり削減する(伝播経路対策)

(3)労働者をリスクから保護する(個人防護対策)

[労働省回答] i本指針は、メンタルヘルスケアが

適切かつ有効に実施されるため、メンタルヘル

スケアの原則的な実施方法について総合的に

示すこととする。」

労働省回答は素っ気ないが、指針の4(2)イ(イ)

「職場環境等の改善jで、は、 f評価と問題点の把握j

-r改善j一定期的に評価・見直しJ→f継続的取

組Jという枠組みはふまえられているものと評価で

きる。

しかし、労働省の他の施策同様、様々な対策を

並列的に羅列しただけで、「リスク管理の優先順位

の原則Jをはっきり打ち出すという姿勢が相変わら

ずみられないことは残念である。これは、次の項

目にも当てはまる。

5 対策のレベルとしては、個々の労働者およ

・ び職場(組織)、また、一次予防、二次予防

および三次予防という枠組みがあること、しかし、

これらをただ並列的に並べるのではなく、「職場

(組織)を対象に一次予防を目的とした対策jが

もっとも効果的かつ優先されるものであることを

明示、強調すべきである。

[労働省回答] i本指針全体の記述において、職

場における組織としての枠組みが重要であるこ

とを示すこととする。」

前述のとおり、戦略的な優先順位を明示できて

いないことは、この指針の根本的な弱点である。
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6 同時に、「個々の労働者を対象とした対策J

・は補足的なものであり、全体的・包括的な

対策の一部として位置づけられるべきものであ

ること、その場合であっても以下の点に留意す

べきことを明示、強調すべきである。

①倍々の労働者を対象とした対策にあっては、

個々人のプライバシーが厳守される保障を確保

しなければならないと同時に、またそうであるか

らこそ、原因の究明や予防対策の確立という目

的のためには活用しにくい(限界がある)ことを

ポすこと。

②個々の労働者を対象とした対策の場合であっ

ても、症状を対象とした三次予防よりも、反応を

対象とした二次予防の方が、さらに原因を対象

とした一次予防の方が効果的かつ優先されるも

のであることを明示、強調すべきである。

[労働省回答] i本指針全体の記述において、職

場における組織としての枠組みが重要であるこ

とを示すこととする。」

前項と同文の回答であり、 4(2)イ(イ)r職場環

境等の改善j等で重要な内容が示されながら、指

針全体としては、なお個人対策一二次・三次予防

対策に偏っている印象を与えることになっている。

7 個々の労働者を対象とした対策に関しては

• rJむの健康問題jを抱えた労働者を対象とし

た対策を考える前に、また、現実に対処すべき

事例が出てきてから対策を考えるのではなく、平

成7年2月20日付け基発第75号・職発第97号

「職場におけるエイズ問題に関するガイドラインJ

等も参考にしながら、以下のような内容を含む、

健康問題を抱えた労働者全般を対象とした基本

原則を確立しておくことが重要かつ効果的であ

ることを明示、強調すべきである。

① (心の)健康問題を抱えていることそれ自体は

解雇はもちろんのこと、不利益取り扱いや差別

の対象にならないとと。

②検査や受診等の強要は絶対にあってはなら

ないこと。

③本人の同意のない個人情報は入手してはな

らず、秘密の厳守を徹底すること。



④療養しながらの労働、休職あるいは段階的復

帰を含めた療養休業後の職場懐帰等がスムー

ズにいくように配慮し、そのためのルールを確立

しておくこと。

⑤相談や苦情申し立てのルールを確立し、迅速

かつ公正に対処すること。相談や苦情申し立て

をしたことによって、不利益取り扱いや差別がな

されることがないよう保障すること。

[労働省回答] i本指針において、労働者のブラ

イパシーの保護及び労働者個人の意思の尊重

が重要であることを示すこととする。 J

前号で紹介したf労働者の健康情報保護に関す

る検討会中間取りまとめJが「心の健康づくり指針J

の前に公表されたことも、同指針がプライバシー保

護等を重視していることのあ引っれと考えられるが、

ここで述べた意見はそのf中間取りまとめJを評価

する視点としても有効であると考えている。

8. :の②で示したリスク・アセスメントの手順の

@すべての段階、および¥対策の立案、実施、

評価、見直しのすべての段階において、労働者

および、労働者代表(労働組合、安全衛生委員

等)の参加を確保する必要性があることを明示、

強調すべきである。

権威主義的なトッフ。ダウンのやり方や、特定

の担当者や外部資源まかせのやり方ば、効果

が少ないどころか、反生産的ですらあることを指

摘することも重要である。

[労働省回答] i本指針において、心の健康づ、く

り計画の策定等!こあたって、衛生委員会(過半

数労働組合等が推薦する者が参加する。)等に

おいて調査審議することを示すこととする。」

指針において、「衛生委員会等における調査審

議J、「労働者からの意見聴取J等が盛り込まれて

いることは評価するものの、対策の全過程におけ

る労働者(代表)の参加はもっと強調されてよい問

題である。

円 上述のような基本的観点の上にたって、指

日@ 針においては、 f心の健康問題」やfストレ

スjの原因となる可能性のある各種要素やその

兆候、リスク・アセスメントのためのツール、対策

のヒントやよい事例(とくに「職場(組織)を対象に

一次予防を目的とした対策jに関するもの)等を

豊富に示すべきである。

なお、これと関連して、労働省委託研究「労働

の場におけるストレス及びその健康影響に関す

る研究班J(平成7~11年度)の全成果を公刊す

るようにされたい。

{労働省回答] i御指摘の事項は必要に応じ解説

書等に示すことを考慮する。J(なお書きに対す

る自答はなし。)

10教育トレーニングにあたっては、上述の内

@容すべてが含まれるべきであり、事業場外

機関等が実施する教育トレーニングについても

それが確保されるようにすべきである。なお、「心

の健康づ、くりj対策にあっては、とりわけ経営者、

管理監督者に対するそのような教育トレーニン

グが重要であることを強調すべきである。

[労働省国答] i本指針において、事業者が行う

ことが望ましい措置事項として教育研修等があ

ることを示すとともに、教育を行う事項を示すこ

ととする。J

労使に対する教育トレーニングの重要性は強

調しすぎることはなく、なおのこと一層その教育トレー

ニングの内容がこの意見で示した内等をふまえた

ものであってほしいと考える。これは、継続的なフォ

ローが必要な問題であろう。

官官 「心の健康づくり指針(仮称)(案)Jは、提示

@された「概要Jだけから判断すると、以上述

べた点からしてまったく不十分である。これまで

述べたすべてのことが盛り込まれない場合には、

1で述べた現実を考えると、指針を作成すること

自体が、誤解、偏見、差別等の風潮を増長する

可能性すらあると替わざるを得ない。(とりわけ、

どのような内容の「正しい知識の付与j、f教育や

情報提供Jがなされるのかが危慎される。労働

者のメンタルヘルス対策に関する検討会報告書

f労働の場における心の健康づくり対策jには「教

育研修J の内容が7~15項目〔→40頁に続く]
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心の健藤づ〈り指針三-三ι

業場における労働者の
心の健康づくりのための指針

2000年8月9日基発第522号
労働省労働基準局長通達

基発第522号
平成12年8月9臼

都道府県労働基準局長殿
労働省労働基準局長

事業場における労働者の

心の健康づくりのための

指針の策定について

労働者の心の健康づくりについては、 f心とから

だ、の健康づくり(百1P)J等に基づき、その推進を図っ

てきたところであるが、労働者健康状況調査によ

ると、仕事や職業生活で強い不安、悩み、ストレス

を感じている労働者の割合は年々増加しており、

平成9年の調査では約63%に達している等、事業

場における労働者の心の健康づくり対策の充実

が求められている。

このため、労働省においては、本年6月に取り

まとめられたf労働者のメンタルヘルスに関する検

討会(座長桜井治彦中央労働災害防止協会労

働衛生分析センター所長)報告J[7月号37頁参照]

を踏まえ、事業場において事業者が行うことが望

ましい労働者の心の健康の保持増進のための基

本的な措置(以下「メンタルヘルスケアjという。)が

適切かつ有効に実施されるため、メンタルヘルス

ケアの原則的な実施方法について総合的に示し
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た「事業場における労働者の心の健康づくりのた

めの指針jを、別添1のとおり策定したところである。

ついては、メンタルヘルスケアは、それぞれの事

業者が各事業場の実態に即した形で実施可能な

部分から取り組んでいくことが重要であることに留

意の上、関係事業者等に対し、本指針の周知徹

底を図られたい。なお、別添2により別添3[共に

省略]の関係団体の長に対し、周知方について協

力を要請したところであるので申し添える。

別部 1

事業場における労働者の

心の健康づくりのための指針

1 趣旨

現在、我が国経済・産業構造は、大きな転換期

を迎えている、今後、経済のグローバル化、情報

化やサービス経済化の一層の進展等により、経済・、

産業構造はさらに大きく転換するとともに、高齢化

の急速な進行が見込まれている。また、労働者の

就職意識の変化や働き方の多様化等の変化もみ

られるところである。このような中、仕事や職業生

活に関する強い不安、悩み、ストレスがあると訴え

る労働者の割合が年々増加している。さらに、今

後、経済・産業構造等が変化する中で、業務の質

的変化等による心身の負担の一層の増加が懸念

されている。



心の健康問題が労働者、その家族、事業場及

び社会に与える影響は、今日、ますます大きくなっ

ている。労働者とその家族の幸せを確保するととも

に、我が国社会の健全な発展という観点からも、

事業場において、より積極的に心の健康の保持

増進を図ることが重要な課題となっている。

本指針は、事業場において事業者が行うことが

望ましい労働者の心の健康の保持増進のための

基本的な措置(以下「メンタルヘルスケア」という。)

が適切かつ有効に実施されるため、メンタルヘル

スケアの原則的な実施方法について総合的に示

したものであり、各事業場の実態に即した形で実施

可能な部分から取り組んでいくことが重要である。

2 メンタルヘルスケアの基本釣考え方

(1)事業場におけるメンタルヘルスケアの震要性

ストレスの原因となる要因(以下「ストレス要因J

という。)は、仕事、職業生活、家庭、地域等に存

在している。心の健康づくりは、労働者自身が、ス

トレスに気づき、これに対処すること(セルフケア)

の必要性を認識することが重要である。

しかし、労働者の働く職場には労働者自身の力

だけでは取り除くことができないストレス要因が存

在しているので、労働者のメンタルヘルスケアを推

進していくためには、労働者の取組に加えて、事業

者の行うメンタルヘルスケアの積極的推進が重要

であり、労働の場における組織的かつ計画的な対

策は、心の健康の保持増進を進める上で大きな役

割を果たす。さらに、労働安全衛生法上、事業者

は労働者の健康の保持増進を図るため必要な措

置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなくて

はならないとされている。メンタルヘルスケアは、健

康の保持増進を図る上で重要な活動である。

事業場におけるメンタルヘルスケアを推進する

ためには、心の健康に影響を与える職場の要因

の具体的問題点を様々な面から把握し、これを改

善することが重要である。

また、労働者への心の健康に関する正しい知識

の付与は、労働者による自発的な相談を促進す

る等、心の健康問題を解決していく上で大きな役割

を果たし、労働者と日常的に接する管理監督者や

事業場内産業保健スタッフ等に正しい知識が付与

されることは、メンタルヘルスケアの推進に不可欠

である。

さらに、労働者による自発的な相談への対応の

ため、職場内に相談しやすい雰囲気をつくったり、

相談に応じる体制を整えることが重要である。また、

専門的な知識を有する事業場外資源とのネットワー

クの構築が重要であり、これを活用して、教育研修、

労働者への相談対応等を実施し、必要な場合に

は、職場適応、治療又は職場復帰の指導等の対

応を図ることが重要である。

(2)メンタルヘルスケアの推進に詣たっての留意

事項

事業者は、メンタルヘルスケアを推進するに当

たって、以下の事項に留意することが重要である。

イ心の健康問題の特性

心の健康については、客観的な測定方法が十

分確立しておらず、その評価は容易ではなく、さら

に、心の健康問題の発生過程には個人差が大き

く、そのプロセスの把握が難しい。また、心の健康

は、すべての労働者に関わることであり、すべての

労働者が心の問題をかかえる可能性があるにも

かかわらず、心の問題をかかえる労働者に対して、

健康問題以外の観点から評価が行われる傾向が

強いという問題や、心の健康問題自体についての

誤解等解決すべき問題が存在している。

口 個人のプライバシーへの配慮

メンタルヘルスケアを進めるに当たっては、労働

者のプライバシーの保護及び労働者の意思の尊

重に留意することが重要である。心の健康に関す

る情報の収集及び利用に当たっての、個人のプラ

イパシ一等への配慮は、労働者が安心して心の健

康づくり対策に参加できること、ひいては事業場の

心の健康づくり対策がより効果的に推進されるた

めの条件である。

八人事労務管理との関係

労働者の心の健康は、体の健康に比較し、職

場配置、人事異動、職場の組織等の人事労務管

理と密接に関係する要因によって、より大きな影響

を受ける。メンタルヘルスケアは、人事労務管理と

連携しなければ、適切に進まない場合が多い。

安全センター情報2000年10月号 35 



Iむの健蟻雷雲倒産調 I

二家庭・個人生活等の職場以外の開題

心の健康問題は、職場の問題のみならず家庭・

個人生活等の職場外の問題の影響を受けている

場合も多い。また、性格上の要因等も心の健康問

題に影響を与え、これらは複雑に関係し、相互に

影響し合う場合が多い。

3 心の健康づくり計画

メンタルヘルスケアは、中長期的視点に立って、

継続的かつ計闘的に行われるようにすることが重

要である。このため、事業者は、衛生委員会等に

おいて調査審議し、事業場の心の健康づくりに関

する職場の現状とその問題点を明確にするととも

に、その問題点を解決する具体的な方法等につ

いての基本的な計画(以下「心の健康づくり計画」

という。)を、それぞれの事業場の実態と必要性に

応じて策定すること。

また、この計画の中で、事業者自らが、事業場

におけるメンタルヘルスケアを積極的に実施する

ことを表明することが効果的である。

心の健康づくり計画で定める事項は次のとおり

である。

①事業場における心の健康づくりの体制の整

備に関すること

②事業場における問題点の把握及びメンタル

ヘルスケアの実施に関すること

③メンタルヘルスケアを行うために必要な人材

の確保及び事業場外資糠の活用に関すること

④労働者のフ。ライパシーへの配慮に関すること

⑤その他労働者の心の健康づくりに必要な措置

に関すること

4 メンタルヘルスケアの異体的進め方

メンタルヘルスケアは、労働者自身がストレスや

心の健康について理解し、自らのストレスを予防、

軽減あるいはこれに対処するfセルフケアj、労働

者と日常的に接する管理監督者が、心の健康に

関して職場環境等の改善や労働者に対する相談

対応を行うfラインによるケアj、事業場内の健康

管理の担当者が、事業場の心の健康づくり対策の

提言を行うとともに、その推進を担い、また、労働
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者及び管理監督者を支援する「事業場内産業保

健スタッフ等によるケアj及び事業場外の機関及

び専門家を活用し、その支援を受ける「事業場外

資源によるケア」の4つのケアが継続的かつ計画

的に行われることが重要である。

また、中小規模事業者等で必要な人材を確保す

ることが困難な場合には、事業場外資源の活用を

図ることが有効である。

(1)セルフケア

イ労働者への教育研修及び情報提供

労働者が有効にセルフケアを行うには、心の健

康に関する正しい知識が必要である。このため、

事業者は、労働者に対して、以下に掲げる項目等

を内容とする教育研修、情報提供等を行い、心の

健康に関する理解の普及を図ること。

(イ)ストレス及びメンタルヘルスケアに関する基礎

知識

(ロ)セルフケアの重要性及び心の健康問題に対

する正しい態度

(ハ)ストレスへの気づき方

(ニ)ストレスの予防、軽減及びストレスへの対処

の方法

(ホ)自発的な相談の有用性

(へ)事業場内の相談先及び事業場外資糠に関す

る情報

(卜)メンタルヘルスケアに関する事業場の方針

ロセルフケアへの支援等

セルフケアを推進するには、労働者が上司や専

門家に対して相談することができる体制を整備す

ることが重要である。このため、事業者は、事業場

の実態に応じて、その内部に相談に応ずる体制を

整備したり、事業場外の相談機関の活用を図る等、

労働者が自ら相談を受けられるよう必要な環境整

備を行うとと。

さらに、ストレスへの気づきのために、ストレスに

関する調査票や社内LANを活用したセルフチェッ

クを行う機会を提供することも望ましい。

(2)ラインによるケア

イラインによるケアの推進

(イ)職場環境等の改善

a職場環境等の改善の対象



労働者の心の健康には、職場環境(作業環境、

作業方法、労働者の心身の疲労の回復を図るた

めの施設及び設備等、職場生活で必要となる施設

及び設備等)のみならず、労働時間、仕事の量と

質、職場の人間関係、職場の組織及び人事労務

管理体制、職場の文化や風土等が、影響を与え

るため、これらの問題点の改善を図る必要がある。

b職場環境等の評価と問題点の把握

管理監督者は、日常の職場管理や労働者から

の意見聴取の結果を通じ、また、事業場内産業保

健スタッフ等によるスドレスに関する調査票等を用

いた職場環境等の評価結果等を活用して、職場環

境等の具体的問題点を把握すること。

c職場環境等の改善

管理監督者は、日常の職場管理等によって把

握した職場環境等の具体的問題点の改善を図る

こと。

職場環境等の改善は、職場環境・勤務形態の

見直し、管理監督者の人間関係調整能力の向上、

職場組織の見直し等の様々な観点から行う必要

がある。職場環境等の改善に当たっては、労働者

の意見を踏まえるよう努めること。また、事業場内

産業保健スタッフ等及び、事業場外資源の助首及

び協力を求めることが望ましい。

さらに、対策の効果を定期的に評価し、効果が不

十分な場合には計画を見直す等、対策がより効果

的なものになるように継続的な取組に努めること。

d個々の労働者への配慮

管理監督者は、労働者の労働の状況を日常的

に把握し、個々の労働者に過度な長時間労働、過

重な疲労、心理的負荷、責任等が生じないように

する等、労働者の能力、適性及び職務内容に合

わせた配慮を行うこと。

(ロ)労働者に対する相談対応

管理監督者は、日常的に、労働者からの自

的な相談に対応するよう努めるとと。特に、長時間

労働等により過労状態にある労働者、強度の心

理的負荷を伴う出来事を経験した労働者、その他

特に個別の配慮が必要と思われる労働者から、

話を聞き、適切な情報を提供し、必要に応じ事業

場内産業保健スタッフ等や事業場外資源への相

談や受診を促すよう努めること。

ロ ラインによるケアを推進するための環境整備

(イ)管理監督者への教育研修及び情報提供

事業者は、管理監督者に対して、以下に掲げる

項目等を内容とする教育研修、情報提供等を行う

こと。

a ストレス及びメンタルヘルスケアに関する基礎

知識

b 管理監督者の役割及び心の健康問題に対す

る正しい態度

c職場環境等の評価及び改善の方法

d 労働者からの相談の方法(話の聴き方、情報

堤供及び助言の方法等)

6 心の健康問題を持つ復職者への支援の方法

f 事業場内産業保健スタッフ等及び、事業場外

資源との連携の方法

g セルフケアの方法

h 事業場内の相談先及び事業場外資源に関す

る情報

i メンタルヘルスケアに関する事業場の方針

j 労働者のプライバシーへの配慮等

k 職場でメンタルヘルスケアを行う意義

(口)管理監督者に対する支援等

職場の管理監督者は、職場環境等の改善、労

働者に対する相談、心の健康問題を持つ労働者

への対応において中心的な役割を果たす。事業

者は、管理監督者に対して、その方針を明示し、実

施すべき事項を指示するとともに、管理監督者の

活動を理解し支援すること。

また、ラインによるケアを円滑に推進するために、

事業場内産業保健スタッフ等による職場環境等の

評価と改善への支援、相談への対応等が行われ

るようにすること。さらに、管理監督者が、事業場

外資源から必要な情報を入手できるようにするた

めの支援を行うこと。

(3)事業場内産業保健スタッフ等によるケア

イ 事業場内産業保健スタッフ等によるケアの推

進

(イ)職場環境等の改善

a職場環境等の実態の抱握及び評価

事業場内産業保健スタッフ等は、職場巡視によ
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る観察、職場上司及び労働者からの聞き取り調査、

ストレスに関する調査票による調査等により、定期

的又は必要に応じて、職場内のストレス要因を把

握し、評価することι

職場環境等を評価するに当たって、職場環境等

に関するチェックリスト等を用いることによって、人

間関係、職場組織等を合めた評価を行うことも望

ましい。

b職場環境等の改善

事業場内産業保健スタッフ等は、職場環境等の

評価結果に基づき、管理監督者に対してその改善

を助言するとともに、管理監督者と協力しながらそ

の改善を図るよう努めること。

(ロ)労働者に対する相談対応等

a気づきの促進と相談への対応

事業場内産業保健スタッフ等は、管理監督者と

協力したり、職場環境等に関するチェックリストを使

用する等により、労働者のストレスや心の健康問

題を把握し、労働者の気づきを促して、保健指導、

健康相談等を行うこと。

心身両国にわたる健康保持増進対策(官官)を

推進している事業場においては、心理相談担当者

による心理相談を通じて、心の健康に対する労働

者の気づきと対処を支援すること。また、運動指導、

保健指導等のTHPにおけるその他の指導におい

ても、積極的にストレスや心の健康問題を取り上

げることも重要である。

b職場適応、治療及び職場復帰の指導

事業場内産業保健スータッフ等は、心の健康問題

を持つ労働者の職場適応を管理監督者と協力し

ながら支援すること。さらに、専門的な治療が必要

と考えられる労働者に対しては、その意思に配慮

しつつ、適切な事業場外資源を紹介し、必要な治

療を受けることを助言すること。また、休業中の労

働者の職場復帰についてi管理監督者及び事業

場外資源と協力しながら指導及び支援を行うこと。

(ハ)ネットワークの形成及び維持

事業場内産業保健スタッフ等は、事業場と事業

場外資源とのネットワークの形成及び維持に中心

的な1~割をt宣うこと。

口 事業場内産業保健スタッフ等の役割
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心の健康づくり活動におけるそれぞれの事業場

内産業保健スタッフ等の役割は、上記に示したほ

か、それぞれの種類に応じて次のとおりである。

(イ)産業医等

産業陸等は、職場環境等の維持管理、健康教

育・健康相談その他労働者の健康の保持増進を

図るための措置のうち、医学的専門知識を必要と

するものを行うという面から、事業場の心の健康

づくり計画に基づく対策の実施状況を把握する。

また、専門的な立場から、セルフケア及びラインに

よるケアを支援し、教育研修の企画及び実施、情

報の収集及び提供、助言及び指導等を行う。就業

上の配意が必要な場合には、事業者に必要な意

見を述べるι専門的な相談・治療が必要な事例に

ついては、事業場外資源との連絡調整に、専門的

な立場から関わる。

(ロ)衛生管理者等

衛生管理者等は、事業場の心の健康づくり計画

に基づき、産業医等の助言、指導等を踏まえて、

具体的な教育研修の企画及び実施、職場環境等

の評価と改善、心の健康に関する相談ができる雰

囲気や体制づくりを行う。またセルフケア及びライ

ンによるケアを支援し、その実施状況を把握する

とともに産業医等と連携しながら事業場外資源との

連絡調整に当たる。

(ハ)保健婦・士等

衛生管理者以外の保健婦・士等は、産業医等

及び衛生管理者等と協力しながらセルフケア及び

ラインによるケアを支援し、労働者及び管理監督

者からの相談に対応するほか、必要な教育研修

を企画・実施する。

(ニ)心の健康づ、くり専門スタッフ

事業場内に心の健康づ、くり専門スタッフがいる

場合には、これらの専門スタッフは他の事業場内

産業保健スタッフ等と協力しながら、職場環境等の

評価と改善、教育研修、相談等に当たる。

(ホ)人事労務管理スタップ

人事労務管理スタッフは、管理監督者だけでは

解決できない職場配置、人事異動、職場の組織等

の人事労務管理上のシステムが心の健康に及ぼ

している具体的な影響を把握し、労働時間等の労



働条件の改善及び適正配置に配慮する。

八事業場内産業保健スタッフ等によるケアを推

進するための環境整備

(イ)事業場内産業保健スタッフ等への教育研修

及び情報提供

事業者は、事業場内産業保健スタッフ等に対し

て、以下に掲げる項目等を内容とし、職務に応じた

項目については専門的なものを含む教育研修、

知識修得等の機会の提供を図ること。

a ストレス及び、メンタルヘルスケアに関する基礎

知識

b 事業場内産業保健スタッフ等の役割及び心

の健康問題に対する正しい態度

c職場環境等の評価及び改善の方法

d 労働者からの相談の方法(話の聴き方、情報

堤供及び助替の方法等)

6 職場復帰及び職場適応の指導の方法

f事業場外資源との連携(ネットワークの形成)

の方法

g 教育研修の方法

h事業場外資源の紹介及び利用勧奨の方法

i 事業場の心の健康づくり計画及び体制づくり

の方法

j セルフケアの方法

k ラインによるケアの方法

i 事業場内の相談先及び事業場外資源に関す

る情報

m メンタルヘルスケアに関する事業場の方針

n 労働者のフoライパシーへの配慮等

。職場でメンタルヘルスケアを行う意義

(口)事業場内産業保健スタッフ等への支援等

事業者は、事業場内産業保健スタッフ等に対し

て、心の健康の保持増進に関する方針を明示し、

実施すべき事項を委嘱又は指示するとともに、必

要な支援を行うこと。

また、事業者は、事業場内産業保健スタッフ等が

労働者の自発的相談等を受けることができる制度

及び体制を、それぞれの事業場内の実態に応じ

て整えること。

さらに、事業者は、事業場内産業保健スタッフ等

が事業場外資源の活用を図れるよう、必要な措置

を取ること。

なお、大規模事業場及び一定規模以上の事業

者では、事業場内に又は企業内に、心の健康づ

くり専門スタッフを確保することが望ましい。また、

心の健康問題を有する労働者に対する就業上の

配慮について、事業場内産業保健スタッフ等に意

見を求め、これを尊重することが望ましい。

(刑事業場外資源によるケア

イ事業場外資源の活用

事業者は、メンタルヘルスケアを推進にするに

当たって、必要に応じ、それぞれの役割に応じた事

業場外資源を活用することが望ましい。

特に、中小規模事業者等で、事業場内産業保

健スタッフ等によるケアを推進するために必要な人

材の確保が困難な場合は、地域産業保健センター、

都道府県産業保健推進センター、中央労働災害

防止笛会、労災病院勤労者メンタルヘルスセンター

等のそれぞれの役割に応じた事業場外資源の支

援を受ける等その活用を図ることが有効である。

口 事業場外資源とのネットワークの形成

(イ)大規模・中規模事業場等

大規模・中規模事業場等は、メンタルヘルスケ

アを推進するに当たって、専門的な知識等が必要

な場合は、事業場内産業保健スタッフ等が窓口と

なって、適切な事業場外資源から必要な時報提供

及び助言を受けること。また、必要に応じて労働者

を速やかに事業場外の医療機関及び地域保健機

関に紹介するためのネットワークを日頃から形成

しておくこと、

また、一定規模以上の企業に属する事業場に

おいては、企業内に心の健康づ、くりの専門スタッフ

を確保し、所属事業場におけるメンタルヘルスケ

アを推進することが望ましい。

(口)小規模事業場

50人未満の小規模事業場では、メンタルヘルス

ケアを推進するに当たって、事業場内に十分な人

材が確保できない場合が多いことから、必要に応

じ、地域産業保健センター等の事業場外資源を活

用することが有効であり、衛生推進者又は安全衛

生推進者に事業場内の窓口としての役割町rr河
を持たせるよう努めること。 組l.L通
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13むの健康三重量目指針恒三三応-毛 主白書山I

別紙

用語の意義

本指針において、以下に掲げる用語の意義は、それぞ

れ以下に定めるところによる。
(1) ライン……日常的に労働者と援する、現場の管理

監督者をしの。
(2) 産業医等…・・産業医その他労働者の健康管理等

を行う医陣をいう。

(3) 衛生管理者等…・・衛生管理者、衛生推進者又は

安全衛生推進者をし唱。
(4) 事業場内産業保健スタッフ......産業医等、衛生管

理者等及び事業場内の保健婦・土をいう。

(5) 心の健康づくり専門スタッフ…・・心理相談担当者、

産業カウンセラー、臨床心理士、精神科医、心療内科医

等をいう。

【→30頁から続く) あげられているが、これを読

んでもなお危棋は残る。)

12 また、ここで述べたような内容を盛り込んだ

・指針をたんなる行政指導に終わらせない

ための、法的裏づけを与えるような労働安全衛

生法令の抜本的改正が必要であると考える。

抜本的改正がすぐには無理であるのならば、

以下のような対応をすべきである。

①労働安全衛生法第22条の第5号として、以下

のとおり追加する。

「五心身の過重な労働を含む業務上のスト

レスによる健康障害j

②労働安全衛生法第27条第1項の規定により

労働省令を定め、次のような規定を設ける。

(1)ストレス疾患について事業者の賞任を明確に

する。

(2)衛生委員会を含め労働者の意見聴取その他

衛生管理への参加を保障する。

(3)衛生管理者、産業医等の職務や権限を明確

にし、マネジメントシステムを確立する。

(4)健康教育を徹底する。

(5)ストレス疾患についての対策を適切に講ずる

とともに、休職や復職についての保障を行う。差

別取り扱いを禁止する。

(6)関係者について守秘義務を徹底する。
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(6) 事業場内産業保健スタッフ等…・・事業場内産業
保健スタッフ及び毒事業場内の心の健康づくり専門スタッ

フ、人事労務管理スタッフ等をいう。

(7) 地域保健機関…・・精神保健福祉センター、保健
所、市町村保健センター等をいう。

(8) 響楽場外資源…・・・地域産業保健センター、都道

府県産業保健推進センター、健康保険組合、労災病院

勤労者メンタJνvレスセンター、中央労働災害防止協会、
労働者健康保持増進サービス機関等、産業医学振興財
団、日本医師会、都道府県医師会、産業医科大学、精神

科・心療内科等の医療機関、地域保健機関、各種相談

機関等の事業場外でメンタjドソレスへの支援を行う機関

及び労働衛生コンサルタント、産業カウンセラー、臨床

心理士、精神保健福祉士等の事業場外でメンタルヘル

スへの支援を行う専門家をいう 阻

(7)管理職全般についてストレス疾患防止につ

いての責任を明らかにする。

[労働省回答] r本指針は、メンタJレヘルスに関し

て事業者が行うことが望ましい措置を示すことと

する。J

今回のパブリックコメント手続に寄せられた意見

は全部で20件、指針とは直接関係のないものが

3件で、われわれの意見が11件付神奈川労災職

業病センターから2件)という状況で、この制度が

まだまだ、活用されていないことは残念であるが、以

上みてきたように、われわれの意見に対してはか

なり誠実に回答が示されたものと評価したい。

不十分な点は多々あるものの、今回の指針を

職場で生かしていくととが重要であるとの立場から、

今後、教育トレーニング等の実態をフォローする

とともに、指針の4(2)イ(イ)r職場環境等の改善J

に述べられたことを中心に、リスクアセスメント等に

役立つツールや改善事例などが豊富に、労使双

方が入手しやすいかたちで提供されるととを期待

したいし、われわれなりにもそのための努力をした

いと考えている。

また、不十分な点としては、やはりこのような取り

組みの枠組みを支える労働安全衛生法制の不備

がきわだ、った問題であり、その抜本的解決 町内

のための働きかけが引き続き必要である。 叫iムー



齢者の臨機能命静緬
じん肺健診時の留意事項を指示

最近、都道府県労働局から「じん肺健康診断実

施機関Jあてに、「労働省において作成したJとされ

る別掲のようなf医療機関の皆様方へくじん肺健

康診断における肺機能の評価に当たっての留意

事項について>Jという文書が通知されている(労

働省から事務連絡が出されているようだが、「部内

限j、f内容は通知で示されているとおりJということ

で開示されていなしミ)。

本文にあるように、今年3月付けでまとめられた

「高齢者の肺機能に関する調査研究報告書J(43 

頁に総括部分等を紹介)を受けて、高齢者のじん

肺健康診断における肺機能の評価に際して、 rrじ
ん肺診査ハンドブック』に記載された内容を基本とj

しつつも、 f同報告書の内容を参考にしてくださいJ

というものである。

本誌1997年5月号13頁で報告しているように、

労働省は、①じん肺診査ハンドブック、②標準エッ

クス線写真、③合併症、についての見直し作業を

進めているとされてきた。全国安全センターでは労

働省交渉のたびにその進捗状況を確認してきたが、

毎回f特段の動きなしjということできていた。高齢

者の肺機能の「評価Jについては、①じん肺診査

ハンドブックの見直しの柱のひとつと目されていた

問題である。

今回の通知が、これらの見誼し作業とど悶T甫

う関連してくるのか注意が必要である。 組↓胤

医療機関の皆様方ヘ

じん蹄健藤診断における肺機能の評価に
当たっての留意事項について

じん肺法(昭和35年法律第30号)第3条に定め

るじん肺健康診断の具体的実施手法及び判定に

ついては、「じん肺診査ハンドブックjに記載された

内容を基本として行うこととされていますが、近年

のじん肺有所見者の高齢化や医療技術の進歩と

いった状況を踏まえ、昨年度、労働省ではf高齢者

の肺機能に関する調査研究報告書jをとりまとめ

ました。この報告書では、高齢者の健康の概念や

肺機能検査の諸指標についての検査実施上の課

題から結果の評価までが整理されていることから、

じん肺健康診断における肺機能の評価に際して

は、「じん肺診査ハンドブックjに記載された内容壱

基本として、同報告書の内容を参考にして下さい。

また、特に以下の事項に留意して下さい。
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じん商高齢者の肺機能の詩画三三三日

1 肺機能の評価について

(1)高齢者の肺機能を評価するに当たっては、検

査結果に影響を及ぼす病態、ぱらつきの大き

さ等を念頭に置いて評価する必要があります。

(2)じん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6

号。以下f省令Jという。)第5条第1項第1号に

定めるスパイロメトリー及びフローボリューム曲

線による検査(以下「換気機能検査jという。)は

肺の換気機能に関する検査であり、省令第5条

第1項第2号に定める動脈血ガスを分析する検

査(以下f動脈血ガス分析jという。)は肺のガス

交換機能に関する検査です。両検査は異なる

機能をみており、換気機能の障害とガス交換機

能の障害とは必ずしもよい相関をしないことから、

どちらか一方の検査が他方を代用できるという

わけではありません。したがって、両検資を行い

肺機能障害の程度を最終的に判断する場合に

は、両検査の結果を含めて総合的に評価する

ことが望ましいです。

2 換気機能検査について

(1)換気機能検査は、被検者の最大努力に依存

した検査であることから同検査を実施するに当

たっては、被検者に対し適切な説明を行い、被

検者の理解及び協力を得るよう努めて下さい。

(2)換気機能検査の実施に先立ち被検者の全身

状態を確認して下さい。この時、被検者の換気

機能測定が禁忌である状態(表1参照)又は換

気機能が測定不可能あるいは困難な状態(表

2参照)である場合には、動脈血ガス分析を行っ

て下さい。また、その場合の状態について、じん

肺健康診断結果証明書(省令様式第3号。以下

同じ。)の「医師意見jの欄に記入することが望

ましいです。

(3)換気機能検査は、立位で行うことが望ましい

です。ただし、立位での検査が危険又は困難な

場合には座位で行って構いません。また、立位

以外の体位で検査を行った場合には、当該体

位及び当該体位で検査を行った理由について、

じん肺健康診断結果証明書の「医師意見jの概
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に記入することが望ましいです。

(4)使用する検査機器については、当該機器を

管理する施設において、定期的かつ継続的に

精度管理を実施して下さい。

(5)諸指標のうちV25は末梢気道病変の単期検

出に優れているとされてきましたが、ぱらつきが

大きいなどの問題点があり、他の諸指標に比べ

て信頼性に乏しいことを考慮して下さい。

3 動脈血ガス分析について

(1)動脈血ガス分析によって得られる情報は、肺

の換気機能に加えて体液の酸塩基調節に関す

るものも合まれていることから、循環器系合併

症を有する可能性の高い高齢者においては、

より重視する必要があります。

(2)動脈血ガス分析において、耳東血を検体とし

て測定することは、同検査によって得られる測

定値の臨床的信頼性が低いため適当ではあり

ません。

(3)動脈血ガス分析を正確に行うためにも、被検

者の測定時の呼吸状態を確認するとともに、採

血方法、検体管理、測定方法等に細心の注意

を払って下さい。

(4)肺胞気・動脈血酸素分圧較差(AaDo2)は肺

胞気と動脈血との聞の酸素分圧較差を求めた

指標であり、肺胞換気量に影響されないガス交

換障害を反映しています。しかしながら、AaDo2

は実測値である動脈血酸素分圧(Pa02)と動脈

血炭酸ガス分圧(PaC02)を基に計算で求められ

るものであることから、AaDo2を用いた肺機能の

評価を行う場合には、Pa02とPaC02も判断材料

として下さい。

4 その他の検査について

基本的には前述の換気機能検査又は動脈血ガ

ス分析により肺機能障害の程度を判断すべきです。

しかしながら、これらの情報で判断し得ない場合

には、「じん肺診査ハンドブックjにも記載されてい

るとおり、医師の判断に基づ、いて開ハンドブックに

列記されているfその他の検査Jのうち必要と認め

られる検査を行い、これらの結果を含めて総合



表 1換気機能測定が禁忌である状態 表2換気機能が測定不可能あるいは

困難な状態

的な判断を狩う必要があるとさ

れているところであり、当該検

査以外にも以下に掲げる検査

を参考にして、総合的な判断を

行っても構いません。

絶対的禁忌

急性心筋梗塞

くも膜下出血

意識F章容
精神神経疾患

胸痛を伴う解離性大動脈癌

その他絶対的な安静が必要な病態

痴呆又は理解カの低下

高度の難臆 ，(1)パルスオキシメーター
相対的禁忌

略奪血

気胸

不安定狭心症

高度の高血圧(収縮期血圧が200mm

Hg以上)

その他比較的安静が必要な病態

気管切開口の存在

顔面神経麻癖

口腔内疾患

合わない義歯

激しい咳激

激痛

その他

(2)運動負荷試験(多段階運

動負荷法又は漸増的運動

負荷法、6分間歩行試験)

(3)問診による呼吸困難の静

価

回

高齢者の肺機能に関する調査輔究報告書
平成12年3月

全国労働衛生団体連合会

I.はじめに

じん締は今なお代表的な職業性肺疾患であり、粉じん

作業従事者やその離職者に対しては、じん肺法(昭和35

年)に基づいてじん肺健康診断をはじめとする健康管理

対策が実施されている。粉じん作業従事者やその離職者

の高齢化が進む中で、検査精度の向上り直正な評価の確

保を図るためには、じん肺診査ハンドブック(改訂第4版、

昭和62年)の内容を基本としつつ、より新しい医学的知

見も取り入れる必要がある。

この様な状況の下、労働省委託事業として、平成9年

度から平成11年度までの3年間、高齢者の肺機能の評価

に関する調査研究を行った。具体的には、じん肺に限ら

ず高齢者の健康管理を対象として、国際的な現状も把握

しつつ、筒齢者の健康の概念からはじまり、検査諸指標

についての検査実施上の課題から結果の評価までを整理

した。

また、本調資研究に関連するものとして、じん肺労働

者の追跡研究、高齢健常者の追跡、研究についての成果

の一部も巻末に掲載した。

本報告は、3年間の調査研究を取りまとめたものであ

り、これにより、一層のじん姉対策の推進を期待するもの

である。

1. はじめに[左参照]

II 呼吸機能に及ぼす加齢の影響

1 加齢による呼吸線系の生理学的変化

2. 加齢による呼吸機能測定値の生理学的変化

III.呼吸機能測定における予測式と高齢者における評

価上の問題

1.正常値とは何か

2. 健常者の定義

3. 予測式作成上の潤題点

4. 高齢者肺機能の評価上の留意点

N.肺機能測定(スパイロメトリー)の特殊性と高齢者に

おける測定上の問題点

1 測定値の変動要因

2. 最大努力が行われたか

3. 測定時の体位の影響

4. 予測式によって求められる正常値

5. 検査機器の測定原理の影響

6. 機器の標準化の必要性

7. 精度管理の重要性

8 スパイロメトリーにおける指標と評価上の問題点

9. 換気機能測定における高齢者の問題点

v. 動脈血ガス分析の意義と評価上の留意点

1.動脈血ガス分析の意義

2. 高齢者における採血と測定における留意点
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3. 動脈血ガス分析結果の評価

VI 高齢者の肺機能並びに動脈血ガスの予測式(文献

的考察)

1. Jirfi機能予測式の問題点

2. 肺機能予測式の報告例

3. 動脈血ガス分析の予測式

VII.その他の指標

1.パルスオキシメータによる動脈血酸素化のモニター

2. 運動負荷試験

VJII.総括[以下に掲載]

的 1. じん肺疲例の15年追跡調査のまとめ

北屋大学医学部衛生学・公衆衛生学教授

相津好治

II. 日本人高齢者集団における肺機能正常値と疾

患病態における変動幅

東京都老人医療センター呼吸器科部長

木田厚瑞

III.総括

高齢者を対象として肺機能検査を実施する際の問題点

につき、以下の6項目を検討し本編に記載した。

1) I呼吸機能に及ぼす加齢の影響

2)肺機能測定における予測式と評価上の留意点

3) スパイロメトリーの特殊性と高齢者における測定上

の問題点

4) 動脈血ガス分析の意義と評価上の留意点

5) 高齢者の肺機能並びに動脈血ガスの予測式一文献

的考察

6) その他の指標

以下に検討内容のまとめを記す。

1) 肺機能の測定は、日常生活における呼吸機能の主

要な部分を客観的に評価するととを目的として時。従っ

て、その内容はできるだけ他党的、客観的なものであ

り、数量的に表現できる指標が望ましい。

2) 一般に、高齢になるほど生物学的な個体差と、これ

に偲人的に影響する交絡因子影響は大きくなる。その

結果、肺機能検査で数量的に表された正常予測値そ

のものにばらつきが大きく、特に平均寿命近傍の後期

高齢者の予測式には限界がある。

3) 肺機能mIJXE(スパイロメトリー)は、被験者の最大努力

を求める検査であり、高齢者の肺機能測定においては、

検査自体の身体的負荷を無視し得ず、さらに種々の測

定上の問題点が再現性に影響することから、その実施

と評価にあたっては本編で記したさまざ、まな条件を考

慮した総合的な判断が必要である。その際、考慮すべ

き測定条件をできるだけ明記し、総合的に判断しやす
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いように配慮すべきである。

4)スパイロメトリーの諸指標のうち、V25は細気管支の

早期変化を検出する指様であり著しい肺機能障害を評

価するものではない。また、測定法それ自体について

も種々の問題点があり、他の誇指標に比べて信頼性

に乏しいことを考慮すべきである。

5)動脈血ガス分析は、換気機能測定を目的とするスパ

イロメトリーとは独立した、呼吸機能評価の重要な客観

的指様であり、高齢者においてはより重視する必要が

ある。その際、かつて用いられた耳柔血を用いたガス

分析は条件による誤差が大きく、客観的な呼吸機能測

定には動脈血を用いたガス分析を行うべきである。

6) 動脈血ガス分析の評価に当たっては、AaDo2となら

んで実測値であるPa02とh∞zも判断材料とすべきで，

ある。

7)スパイロメトリー、動脈血ガス分析は、いずれも個体

の静的な状態における評価であり、日常生活における

動的な呼吸機能の評価とは希離する場合がある。その

ため、これを補完するものとして、運動負荷試験や問

診などの併用が考えられる。運動負荷試験は呼吸リハ

ビリテーション領域で広く取り入れられつつあるが、方

法論の標準化が今後の課題である。問診によるQOL

調査も、日常生活機能の質的評価にその有用伎が指

摘されているが、高齢者における客観性、再現性は十

分確認されておらず、さらに検討を饗する。

本調査研究の延長上にあるじん肺健康診断における

肺機能の評価においては、今後、上記の結論をふまえた

対応が望まれる。 四

高齢者の肺機能に関する調葺
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井上浩

1978年3月27日(月)晴義

休んで大森駅で串間さんと落合いT工業本

社に行く。4月からの顧問を引受ける。続いて

串間さんの事務所へ行く。M建設の中にある。

串間さんのような人がいることを考えると心が暖

まる。別れて中労委へ行き中津さん(当時審査

1課労働専門職。後に課長)に会い、安全セン

ターへ行く。蒲池氏は病気で早退。森住、山本

の2氏偶然来ていて法令集改正の打合わせ。

夕方S氏と蒲田で食事。(串間さんは、この2年

前に三田署長退職。年金も退職金も私よりは

るかに多く、顧問をされている会社には大会社

もあり収入も多かったo) 

3月28日(火)雨曇

0庶務主任執ように要求す。

1 年度末につき1人4万円づっ配分せよ。

2 相談員のN女史(元職員)は若干少なくて

も可。

3 他署も分配している。

4 前任の下形署長時代にもそうした。

5 分配しない署は旅行に行っている。

6 予算を残す必要はない。

よくゼニの欲しい男だ。江森さん来署。退職

挨拶状印刷代を取らず。協会で作った30周年

記念の安全衛生の参考書の出来具合をお互

いに喜び合う。代金3万円を渡す。朝日食品(西

武系列)の上石さん来署。退職後も毎月講演

に来てくれと。午後、市内のアカイ埼玉(株)の

定監。産業医の活動良好。南浦和で産労千葉

氏に会い原稿を渡す。営業へ異動しそうだ、と。
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3月29日(水)晴

署長用の新しい机が入る。0主任が知らな

い間に注文し、いままで使用していた机も勝手

に小川建設にやる。午後、曙ブレーキ工業の

定監。駒宮所長ほかに会う。一生の最後の監

督であるが何の感慨も湧かない。

3月30日(土)晴

昼食を職員会議の形式でみんなととる。午

後、日本ミニコンピュータと朝日食品に行く。

3月31日(金)曇

午後、県外出張しなかった職員に1人2万

円、した職員に5，000円、相談員のN女史に

1万円渡す。出張組の米倉技官返す。少ない

と感じたか?局益田衛生専門官へ電話。利根

産業の根本氏じん肺管理4になったと。非常に

うれしい。退職については感慨なし。国労本部

松田氏より電話。小倉工場5月17日10時間

部作協学習会と。(分配したカネはカラ出張で

つくり出したものであり、現在なら問題になると

ころである。0主任の要求額には達しなかった

が、特に3万円にした職員もいた。なお、私は

全く受取らなかった。)

(利根産業というのは、従業員80人で、酸化

鉄を原料とする着色酸化鉄等を製造していた。

これまで管理3が1名、管理2が3名出ており、

1973年度に埼玉労働基準局長指定の衛生管

理特別指導事業場であった。根本氏は管理2

であったが、肺浸潤で労災保険扱いでなく1977

年から小原療養所に入院していた。私は1978

年2月6日にそれを発見し、労災保険扱いに

しようとして努力していたのであった。同年2月

21日社長が来署し以下のような説明があった。

1 公害防止のため昨年1億5千万円、本年

1億円使用。(薬品月 200万円)

2 岡山に移転すればすべて解決するが、
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従業員が反対している。

3 同業の国内3社のうち30%を生産してい

る。

4 半導体の素材であるので生産について

は社会的責任がある。

5 西独と比較すると公害対策費が30%高

い。(日本 25万円、西独 20万円)

6 公害対策費について国際的な基準を定

めるべきではないか。

結局、根本氏は管理4になり労災保険が適

用されることになったのであった。)

(なお、当時の署の機密費の状況は次のよ

うであった。

76年6月1日 前署長より引継ぎ、

196，989円
78年4月1日後任署長へ引継ぎ、

343，202円

月別支出

76年 6月 104，115円

7月 95，270円
8 月 ~9 月 171，445円

10月 22，834円

11月 123，495円

12月 147，123円

77年 1月 58，030円

2月 43，199円

3月 102，555円

4月 47，756円

5月 19，432円

6 月 ~7月 126，865円

8月 31，022円

9月 24，155円

10丹 28，628円

11月 126，264円

12月 119，947円



78年 1月 51，080円

2月 79，071円

3月 93，970円

収入源はカラ出張を現金化したもの等であっ

た。この機密費という名称は正しくないが、正

規の予算の正規の使い方ではないので特特

会計という人もいた。これを直接扱っているの

は署長というのはほとんどなく、次長(たまに第

1方面主任という例もあったが)、第1課長、業

務課長ではなかったろうか。局においては各

課単位に持っており課長補佐がにぎっている

ことが多かった。ただし、監督課では課長補佐

がないので主任監察宮がにぎ、っていたようで

ある。私が監督係長のときは、私も一部をに

ぎ、っていたことがある。支出の内訳は大半が

慶弔費、諸会費等で内容そのものが不当なも

のはあまりない。社会的には必要な経費であ

るが、予算科目にない等の理由によるものが

多かった。もっとも前に書いたように、中には

100万円もの異動に伴う引越費を立替えさせ

て退さず、課長補佐をなげかせた豪傑局長も

いたりしたが、これは例外中の例外であろう。

また、この大事な出納簿を落として警察に届け

られたという四国の例もあるが、通常は職員

はもとより組合にも見せず担当者が大事にし

ていた。なお、酒やビールは現物が潤沢にあっ

たので、その分支出が少なくなっているかもし

れない。)

退職後の動き

4月1日(土)晴

暖かい春日和。桜のつぼみもふくらむ。局

工事中のため浦和署で辞令交付。局に行き局

長室で局長、各課長と昼食。鈴木氏。I旧署

長退職)と帰り労働基準協会連合会に寄る。

うらやましいと。(私が天下りしなくても生きて行

けるからであった。退職者は希望すれば全員

再就職先を紹介してもらえるが、最近は署長

退職者でも就職しない人が若干ではあるが生

じているようである。もっとも勤続年限が長い

人は年金だけで食べていけるし、特に奥さん

にも年金がある場合には相当な生活が保障

されるので当然だろう。なお、新規に事業をは

じめたり、家業に従事したり、また社会保険労

務士の資格はほとんど有していたが、それで開

業したりという人はあまりいなかった。基準局

に紹介された協会等の職は本省出身者と違っ

て給料が少なく、民間の建設業に入った元署

長などは給料も多いようであった。勤務できる

期間は早くて63歳、大半は65歳から67歳位

までだろう。それを過ぎると局署の相談員等と

して月 16日勤務で10万円前後だろうか。これ

も大よその定年はあるのだろうが75-----76歳を

超えて働いている人もいる。中には年に数百

万の収入の人もあるようで、この失業者の多

い時代にけつこうなことである。それらの給料

のほとんどの財源は労災保険料であり、労災

保険料一家といえそうである。しかし、それに

よる恩恵にも中央と地方とでは非常な格差が

あるようで、その点についていろいろと意見を

聴くことがある。外郭団体の分も含めた行政公

開の必要性が大きいといえそうである。)

4月6日(水)曇雨

署で益田新署長に事務引継ぎ後に、江森

さんの車で益田、西の両氏と同行して挨拶まわ

り。

4月11日(火)曇夜雨

寒し。午後行田署へ行く。西、浜田両氏から

記念に原稿書き用の太い万年筆をもらう。堀
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口屋で署の歓送迎会。労務士や江森さんも出

席。労務士の皆さんと加須で二次会。

4月13日(木)小雨曇

昨日から自治労岩手県本部(分裂前)に来

て碁石岬に杢る。豪壮な景色。12:42ーの開

発。夜、浦和市内“ふか川"で局幹部による送

別会。鈴木、布川lの2氏と出席。 (4月1日の退

職辞令発令後、4月3日から5日まで自治労岩

手県本部の学習会に出席。4月12日と13日

とは岩手県住田町の学校給食場の実態調査

等のために出かけた。これは前述したように松

岡三郎教授からのご紹介で、県本部はまだ左

右に分裂していなかった。)

4月14日(金)晴

午後、熊谷での労働関係官庁の歓送迎会

へ行く。毘鉄ストのため東武パスを乗り継いで

行く。時間なく飲食せずすぐ帰る。

4月19日(水)晴

国電を除き国鉄スト。午前、基準局へ給料

もらい等に行く。夕方、東武大宮公園駅近くの

“石見"で、一倉、西、浜田の3監督官が送別

会を聞いてくれる。一倉氏と二次会へ行く。

5月24日(水)晴

午後行田署へ。“魚七"で基準協会の歓送

迎会。局長も来る。暑の車で浜田氏に送って

もらう。

6月10日(土)晴

午後市民会館で局長も含めた局署有志に

よる送別会。K氏に答辞を頼むと、答辞でなく

52年当時の格下げ人事に対する不満から局

長攻撃まで続ける。自じらしい空気が流れる。

終って三次会まで行く。原田、会田、小暮の各

氏。行った先で小沢、木原、山本公、T、小林

の諸氏合流。T氏また監察官当時のことでか

らんでくる。(私はまた最後のときに失敗したの
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であった。この臼が何留かあった送別会の最

後だ、った。乙の日送別の対象になった人の中

では、序列としては川口署長であった鈴木さん

がもっとも上席者であった。したがって答辞は

当然鈴木さんがすべきであったが、私が出しゃ

ばって鈴木さんに話して、年齢、行政歴からいっ

てK氏(天下り先を頼まないζとと引き替えに

62歳まで勤務)が最も上位だから彼にさせた

らどうかといったのであるo鈴木さんは私のそ

の言葉にーもこもなく賛成じたのであった。

私の真意は、彼は戦前から工場監督行政

に入っていながら、一度は署課長からヒラに

落ちたり、監察官に発令されても長い間監察

官の仕事を与えられず、署長には最後までな

れずということで、それに同情して花を持たせ

るつもりだ、ったのである。ところが、彼はいきな

り自分は不当人事の被害者で、これはある人

間のせいだと大声でいいはじめ、局長以下い

やな顔をした。私は彼に何度も上司にざん言

をされ、また、わざわざ監察官としてー署を持

たせることも実現してやったのに最後まで煮え

湯を飲まされてしまった。そのため私は局長に

謝り、いやな思いをした。また、T氏がからんだ

というのは、労災保険の仕事をためて仲間が

因っていたので、局長の特命もあって監察官

として私がやかましくいったのが原因である。

私のいいかたが悪かったのだろう。

なお、K氏については84年6月26・27日の

両日、彼の居住している I市の市民講座の講

師に招かれたとき、市役所の係に彼のことを

たずねたら、 K氏のおかげでゲートボールに

来るお年寄りがいなくなり困りましたということ

であった。やはり、まだ傭在だ、ったようである。

全く最後までいやなことがあった。) 回
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ブラジルにおけるアスベストへの職業曝露

既報のとおり、本誌をお届けする頃にはブラジル・オサスコで国際アスベスト会議(9月17-20日、

http://www.ibas.btinternet.co.uk/Conf_Update.htm参照)が開催され、日本からも全国安全セン

ターの古谷杉郎事務局長をはじめ4名が参加する予定である。本国際会議の背景を理解する一

助として、InternationalJournal of Occupational and Environ-mental Health， Vo1.3， No.2， Apr-

Jun 1997所収の標題の論文を紹介する。EUのアスベスト禁止指令の採択やブラジル環境大臣

がアスベスト禁止導入の意向を表明するのは、この論文発表の2年後のことである。

著者は、ブラジル労働安全衛生庁の監督官であるフエjレナンダ・ギ、アナジ(PernandaGiannasi、

1999年1・2月号38頁、同年4月号31頁、2000年4月吟31頁も参照)とフランス国立衛生医学研

究所(INSERM)のアニー・デボモニ(AnnieThebaud-Mony)医師。前者同今回の国際会議の面IJ

議長、後者は全体会議「各国においてアスベスト被災者および、アスベスト反対キャンベーンの集

団的抵抗戦略をいかに組織するかjの座長を務めることになっている。

諸国において実施されているアスベスト使用の全

面禁止を採用しなければならない。開発途上国に

おいてこれを成し遂げるうえでの障害には人をひ

るませるものがある。

x x x 
現在多くの産業化諸国で起きているアスベスト

関連疾患の流行は、過去の出来事の結果である

が、将来の石綿肺ゃがんの種子は今なお世界中

に蒔き続けられている。企業の食欲さと政治家た

ちの不誠実さ、勇気の欠如というふたつのよく知ら

れている状態は、アスベスト関連疾患の災厄を次

世紀にまで持続させることになるだろう。

ヨーロッパやカナダのアスベスト企業は、長い間

開発途上国におけるアスベスト産業への規制の

欠如を利用してきた。被らの活動は弱い立場にあ

る労働者を搾取し、そうした人々が医療を受けら

れないことは、アスベスト関連疾患の静かな流行

をもたらしてきた。現在、開発途上諸国において

は、石綿肺やアスベスト関連がんのほとんどすべ

てのケースが確認も報告もされておらず、また補

償も受けていない。ブラジルは、乙の増大する問

題の注目すべき実例を提供している。アスベスト

関連疾患の流行を食い止めるために、ブラジルお

よび他の多くの開発途上国は、現在多くの産業化
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企業にとっての聖域としての開発途上諸国の無

防備さから、将来もアスベストの採掴や生産を保

障されていることは明らかである。開発途上国に

おいて継続されている探査活動によって新たな埋

蔵鉱石が発見され、その結果、アスベストの採

掘、製造、生産を、事実上健康の観点からの規制

なしに実施できる自由貿易地帯が拡張されるとと

になるだろう。

カナダや他のアスベスト輸出閣は、開発途上諸

国をアスベストの大きな市場として期待している。

開発途上国におけるアスベストの使用の増加が、

産業化諸国における巨大な市場の喪失を埋め合

わせてきた。ケベックのアスベスト研究所の季刊

誌は、アジア、アフリカ、ラテンアメリカにおける積

極的な販売努力について描いている。

不幸なことに、現在のアジア、アフリカ、ラテンア

メリカおよび、東ヨーロッパにおけるアスベスト使用

の現状は、アスベスト粉じんの結果を労働者や政

府が認識する以前の産業化諸国の状態と似てい

る。この無知と貧困の搾取はカナダ政府によって

強く支えられている。しかし、カナダだけではなく、他

のいくつかの政府もまたこの悪習に関与している。

ヨーロッパの多国籍企業であるエターニト(スイ

ス)およびサンゴパン(フランス)は、ブラジルにお

ける嘆かわしい搾取の麗史を提示している。この

ふたつの多国籍企業は、ブラジルだけでなく他の

ラテンアメリカやブラジルのアスベストを輪出する

諸国にも巨大な市場を開拓した。

@ブラジルにおけるアスベスト

ブラジルは、ロシア、カナダ、カザフスタン、中国

に次ぐ、世界第5位のアスベスト生産国および消

費国である。ブラジルは毎年237，000トンのアス

ベストを生産している。ブラジルのアスベストの半

分以上がエターニトやサンゴパンがつくったヨー

ロッパの共同企業体によって採掘されている。ブ

ラジルは毎年70，000トンのアスベストを、主に日

本、インド、タイ、ナイジェリア、アンゴラ、メキシコ、

ウルグアイ、アルゼンチンに輸出している。

1980年代まで、アスベスト含有製品の生産、消

費および分散は、何の職業および環境曝露に関
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する規制や管理も受けずに行なわれてきた。 19

60年代から1970年代、ヨーロッパやアメリカがア

スベスト曝露の制限に動いていた時期に、ブラジ

ルの労働組合や社会運動は軍事独裁体制のた

めに、自ら意見を表明することができなかった。

l カナダの年間人口1人当たりのアスベスト使用量

が500g、アメリカでは年間人口1人当たり100g未満

であるのに対して、ブラジルのアスベスト使用最は

平均して年間人口1人当たり1，400gにも達する。ア

メリカや他の産業化諸国がアスベスH吏用量を段階

的に廃止しているのに対して、ブラジルの消費量

は、他の第3世界諸国と同様に、毎年約7%の割

合で増加し続けている。カナダは世界第2位のア

スベスト生産国であるが、自らはその生産量のわ

ずか29%しか使用していない。他方、ブラジル

は、アスベスト生産量の70%を自ら使用し、現実

にカナダのアスベストを輸入してもいるのであるo

e健康への影響

ブラジルにおける死亡の約25%が死因が確認

されていない。このことは、真のがん死亡率や中

皮腫、肺がんや石綿肺に関連した死亡の発生率

を知ることは不可能であるということを意味する。

ブラジルではアスベスト労働者の疫学的研究はこ

れまで実施されたことがない。アスベストに曝露し

た低所得労働者の大多数が、がんの診断を合め

た医療を受ける機会がない。そのうえ、生産工場

や建設現場の近くでアスベストに曝露したり、他の

環境曝露を受けた人々を陸学的に評価するため

の手段も存在しない。

医療機会の欠如としち問題を倍加させることとし

て、非常に高い労働者の転職率がある(あるアス

ベスト工場では毎年90%にも達する)。指定契約

期間終了後に労働者が見境なく解雇されるという

状況においては、この慣行は、公衆衛生当局が

職業病の発生や労働者の認識を管理するための

戦略と言ってよいかもしれない。さらに、医療シス

テムにおいて、医師が、十分な労働涯学や職業

病の労災補償の権利を労働者に知らせる自由に

ついてのトレーニングを受けていない。解雇され

たり、退職した労働者の医療的フォローアッフ。もな



されていない。したがって、ブラジルにおいては、

アスベスト曝露による職業病はほとんど確認も報

告もされず、補償を受けることもない。

エターニトの医療管理者は、 1978年以前は、企

業が医療記録を保存しないのを許してきた。オサ

スコにおけるエターニトのアスベスト工場は、50年
以上にわたって操業し、常時約2，000名の労働者

を雇用していた。医療管理者は、多数の肺腺維症

の事例については言及したが、石綿肺について

はわずかである。企業からはがんの事例につい

て報告されたととはない。病気と診断されなかった

労働者が工場を去るよう求められ、ある者には退

職手当も支払われなかった。

後に、工場が閉鎖されてから、労働者たちが地

方の保健事務所に病気を報告するようになった。

地元の診療所で診察を受けた最初の12名の労

働者のうち、4名は石綿肺、7名は胸膜肥厚、1名

は4か月後に死亡したが、標準エックス線写真に

胸膜がんがみられると診断された。莫大な数の元

労働者を突き止め、彼らの健康の状態を確認しよ

うという努力は、企業による妨害を受けた。

骨政府による保護

ブラジルでは、およそ3，000種類のアスベスト含

有製品が存在している。主要には、アスベスト・セ

メント、摩擦材、紡績産業、およびフ。ラスチック、化

学、家具製品に使用されている。ブラジルにおけ

るアスベストの使用は1960、1970年代にはじま

り、当時、 fブラジルの奇蹟jとして知られた。

1986年時点の、ブラジルのアスベストの職場曝

露限界は4繊維/ccで、アメリカの限界値0.2繊維/

ccの20倍高かった。しかし、このような比較は開

発途上諸国におけるアスベスト労働者の状態を

伝えるのにはほとんど役に立たない。ブラジル環

境保護庁の長宮は、 1986年に、労働者の保護を

担当するこの労働機関は「ほとんど機能しておら

ずj、「非常に無力であるJと書いている。 1980年

代に、ブラジル当局がアスベスト製造事業におけ

る健康リスクについて調べ始めたとき、政府は、

標準的な大気モニター装置を入手し、測定を実施

するのに企業に頼った。

法律や規則が存在するにもかかわらず、管理さ

れないアスベストの使用は開発途上諸国におい

て一般的にいまもみられる状視である。Dr.Rene 

Mendesは、ブラジルのアスベスト産業には3万人

の労働者が雇用されており、その多くが小工場

で、条件が悪いために労働者の入社後5~10年

で石綿肺が診断されていると言っている。

1986年初め、ILO第 162号条約が承認された

のに伴い、労働省のコーディネートによって、ブ

ラジル団体問アスベストグループ(GIA:Grupo 
Int巴rinstitutiomi.lAsbesto)が創設された。GIAの

目的は、アスベスト・セメント産業における健康リ

スクを評価し、労働者を教育し、また、他の諸国の

ものと調整のとれたアスベスト曝露の規制方針を

確立することであった。

最初のアスベスト曝露の健康アセスメントは、ブ

ラジル最大のサンパウロ州の9つのアスベスト・セ

メント工場において実施された。これらの工場に

は3，500名の労働者が働いていた。2年間にわた

る調査の結果は、石綿肺、エックス線上の異常所

見および健康不良による解躍を含む、労働者に

対する重大な健康影響を示した。この調査の結

果、アスベスト・セメント産業の使用者たちは労働

者の代表と、アスベスト曝露のよりよい管理を開

始するための全国協定に署名した。

より最近の協定では、管理の対象をリスクを生じ

させる発生源にまで拡張している占曝露限界は現

在は0.4繊維/ccである。さらに協定は、製造工場

における下請労働者の使用を禁止している。この

協定は、安全委員会を確立し、その委員の選出は

労働者の管理のもとで行なわれる。鉱山部門に

も、同様の協定が採用された。

1991年、ブラジル連邦政府は、職場の曝露限

界を2繊維/ccに引き下げ、ILO第 162号条約を

批准した。

こうした規制は、職場におけるハザーズを管理

するための重要なツールを意味している。管理

は、労働組合がGIAの調停を要求することのでき

る工場や企業においてのみ履行され得る。例え

ば、まったく規制されていないアスベスト醸露を伴

うブレーキやクラッチの交換作業が行われる自動
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車修理屈の30万名以上の労働者には履行され

ることはない。

アスベストの産業利用についての世界の教訓

からは、アスベスト関連疾患の終着を保障する唯

一の道はアスベストを禁止することであるという結

論が導き出される。スウェーデ、ンや他の産業化諸

国において実施されているこのアプローチは、厳

重な規制とその執行が禁止に代わる実行可能な

代替策とはなり得ない開発途上諸国においてこそ

必要である。

ブラジルにおける指導的な労働組合は、アスベ

スト採銅・生産産業が国の重要な産業であるにも

かかわらず、政府がアスベストを根絶するよう求

めてきた。1994年、労働者、政府と自動車部品産

業は、 1998年までに段階的に摩擦材からアスベ

ストを禁止することで同意した。イタリアの(アスベ

スト禁止)法律が実施された時、 1993年4月に、

GIAはアスベスト禁止ヨーロッパ連合(BAEF)が

ミラノで開催した国際セミナーfアスベスト禁止jに

招かれた。 fミラノ・アピールjとして知られる最終的

に承認された文書は、科学者、技術者、労働組

合、国会議員たちが署名し、セミナー参加者にア

スベスト製造の開発途上国への移転に反対する

よう勧告した。このような国際的イベントに触発さ

れ、また国際化する市場の趨勢を考慮して、ブラ

ジルの国会議員および州・市町村議員たちは、ブ

ラジルにおけるアスベストの段階的禁止から全面

禁止までの広範聞にわたる法案を提出した。

こうした法案のなかで、開発途上国におけるアス

ベスト規制の成り行きとして典型的なものがひとつ

ある。その法案は、 1993年に、連邦議員Eduardo

Jorgeによって連邦下院に提出された。理由はよく

わかっていないが、既存の委員会(環境、科学技

術、その他)によるレビューに対立するものとし

て、この法案を検討するための特別委員会が設

置された。この特別委員会の委員は、基本的に、

主にアスベスト産業が所在している州選出の下院

議員たちであった。この提案は、そのメリットの再

検討を求めるいくつもの要求にもかかわらず、 6

か月たらず、のうちに却下されてしまった。

代わりの法案が下院と上院によって承認され

52 安全センター情報2000年10月号

た。これは、アスベストのf管理使用 (controlled
use) Jの継続を保障するものであったoこの提案

は、アスベスト産業とその資金提供を受けたロビイ

ストだけでなく、一部の労働組合運動からも支持さ

れた。

にもかかわらずGIAは、アスベストの健康リス

クに関心をもち、アスベストのf管理使用Jというこ

の問題で妥協しようとしない新しいタイプの労働組

合の指導者たちに直面することになった。アスベ

スト禁止を支持する彼らの姿勢は、共に全国的な

影響力をもっCUT(Central Unica dos Trabal-
hadores)およびForcaSindical [いずれも国際自

由労連(IC町 U)加盟のナショナルセンター]傘下

の労働組合に支持された。このようにして創られ

た強力な労働組合のグ、ルーフロが、ブラジルにおけ

るアスベスト禁止の運動に関与していった。

.サンパウ口国際セミナー

1994年3月にサンパウロでの第2回国際アスベ

ストセミナーが計画された[1995年6月号参照]。

ミラノ・セミナーを発展させて、サンパウロ・セミ

ナーでは地球規模のアスベスト禁止が強調され

た。アメリカ、パナマ、ベルー、チリ、フランス、イギ

リス、イタリアから、労働組合やNGOの代表、国

会議員、科学者らがこのイベントに参加した。外

国政府の代表はいなかった。とのセミナーはブラ

ジル労働省がスポンサーとなり、 CUTやForca

Sindical等の労働組合が、このセミナーに協力

し、このイベントの正当性を支持した。にもかかわ

らず、このセミナーは国内および国際レベルで激

しい議論の的となった。

この会議は非常に緊張した雰囲気の中で開催さ

れた。カナダ政府、フランスのアスベスト委員会や

ブラジルのアスベスト製造業者たちは、公然とサン

パウロ・セミナーに反対を表明した。アスベストが

禁止されたら地域全体が雇用を失い、生活に困

窮するかもしれないという、口ピイストたちによる暗

黙の説得に影響された地域住民による抗議も行

なわれた。会社よりの労働組合の影響を受けて、

鉱山やアスベスト・セメント産業の労働者は、雇用

の喪失を心配するようになった。彼らは、「アスベ



ストの無害な使用に関する全国発展協定jに署名

して、管理使用アプローチに支持を与えた。この労

働者たちの動揺は、ブラジルにおける社会的矛盾

の深刻さを示すものであり、それは労働組合運動

にも影響を与えている。

サンパウロ・セミナーの最後に、サンパウロ宣

言が採択された。このサンパウ口宜雷は、すべて

の種類のアスベストの生産、加工、使用は労働者

と市民の健康に対する重大なリスクであると断言

した。それは、ブラジルなどの諸国にアスベストを

輸出している多国籍企業(エターニトおよびサンゴ

バン)を告発し、彼らが用いる「アスベストの管理使

用jのような脅迫と情報隠蔽を非難した。サンパウロ

宜言は、すべての国の政府に、いかなるかたちの

アスベストの使用も即時禁止することを実行し、無

害であることが証明された代替製品の使用を促進

し、[アスベスト禁止によって失われる]雇用を保障・

創出し、アスベストを含有したすべての建築物を安

全に解体し、また、アスベスト被災者に医療と補償

給付を支給するよう要求した。また、アスベストの

ない世界という共通の目的のための、ヨーロッパ、

アメリカ、アジアの連携からなる世界規模のアスベ

スト禁止ネットワーク(BAN)が創設された。

事アスベスト産業の専門家たち

スイス・ジュネーブの世界労働機関 (ILO)から

医学専門家がひとりサンパウ口・セミナーに参加

した。Dr.Michel LesageはILOの公平な立場の代

表として出席した。驚いたことに、彼は、産業界の

代表たちと一緒に座り、ブラジルにおけるアスベス

トの使用を促進し、アスベスト禁止に反対するとい

う彼らの意見を共有した。後に、Dr.Lesageは、長

い間、ケベック・アスベスト鉱山協会およびカナダ

のアスベスト研究所をスタッフとして代表していたこ

とがわかった。4年前、フランス労働省を代表して

いると称するDr.Marianne Sauxがブラジルに

やってきて、産業界の代表と同じ立場をとったこと

があった。FrancoisMalyeのrAmiante Le Dossier 

de L'air ContamineJと呼ばれる文書で明らかに

なった一連の劇的な暴露によって、Dr.Mariann巴

Sauxは当時、実際はサンゴパンに雇われていた

ことが判明した。ここに、偽りの信任状という仮装

とそこに隠されたきわめて不愉快かつ非倫理的な

もくろみをみることができる。

骨結論

ブラジルは現在のところ、開発途上諸国のアス

ベスト採掘および生産に伴う経験に十分学んで

いない。強力な私企業の利益と政府の共謀によっ

て認識が妨げられているが、職業病が流行してい

る。ブラジルは、アスベストの生産と消費の有害な

影響を告発するのに、アスベストによって引き起

こされる損害の疫学的評価など待っていることは

できない。

ブラジルの労働組合は現在、勇敢にはっきりと

アスベストの採掘および生産の禁止を要求してい

る。開発途上国におけるアスベスト曝語による長

期的な社会的および医療的コストは、ヨーロッパ

におけるアスベスト禁止運動の影響を受けてき

た。開発途上国においては、産業の発展に大きく

依存しているため、危険なまた環境的に時代遅れ

の産業が容認されやすく、その中でアスベスト禁

止を要求することは並外れたことであり、称賛す

べきことである。

その過程のあらゆる段階において、サンゴバン

とエターニトに代表されるブラジルにおけるヨー

ロッパ企業は、労働組合のアスベスト禁止に向け

た努力に反対してきた。彼らは、公衆衛生よりも私

企業の利益の擁護に関心を持つカナダ政府およ

びブラジルの政治家たちと結びついてきた。

サンゴパンは、アスベスト規制に関する欧州連

合(EU)におけるフランスの政治戦略に強力な影

響力をもっている。すでに園内レベルでアスベスト

を禁止しているいくつかの諸国は、ヨーロッパ全体

においてアスベストを禁止するヨーロッパ指令を

要求し続けている。かかる指令は、ヨーロッパの

多国籍企業が活動するすべての諸国に拡張され

るべきである。フランスは、 1997年に自国におけ

るアスベスト禁止を発効させながら、ヨーロッパお

よびそれ以外の地域においてアスベスト生産を擁

護する諸国の中で指導的役割を果たして開T甫

いる。 組l.l.dI
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1万3千余名を追跡して手帳制度を周知
神奈川・3年間にわたる石綿業務の健康管理手帳周知事業

-石綿業務に健康管理手帳

1996年3月27日付けで、労働

安全衛生法に基づく「健康管理

手l握jの交付対象が拡大され、「両

肺野に石綿による不整形陰影が

あり、または荷綿による胸膜肥厚

の陰影があることJを要件に、石

綿(1%以上含有製品を含む)を

製造または取り扱う業務に従事

していた労働者も対象に加えられ

た。この健康管理手帳は、がん

等の重度の健康障害を発生させ

るおそれのある業務に従事して

いた労働者の、離職・退職後の

健康管理を目的としたもので、手

帳所持者は毎年2回指定限療機

関等で無料で健康診断を受診す

ることができる。

石綿対策全国連絡会議や全

国安全センターは、自ら宣伝に努

めるとともに、この制度の拡大充

実および対象となる労働者への

周知徹底を因るよう求めてきた。

制度の改善を求めている点は以

下のとおりである。

①当該労働者からの申請を待

たずに該当者にはもれなく交

付するようにすること。

②健診を受けることのできる医

療機関等を「すべての労災指定

医療機関等Jに拡大すること。

③手帳交付対象者を芯綿(製
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品)製造・取扱業務に従事した

ことのあるすべての労働者に

拡大すること。

石綿(製品)製造・取扱業務従

事者にかかる健康管理手帳の新

規交付実績は労働省は位、 19

96年度14人、1997年度113件、

1998年度75件(1998年度末時点

での所持者数が202名)。健診受

診者数は、 1996年度0人、 1997

年度98人、 1998年度216名。

・神奈川が交付件数の 1/3

一方、神奈川労働基準局によ

ると、同局管内における健康管

理手帳の新規交付実績は、 1997

年度7件、 1998年度25件、 1999

年度54件である。1998年度でみ

ると、全国75件のうちの3分の1

が神奈川ということになる。

これは、全駐労神奈川地区本

部等からの要請を受けて、神奈

川県(横須賀渉外労務管理事務

所)が3年間かけて実施した「在

日米海軍横須賀基地の石綿業

務従事退職者に対する健康管理

手帳制度周知事業Jの成果を反

¥映したものである。

ことの発端は、 1996年3月に

日本産業衛生学会において奈良

医科大学車谷典男講師伺教授)

らによる横須賀基地退職者のコ

ホート研究が発表され、その関連

記事が6月11日付け東京新聞の

1面で「アスベスト職場『肺がん死

亡率通常の3倍に』米海軍横

須賀基地造船労働者初の疫学

調査j等と報道されたとと(1997年

1・2月号27頁参照)。同年6月25

日に全駐労神奈川地区本部か

ら神奈川県知事あてに申し入れ

がなされ、県議会での質疑、防衛

施設庁や神奈川労働基準局等

との協議、県職員が、 1997年の

日本産業衛生学会のアスベスト

関係の発表を傍聴したり、全駐労

や神奈川労災職業病センター、

横須賀中央診療所等と3聞にわ

たる「基地退職者健康管理体制

勉強会jを開催するなどの経過を

経て、 1997"""1999年度に事業

が実施されることになった。

敗戦後横須賀に米軍基地が

設置され、 1948年4月に渉外労

務管理事務所が設置されたが、

従業員登録繋が残存していた19

48(昭和24)年度から1981(昭和

56)年度の聞に退職した約5万名

の従業員の行方を追跡して、健

康管理手帳制度を周知しようとい

う吋士大Jな計画であった(1982(昭

和57)年度か臼侍化則による石綿

特別健康診断実施)。

今年4月に同事業の報告書が

まとめられているので、その概要

を紹介しよう。



①1万3千余名をリストアップ

まず、挨に埋もれていた従業

員登録票に記載されている本籍

に基づき、市町村に調査表を送

付して戸籍附寮による調査を依

頼して、 f石綿業務に従事してい

たと判断されるj元従業員の現住

所と生存を確認する。

対象業種についてはSRF(艦
船修理部)は間接曝露も考癒し

て業種を問わず全員、場所が広

範囲にわたる響備員、危険な場

所にも出向く消防関係の業種も

対象とされた。

従業員登録票から対象者を引

き抜きコンピュータに入力した数

は、最終的に13，353件になった。

②全国!こ現住所と生存を確認

全国市区町村に対する調査を

円滑に進めるための事前調整と

①「お知らせ」に対する反応

して、以下のようなことを実施して

いる。

-横浜地方法務局横須賀支局

と全国市町村への調査依頼方

法について相談。区制施行に

よる分区や市町村合併、町村

名の変更・廃止や発生、境界

変更・管轄変更、住居表示変

更等長年にわたる行政上の変

遷への対応方法について指導

を受けた。(全国には市区町村

が3，2315(指定市12、市658、
町1，993、村575あり、調査依

頼先となる事務所は6，950機
関。全国市区町村への事前通

知は無理との結論。)

・現在使用されていない地名を

現在の表示にするためまたは

調査依頼先の事務所を確定す

るため、分県地図併地名総覧

と市町村役場便覧を購入した

(判断不能の時には現地に電

紹介・相談の概要

¥ 九三-各地の便り:I

話確認)。

・調査依頼先である横須賀市、

横浜市など近隣11市区町村

に出向き、調査方法について

具体的に説明するとともに、事

前に要望などを開き、協力を要

請した。

・全国調査を迅速に進められる

か検討するため、まず東京都

庁総務局行政部区政課と折衝

し、検討を依頼した。

-個人情報について、条例に基

づ、く個人情報保護審議会への

事前調整や登録依頼手続等

について県政情報室の指導を

受けた。

-実施の際に対象者からの照会

に対処するため、労働基準監

督署と横須賀中央診療所に依

頼して、2回研修会を実施。三予

想される照会に対しては「質疑

応答集Jを作成した。

-何十年も前のととなのに、よくも居所を探し連絡してく

れて感謝する

-入院態、者やホスピス入所者の世話をする家族にとって、原

因が分からず不安だったが、これを見て原悶追求の参考に

なると思った

・こんな昔のことまで心配してくれるなんて、行政も変わっ

たね、生きていて良かったと思うよ

-夫は亡くなったが、このお知らせに感謝していたので

お礼を言います。

・乙のfお知らせjを見て、何となく心配になったので医者

と相談してみる

-パンフレットの症状にマッチすることが多いので心配に

なり診察に行った

-今まで、体の不調の原因が分からないままだったが、

これを見て納得できたまたはアスベストが際悶だったか
もしれないと疑問を持つようになった

・息子夫婦など他の人から変な咳だと言われでもとくに

気にしなかったが、これ見て自覚したので、医者に棺談

してみる

②対象者の状況

・過去に入院を経験したり紳がん、肺結核、肺炎、肺気腫、

肺腺維症、肺浸潤、じん姉、目指息、気管支拡張症、肋膜炎、

など既往症との関わりを心配したり疑問を持つようになる

.風邪が治らず、微熱も続くれわざわざ申請するのも面倒だ

.風邪をひくと治らず、疲がからみ、家族が心配するから申

請してみる

-霞接アスベストを扱ったとともないのに何故送叶1てきたのか

.老人医療だし健康手帳もあり、毎年健康診断もCTスキャ

ンもしてもらえる

-老人医療で毎月通院している、もう年だし横浜まで行くのは

無理である

.x線写真を申請のため撮り直すのは自己負担と病院で言
われたので、断った
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全岡市区町村への依頼は19

98年4~10月に行なわれたが、

依頼先は結局北海道から沖縄ま

で全48都道府県にまたがる1，5
13機関となった。

依頼先には、①調査協力依

頼、②回答書、③交付申請書(戸

籍謄本、戸籍附票、除籍謄本、

住民票写し、外国人登録原票写

し)、④現住所等調査表、⑤返信

用封筒、を送付。送付した調査表

の回答楠は最終所在地、転籍

地、死亡、不明の区分により記載

してもらう形式だったが、実際の

回答は戸籍購本等の現物が同

封されるものが多かったとのこと

である。

全国から返送されてきた回答

数は18，686件となり、調査依頼し

た市町村の機関は延べ数は戸籍

関係で2，206、住民票関係では

156、合計2，362機関となった。

③対象者個人へ資料等送付

現住所が判明した対象者に

は、①「健康管理手帳制度のお

知らせJ、②「基地従業員の健康

管理のために(アスベストz 石綿)

についてj、③労働基準局一覧、

④健康管理手帳の交付申請書、

が個別に郵送・周知された(封筒

には「重要一健鹿管理手帳制度

のお知らせjと表示)。なお、①、

②については、車谷氏や横須賀

中央診療所等が作成に協力して

いる。現住所が判明した対象者

から順次発送することにして、 19

98年5月から発送が開始された。

戸籍や住民票による調査には

限界があり、戸籍・住民票の所在

地がわからない不明件数が2，5

00件以上となったため、最終チェッ

クも実施された。これは、登録業

を再度見直し、手がかりとなる事

項を見付け、電話 (111長)、明細図

により再調査を行ったもので、こ

れにより、260人の所在地と62人

の死亡が確認された。

こうして最終的には6，599人に

送付し、そのうち周知できたのは

6，374人(神奈川県内4，929人(内
横須賀市3，187人)、県外1，185、
不明分再調査260人)であった。

対象外とした死亡者が4，677人と
なったので、対象者13，353人のう

ち判明した者は11，051人となり、判
明率は82.8泣いう結果であった。

④健康管理手帳の交付申請

送付された健康管理手帳交付

申請書により実際に労働基準局

に申請するために、従事期間証

明書の交付を求めてきた者は124

人であった。当初は、周知できた

者のうち慢性気管支炎(29.l%)の

人の50%くらいの申請があるもの

-簡単なら出すけど、いつまでに出すのか、すぐ出さなきゃ

いけないのか

-手帳をもらい、健康診断を受けて何か見つかったら、

その後フォローとして何かしてくれるのか

・申請の時に聞かれると図るので、忘れている背のこと

を教えてもらいたい

・父は入院している、お知らせが還すぎるのではないか

.子供の頃に肺炎だったので、今でも年2聞の健康診断で

疑いありといつも言われるが、大きな写真ならOKである
.，肺がくもっていて疾が出るので止め薬をもらっている、

横須賀共済ではかなり進行しているので労災申請を進

めると言われた

・年金暮らしなので医者に出向いたら6，500円の実費を

取られたのは痛い

・「お知らせjをもらってけっこう緩つが、テレビを見ていて

心配になり電話した

-横須賀共済で年2回の診療を受けていたけど、70歳を

越したら面倒なのでやめた

・身体障害者の手|慢を所持していれば費用はかからな

いと思っていた

③申請時の状況

く本人>
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-肺がんなら労災補償がもらえると仲間から聞いている

けど

-胸膜肥厚の人も4~5 人いた

・じん怖の健康管理手1擦をもらっているので毎年1回は

健康診断を受けているが、新たにアスベスト用の手帳

をもらい直すのか

-かなりアスベスト肺が進行していることがわかり、疲の

検査結果などにより区分申請の移行が必要と病院から

指示された

-労働基準局で区分申請もするようにと指示された

・基準局に出向いたが受け付けされず、本人も何故か

わからないまま帰ってきた

-基準局に申請しであるのに結果について何も言ってと
ない

<病院の実情>

・肺に影があるというだけで、聞いてもハッキリ言わない

のでわからないとしゅ人がかなりいた

・レントゲンを撮り直して再度機認してみようと協力的な
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と971件の交付を見込んて小たが、 「お知らせJが届き、実際にパ 害はないが念のため「確認」して

見込みよりは大幅に下回った。 ンフレットを見た者から、来所や おこうとされた方からのものが115
従事期間証明書の交付を受 電話廿議々な相談や照会が寄せ 件(14.2%)、この3つで全体の

け、実際に労働基準局に申請さ られた。前述のとおり、2聞の実 59.7%を占めた。他には、「健康

れた人、そして認定された佼付を 務研修と質疑応答集を準備して 管理手帳のメリットjについての

受けた)人の数は神奈川労働基 対応した。1998-99年の2年にわ ものが75件(9.3%)あったが、こ

準局については以下のとおりで たる照会・相談件数は809件。わ れは、「高齢のため申請し認定さ

あった。 ざわざ横須賀渉外労務管理事務 れでも横浜まで行くのは辛いJと
申請者数認定者数 所まで来られた方も148人いた。 かf健康診断を受けるだけなら今

1997年 7 7 年代別では、70代358件(44.3 のままでも良いJのでは等、申請

1998年 29 25 %)、80代209件(25.8%)、60代 をためらう方からのものであった。

1999年 64 54 188件(23.2%)の)II員でこの3代で 「健康管理手帳の交付要件J37
2000年2月 1 全体の93.3%を占め、本人から 件、 fじん肺の管理区分J10件、
報告書も述べているとおり、ア のものが571件(70.6%)、家族 「診断書・X線写真J5件、労災補

スベストの健康被害の性質を考 からのものが173件(21.4%)、そ 償関係の相談も9件あった。 f確

えるとこの周知業務の効果はこ の他の65件は医療機関や老人 認jのためのもので、前述以外に

の先長く続くものと思われる。す 施設等からのものであった。 も、健康が不調だと心配されてい

でに作業が終了した2000年3月 相談事項別では、自分の「健康 た方39件や石綿の仕事はやって

以降も従事期間証明の要求がき 被害Jを承知している方からのも いなかったが関係あるのかなど

ているという。 のが最も多く241件(29.8%)、続 と念のため照会してきたもの51

⑤照会・相談の内容
いて「従事期間証明Jについての 件、などとされている。

ものが127件(15.7%)、いまは被 照会のあった方たちの大部分

ところもあった 山積みにしであったよ

・病院でもよくわからないようだと締めていたが、このパ

ンフレットを見せて、再度見直してもらうことにする
-エンジンのオーバーホールは苛性ソーダで煮て、シン

ナーで仕上げるのだけど苦しくなった

-咳や疾がからむのでタバコもやめているが、かかりつけ

の医者に相談したら、専門医に診てもらえと指示された

.いま酸素を使っており、動停切れは心臓のせいかと思っ

ていたが、医者に確認のため聞いたら管理3以上だと

言われた

-咳が出たり風邪もひきやすく治りにくいのに、医者か

らは何の指摘もない

④替の臓場の状況など

-アスベストなど手姻みでむしり、ホコりもすこさかったけど、

気にする人もいなかったよ

-ガ?ラス繊維みたいなホコリがキラキラ光って舞ってい

たよ、胸が芳しくなったけれど、暑苦しいのでマスクなん

かしてなかった

・電気工だったけど、家爆の断熱材や配管に巻いてあ

るので触っているね

-朝鮮動乱、ベトナム戦争の時は忙しくて苦しかったよ

.石綿は普通のゴミで松ケ丘に置き、置ききれないのは

-艦船の外部をグラインダーで磨いて錆などを落とすの

で挨は吸っている

⑤その他

・もう年なので膝痛など足が不自由になると疾を持って毎

月通院するのもイヤになってきたよ

-健康管理手帳はもらったが横浜まで行けるかどうか心配

.健康診断に行くと昔の連中に会うので、補償などの情

報交換もするよ

-養老院の入所者や病院の患者からの話で、そこの医

者や職員が制度について磯認のため照会してくる

・父の死因が予想されるが今後の対応はどうすれlまよいか

.戦争に行っている人が多いので志願、徴兵、横須賀海

軍工廠などの話をしていく人が多い

-厚生年金のつながりがわからなかったので、ベースに

いた期間を知りたい

・認定されるとわざわざ手帳を持参したり、電諮問T用

で礼を述べる人が多かった 岨比語
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は今まで全く石綿の健康被害に

ついて認識がなかったので、乙の

照会を機会に認識してもらうよう

に応答した。今後の健康管理に

はプラスになってくれるものと思う、

とのことであった。

紹介・相談の概要として紹介さ

れていた内容を別掲で紹介する。

報告書には寄せられた便りも

7通紹介されており、健鹿管理手

帳が交付されたととに対する御礼

を述べたものもある一方、次のよ

うなものもあり、制度の周知徹底

にあたって行政だけでなく、医師

等関係者の理解が重要であるこ

とをあらためて考えさせられる。

「先日送っていただいた『従事

期間証明書』を持参し、国立病院

内科へ、先日;撮影した胸部X線

写真の結果を聞くため、今朝出か

けました。担当医の所見では、『両

肺に胸膜肥厚があるが、石綿に

よるものかどうかわからない、否

定も肯定もできない、どうしたいで

すか(申請を希望するかどうかの

と逆に質問されました。私が『でき

れば申請してみたいですが・・・jと

言ったら、しばらく考えた末、『従

事期間証明で間勝障が石綿取扱

業務になっていないし・"Jとちょっ

と迷っておられたようなので、私が

『申請するかどうかは先生に一任

します』と言ったら、『では、申請し

ないことにしましょう』と言われまし

た。帰宅後、そちらで紹介された

横須賀中央診療所または指定医

療機関(県予防医学協会中央診

療所)で再検査を受けるべきかど

うか、目下思案中です」。

.経験を全国に生かす
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この事業実施にあたって際だ、っ

た特徴は、全駐労、神奈川労災

職業病センターや横須賀中央診

療所、専門家等と相談し、意見を

聞きなが5事業の実効確保が図

られた点である。もちろん、入れ

られなかった点は少なくないもの

の、今後に多くの教訓|を与える画

期的な取り組みであったことは間

違いない。

石綿対策全国連絡会議が今年

6月15日に行った労働省交渉に

おいても、乙の事業報告書を提供

して、このような努力も生かした実

効ある周知徹底の取り組みを全

悶的に実施するよう要請した。

.横須賀|こ指定底療機関

なお、指定医療機関に関して

も、神奈川県ではすでに3か所指

定されているが、横須賀にはなく

(最寄りは横浜)、手帳所持者の

多い横須賀に指定医療機関を設

けるよう要望してきた。これに対

して、当初神奈川労働基準局は

「各県3、4か所までと決まってい

るj、f予算上の制限があるJなど

と言ってきたが、労働省との交渉

(1999年4月号14頁参照)で、そ

のような指導は行っていないこと

を確認(r一定水準以上の専門

性、過去の健康診断実績、受診

者の利便性等を勘案して、都道

府県の実状に芯じて陸療機関を

選定し、地方労働基準局におい

て委託契約を結んでいるJとのこ

と)。この労働省回答をもってさら

に神奈川労働基準局と交渉を重

ねた結果、今年3月に、新たに横

須賀共済病践が指定医療機関

以委託されている。 回

一人親方の管理区分申請
東京。労働者でなくじん肺法の対象外

Sさんは工務店を営む自営業

者であるため労働者ではない。労

災保険は自ら労災保険料を負担

する特別加入者である。

じん肺法は労働者を対象として

いるため、自営業者や一人親方

がじん肺であっても、じん肺管理

区分の決定を受けるととはできな

い。しかし、労働者か一人親方を

問わず、建築粉じん作業でじん肺

になる可能性は高い。そのため、

東京労働安全衛生センターと全

建総連東京都連では、労災特別

加入者であってもじん肺管理区

分の申請に取り組む方針を決め

ている。

Sさんは、労働者のじん肺管理

区分申請と全く同じ要領で、エック

ス線写真とじん肺健康診断結果

証明書、じん肺所見申請書を今

年7月に東京労働局に提出した。

その結果、東京労働局では、

8月22日付けで労働基準部労働

衛生課長名で、じん肺管理区分
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を[管理2相当j、f備考・エックス

線の像/PR1、肺機能の障害/

F(+)Jとする「じん肺の所見につ

いて」という事務連絡文書を通知

した。
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ブラジル人障害審査請求
大阪@神経症状の評価変え併合

ブラジル人労働者のCさんは、

1998年4月、職場の木材加工所

で転倒して腰を強打した。1年半

の療養後、労災保険の障害認定

を受けて11級の5に決定された。

腰椎すべり症で国定術を受けて

いたので、 11級のfせき柱に変形

を残すものjと判断されたのであ

る。しかし、腰痛がひどくほとんど

就労できない状態であるために、

今年間に大阪労災保険審査官

に審査請求を行った。

神経症状の障害等級には、14
級の91局部に神経症状を残すも

のJ、12級の121頑固な神経症

状J、9級の7の21労務が相当な

程度に制限されるもの」がある。

審査請求では、強い神経症状が

残っていることを訴え、少なくとも

9級以上であると主張した。しかし、

医学的には痔痛の原因がはっき

りせず、支援側としてもあまり勝算

がなかった。

審査を経て6月12日付けで決

定書が送付された。結果は、原処

分を取り消すというもの。決定書

の結論は意外なことに10級が相

当となっていた。決定書によると、

神経肱状については、障害補償

請求をしたときカも12級であった。

しかし、せき柱の手術を受けたの

と同じ要因から派生した症状との

判断で重い方をとって11級とした。

一方、審査請求では、鑑定医が

神経症状について同じく12級と

しながら、その原因を移植のため

の腸骨採取によるとした。この鑑

定医の判断に基づき、 11級のせ

き柱の変形と別に神経症状を評

価したうえで、併合し10級と結論

づけた。

神経症状の評価としては等級

が上がらず、残念であったが、それ

でも併合して等級が上がったので

結果的に審査請求してみてよかっ

た事例となった。神経障害の認定

は難しいがあきらめず、にできるだ、

けのことをすれば、よいあるいは

いくらかましな結果が得ら 開T情

れるということだろう。 組i凪

(関西労働者安全センター)

虚偽報告、保険給付横取り
神奈川骨労働局が対応を放置

出稼韓間人労働者のKさん

は、来日してからずっと「とびjの

仕事をしてきた。 1998年9月5

日、塗装足場の解体工事現場に

行く途中で、乗っていた自動車が

横転事故を起こした。車には5人

が乗っていたが、助手席にいた

彼だけがケガをした。

現場に向かう途中の事故だか

ら、当然通勤災害である。ところ

が、Kさんの直接の雇用主であ

るTや、その上の会社である0社

など関係者は正当な手続をしよ

うとしなかった。まずは自動車事

故だから当然警察に届け出なけ

ればならない。これをどうしたのか

は不明であるが、ケガをした人は

いなかったことにしたようだ。

さらに通勤災害にするには、

現場の元請会社の労災保険を使

うしかないのだが、それを避ける

ために、0社の資材置き場でケ

ガをしたかのように事故を担造、

労災手続をしたのである。

しかも休業補償の立替払い制

度をちゃっかり利用して、お金が

本人ではなく会社に振切込まれる

ようにした。 Kさんは、日本語の

文字は読めないし、労災保険の

仕組みもよくわからない。Tは
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1998年12月まではそれなりに補

償していたのだが、年明けには行

方不明になってしまう。

そんな時に労働基準監督署か

ら、休業補償の通知のハガキが

家に届いたのに、 Kさんの手元

にはお金が入ってこない。

1999年1月に横浜西労働基

準監督署に相談に行った。説明

しでもKさんは自分の携帯電話

の番号も伝えたのに、労基暑か

らは何の連絡もなかった。さいわ

い外傷は大したことはなかったの

であるが、腰椎捻挫、頚椎捻挫

の痛みに苦しむ日々が続いた。

弁護士さんなどいろいろな所に相

談に行った。その結果、補償をと

れるとしても大した額ではないこと

も理解したが、どうしてもすっきり

としない。横浜のカラパオの会

得・外国人労働者と連帯する会)

のメンバーの紹介で神奈川労災

職業病センターに相談に来た。

今年5月25日、横浜西労基署

に事情を聞きに行った。労災課

長は、「たしかに相談を受けた記

録はあるのに、放置していたよ

うだ。申しわけないjと謝る。書類

をのぞくと、ちゃんと前任の課長

の印鑑も押してあるではないか。

本人のメリット云々 ではなく、労基

署にしてみれば、労災事故をでっ

ち上げた会社にお金をだまし取

られていたようなもの。このよう

ないいかげんな姿勢にはあきれ

てしまう。

労基署は、早速会社を指導し

て、不正受給分を返還させるな

どの調査を開始すること、本来の

通勤災害の手続ができるように

情報提供すること(本人は元請会

社がわからない)などを約 問T甫

束した。 組i凪

(神奈川労災職業病センター)

外国人労働者の再発認定
埼玉争7年前の労働災害はすでに時効

フィリピン人のFさんは、 1993

年10月から埼玉県の建設会社

で{動き始め、 1か月f去の11月、

転倒した際に、右腕を鉄骨に挟

まれて骨折した。社長は労災適

用させずに、Fさんは接骨院で不

十分な治療しか受けられなかっ

た。痛みは続いたが治療費が払

えずその後まもなく通院を止めて

しまった。

1998年、痛みに耐えかねて病
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院へ行ったところ、手術が必要

と診断されるが、健康保険に加

入していない外国人の手術を

行ってくれる病院はなく、困り果

てて今年3月、横浜の港町診療

所の整形外科を受診した。港町

診療所では、被災当時の治療に

ついては時効だが再発の扱いで

手術が可能であろうと、東京労

働安全衛生センターに労災手続

の支援を依頼した。

本人から聞き取りをした結果、

「当初保険適用されていない労

災が再発として認められるの

かむという疑問が起きた。法的

には「ならないjという規定はない

が、前例を聞いたことがない。「ま

あ、やってみよう」ということで元

請を探し始めたが、7年前のこと

で、本人の現場の記憶も不確か

でなかなか見つからない。

インターネットの企業情報など

も使って調べ、本人も賢明に調

査し、ようやく元語会社が特定で

きた。

しかし、元請はf昔のことなの

で事実関係が確認できないjと

替って事業主証明を拒否した。

許し難い話だ、が、すぐには、時

があきそうにないので、やむなく

事業主証明拒否のまま行田労働

基準監督署へ労災申請を行な

い、今般業務上認定を受けると

とができた。

外国人の労災相談では、圧倒

的にf社長が労~I之してくれないj

というものが多く、相談機関に相

談して労災隠しが明らかになる

のは氷山の一角と言われてい

る。

Fさんの場合も初めから労災

適用していればなんも問題もな

く手術を受け何年も前に完治し

ていたはずだ。当初の労災隠し

によりFさんは7年間も痛みに苦

しみ、しかも被災当時の補償は

もう時効のため受けることはでき

ない。

今後乙の元請会社の責任は

厳しく追及川きたい。 四
(東京労働安全衛生センター)
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